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会 議 録 

会議の名称 令和５年度(2023 年度)第１回つくば市総合教育会議 

開催日時 令和５年(2023 年)４月 28 日（金） 

午後１時 30 分から午後３時まで 

開催場所 つくば市役所５階 庁議室 

事務局（担当課） 総務部総務課 

 

 

 

出 

席 

者 

 

 

委員 

 

五十嵐市長、森田教育長、柳瀬教育委員、倉田教育委員、 

和泉教育委員、成島教育委員 

事務局 

 

《総務部》塚本部長、山田次長 

《総務課》沼尻課長、高野課長補佐、木口係長、鈴木主査 

《教育局》吉沼局長、坂田次長、久保田次長、青木企画監 

《教育総務課》山岡課長、飯村課長補佐、武田係長 

《学び推進課》岡野課長 

《教育相談センター》久松参事兼教育相談センター所長 

《総合教育研究所》山田参事兼総合教育研究所長 

《生涯学習推進課》澤頭課長、色川課長補佐、飯島係長、 

渡邉社会教育主事 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ２名 

非公開の場合はそ

の理由 

－ 

議題 教育大綱の実現に向けた現状と今後の取組について 

会

議

次

第 

１ 開会  

２ 市長挨拶 

３ 議題 

   教育大綱の実現に向けた現状と今後の取組について 
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４ 閉会 

 

＜審議内容＞ 

事務局：本日はお忙しいところ御出席いただきありがとうございます。ただい

まから令和５度第１回つくば市総合教育会議を開催いたします。開催に当た

りまして、市長から挨拶申し上げます。 

市長：本日はお集まりいただきありがとうございます。前回が３月 21 日という

ことで、なかなか大変だと思いますが、定期的に開催していきたいと思って

います。今日は修正した資料を見ていくわけですけれど、前回は ChatGPT の

話も出たので、少しこの話をしたいと思います。教育分野における AI の在り

方というのは、我々も考えなくてはいけないのではないかと思っています。

イタリアでは禁止したりとか、文科省では方針を作るとか言っていますけれ

ど、利用を禁止して解決する話ではないので、どういうふうに活用していく

のかと、その上でつくば市の教育として、生成 AI との距離感とか、あまり短

絡的に結論が出るものでもないので、付き合いながらやっていくしかないと

思っていますけれども、そういうことを我々の教育大綱に照らして、教えか

ら学びへと生成 AI の関係ってどんなことだろうといったことも考えていか

ないといけないわけです。そういったことも総合教育会議で有識者なりを呼

んで聞いていくというのは有りだと思いますし、管理から自己決定へ、認知

能力偏重から非認知能力の再認識へという部分でも、これからどういうふう

にしていくかというのは、少しずつ総合教育会議でいろいろな人たちを呼び

ながら話をしていくのもいいかなと思っていますので、今日はその辺も含め

て、いろいろ議論ができればと思います。 

事務局：協議に先立ちまして、４月１日付けの人事異動により、総務部職員の

異動がありましたので、総務部長より事務局職員の紹介を行います。 
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総務部長：４月より総務部長に着任しました塚本です。本日はどうぞよろしく

お願いいたします。総合教育会議を担当いたします総務部の職員を紹介させ

ていただきます。 

【総務部職員紹介】 

どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局：本日の会議は、午後３時までを予定しております。今回は前回に続き、

教育大綱に向けた現状と今後の取組について意見交換を行います。会議録の

作成には、AI 議事録を使用しておりますので、御発言の際には必ずマイクの

使用をお願いします。それでは、ここからの進行は市長にお願いします。 

市長：前回の議論を踏まえて資料に加筆修正をしてもらっています。修正箇所

は資料１の２ページ、３ページ、５ページで、加筆した個所は下線、消した個

所は取消線が入っていますので、前回のおさらいも含めて、教育局から概要

の説明をお願いします。 

事務局：学び推進課です。前回の会議を受けまして、加筆修正させていただい

た箇所の確認をさせていただきます。資料１の２ページを御覧ください。大

項目１、教えから学びへについての(6)の①についてです。令和５年度の学校

の取組の中黒一つ目に「学びの基盤は体験活動であるという認識を持ち」と

ありますが、その「体験活動」の「活動」を削除しました。「体験活動」の表

現は、学校が活動しなければならないとの誤解を生む可能性があるとの御助

言を頂いたため修正しています。次に、３ページの上から三つ目の中黒に、

主体的な学びの実現のための「振り返り」の重要性についての記述を追加し

ました。ここでは、児童生徒だけではなく、教職員に関しても「振り返り」を

行い、学びの改善を目指すこととしております。次に、②学び推進課の取組

として、２番目の中黒に家庭学習についての記述がありますが、家庭学習に

おいても子供たちの主体的な学びを支援するため、「教えにならないように」

の表記を「内発的学習意欲を生かして」と修正させていただきました。さら
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に次の行にかけて、「学校の学びと家庭の学びの一体化について」の表記を

「一体化に向けて」に修正し、家庭学校それぞれの立場での学びの一体化を

推進する記述としております。続きまして、５ページを御覧ください。大項

目２、管理から自己決定へについて、(6)の①令和５年度の学校の取組の中に

中黒二つを追記しました。一つ目は、「管理から自己決定の取組を進めるに

当たっては、児童生徒、保護者、教職員ともに当事者意識を持ち、様々な場面

で主体的に考える力の育成を目指す。」ということ。二つ目は、「すべての学

年が一律に取り組むのではなく、発達段階に応じて取り組むテーマや方法を

工夫しながら自己決定できる力を育成する。」。この２点となります。 

市長：ありがとうございます。それぞれについて、御意見があればお願いしま

す。順番に見ていくと、２ページ目の「体験活動」の「活動」を取ったところ

はいいですか。 

柳瀬委員：その続きの文章で、「教育活動の様々な場面において、体験活動を適

切に取り入れるような取組をする」と書いてあります。つまり、教育活動の

中に、体験活動と、体験活動とは言えないものがあるということですか。こ

の表現だと「教育活動」という大きな学校での活動があって、その中に「体験

活動」というのが別にあって、それをうまく取り入れるというふうに読めて

しまうのですけれど。 

市長：ここは意図的に「体験活動」という表現を残したのですか。 

事務局：学び推進課です。「体験活動」の工夫というところを取り入れたかった

ので、あえて「活動」を入れました。柳瀬委員がおっしゃるとおり、大きな体

験という中の体験活動というのを授業の中に取り入れるという、そういう意

味合いで「活動」はそのまま残させていただきました。 

柳瀬委員：前回倉田委員からも指摘があったと思うのですが、「経験」と「体

験」は違うのだということが、現場で区別できているのか、あまり区別でき

ていないのか、どうなのでしょうか。もう少し踏み込んで、体験するという
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ことをどう意味付けるのかみたいなことがやはり必要になってくると思うの

です。単なる「経験」することではなく、主体が自分のこととして「体験」す

るという意味だと思うのです。それで「体験活動」の「活動」を外してもらっ

たと思うのですが。 

事務局：体験の中身については、「直接体験」が足りないということが言われて

いて、あとは「間接体験」と総合教育研究所でもやっている「疑似体験」みた

いなものも、この辺りに深く書くことができるかと思います。 

柳瀬委員：ここに全部書き込むのは難しいと思うのですけれど、このままの表

現だと、「体験活動」が目指している方向にいかないのではないかと危惧し

ます。 

倉田委員：経験と体験は違うと私が言ったのですが、結局は、体験に結びつか

ないといけないということを言いたいのです。子供の活動が体験になってい

ること、全て体験でないといけないと思っているのです。経験では駄目なの

です。子供が主体的に関わって感じる、そういうことが大切で、学校が考え

るべきなのかなということを言いたかったのです。 

市長：文章にすると、表現はどうしたらいいでしょうか。 

柳瀬委員：「教育活動の様々な場面において、体験を大切にする」というところ

で、その体験は何かというのはそれぞれ現場で先生も一緒に考えていくとい

うところではないでしょうか。「体験活動」が「教育活動」とは別にあるみた

いな意識を持たない方がいいと思います。 

市長：前回の議論を踏まえれば、「活動」は一緒に削除しないと文脈が通らなく

なってしまうかと思いますので、こちらも「体験」は削除しましょう。 

次の３ページの修正箇所は、先生たちの振り返りの形が変わっていくとい

いということが主眼だと思いますけれど、「主体的な学びの実現のため振り

返りの重要性を再認識し、各学校において学習活動における振り返りをさら

に充実させる。また、児童生徒だけでなく教職員に関しても教えから学びへ
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の取組に関しての振り返りを行い、学びの改善を目指す。」ということです。

この表現についてはどうですか。 

現状として、学校現場ではどのような「振り返り」をやっていますか。 

事務局：学び推進課です。一般的に、その授業の終末に、自分自身の学びを自覚

することを「振り返り」と位置付けています。一時間ごとの振り返りもあり

ますが、単元全体を通しての振り返り、今日終わったら次の時間にはどうつ

なげるかという部分も含めて、振り返りと位置付けています。教師サイドか

ら言いますと、その時間が授業の中でしっかり確保できているかというと、

どうしても授業の中身を充実させると時間が足りなくなることがあります。

また、振り返りの視点については、何ができるようになったのか、学習の達

成感や友達の参考になる考え、自分の学び方、これから学びたいことなどが

ありますが、そういう視点を与えて子供が振り返る形をとっているのが現在

の状況です。 

市長：そうすると、今も毎日授業の最後に子供は自分たちで振り返っていると

いうことですか。 

事務局：学校へはそのように働きかけながら、授業者に努めてもらっています。 

倉田委員：自己評価をしっかりやっていると思います。 

教育長：かつては「分かった」か「分からなかった」という振り返りが多かった

のが、今は「学び方」とか、「友達から得たもの」とか、そういう視点が増え

ていると思います。 

市長：教職員の振り返りについては、和泉委員からの意見だったと思いますが、

どうでしょうか。 

和泉委員：ここで大切なのは、教職員が振り返るというところだと思います。

子供にやらせるだけではなくて、先生自身が考え続ける、学び続ける教師に

なるということが、教育大綱の実践に必要だと考えます。ですので、今まで

は授業の終わりに子供たちに振り返りましょうとやっていたのを、先生たち
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自身が自分の授業をどう振り返ってきたかということについて考えるという

ことが大切ではないかと思います。先生たちも忙しいと思いますが、立ち止

まって自分で疑問を見つけ出し、それがまた新たなものを生み出すという、

そういうサイクルになることで教師の学びがあるのではないかと思います。 

市長：どうしたらそれができるのでしょうか。 

和泉委員：立ち止まる。けれど立ち止まる時間がないので、つまるところやは

り、教師の働き方改革を継続させるのが大切だと思います。実際、学校サポ

ーターとか支援員とかを増やしましたけれど、実態はどうなのかということ

の聞き取りをして、もっと減らせる業務はないのかということを精査し続け

ることが、実は教育大綱の実現に一番有効なことではないかと思います。 

柳瀬委員：振り返って新たな問いを立てるということがすごく大切なのではな

いかと思います。ただし、生徒と対面しながら、生徒のいろいろなことをケ

アしながらその作業はできないのです。やはり自分で内省的に振り返る時間

を持たない限り、新しい問いが出てこない。授業の中でその時間は取れない

と思うのですが、先生たちはどこでその時間を作ればいいのでしょうか。 

倉田委員：それに対する一つの解決策としては、子供に自己評価させたものが

あります。子供の理解度とか、興味関心がどれだけ表現されているかで、そ

の達成度というか、自分がやってきた授業の評価というのがある程度見えて

きます。子供からの吸い上げで教師は自己評価できる面があるので、その辺

りを大切にしていると思います。 

和泉委員：それを一人で振り返り続けるのは難しいと思います。ある学校の先

生の話では、それを共有することで、他の先生も同じようなことを考えて困

っている、じゃあどうしようと発展している様子が懇談会の時に伺えて、対

話が大切だと思いました。忙しいのは理解しているので、そこに対応する時

間を確保してあげたいです。 

倉田委員：学校では定期的に授業研究をやっているはずで、先生が集まって授
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業の分析とか、共通理解に向けて取り組んでいると思うので、一人で孤立し

ているということはないと思います。 

教育長：教えから学びへの強化月間は、そういうことを一斉にやってみましょ

うという狙いもありました。皆で学校全体の問題意識と個人の問題意識を達

成するために授業を工夫して、実際に子供の声をもらいつつ、自分も自己評

価をして、授業のどこがまだ改善されていないとか新しい問いをまたそこか

ら発見する、それを学校全体で共有して、解決できるものは皆で解決しよう

と進めてもらうことが強化月間の狙いだったので、いずれの学校も年に２回

はやっていることになります。それは学校によって日常的に行っているとか、

月ごとに行っているとか、学校ごとに工夫はあると思います。 

和泉委員：強化月間だけではなくて、それが毎月になっていけばいいというこ

とですね。 

教育長：我々はそういう方法がありますよというのを示して体験してもらって、

その効果を先生方は肌で感じて、それからは先生自ら続けてくれるようにな

ればいいなと思っています。 

和泉委員：「教えから学びへ」は、授業だけではなくて、朝学校に行ってから帰

るまで、学校生活のいろいろな局面で主体性であったり、非認知能力を学ん

でいく機会があるので、授業だけに留めず問いと対話をキーワードにしてい

けたらいいのかなと思います。 

教育長：教育大綱の３本の柱である「教えから学びへ」、「管理から自己決定

へ」、「認知能力偏重から非認知能力の再認識へ」の全てが連動していると思

うのです。ですから、「教えから学びへ」というのは確かに授業中心なのです

けれど、普段からそういう考え方でやることが「管理から自己決定へ」にも

なっていたり、その適切な支援をしていくことが非認知能力を伸ばすことに

もなっているし、学校全体が常にその３本の柱に向かっているのだという意

識を先生方に持っていただいて指導に当たるということを考えていて、指導
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方針もそういう考えの基に作っています。 

柳瀬委員：いろいろな層があるから、生活のレベルとか、ちょっとリラックス

した時の関係とか、いろいろあるのですが、やはり先生方の授業というのは

すごく大事なワークの一つとして完結するものだと思うのです。もちろんそ

こに日常的な子供たちとの関係というのは入ってくるのだけれども、授業は

授業として、一つのワークとして完結する。そのことの振り返りは当然必要

なのです。いろいろな層があるので、それが重なると重層的になるという。

これをやはり、先生はうまく使い分けているのです。うまくできない子供に

は、授業が終わっても、先生は気を遣うわけですね。うまくいかなかったけ

れど、いいところもあるよという。 

倉田委員：その点に関しては、やはり学校生活の中で全体的に見た場合に、生

徒の意識改革を図ること、判断のための働きかけとか、あとは工夫という、

そういうのを見直していくことが大切かと思うのです。だから、教師がどう

すれば子供の意識を変えられるのかという。 

柳瀬委員：今までは授業は先生のワークと考えていたけれど、やはり子供たち

のワークでもあるのだという考えですよね。先生だけでは完結しないという

こと。 

倉田委員：子供の意識が変われば何でもつながってきて、主体性は生まれてく

るのですよね。例えば生徒会活動もただのノルマ処理みたいな在り方ではな

く、生徒会はどう組織してどう作り上げていくかと子供自身が考えて作り上

げていくような体制作りとかをすることによって、学校でどういうことが生

活するのに必要なのかというのを子供自身が考えられるようにしていくこと

が大切だと思うのです。 

市長：文章に表現するとどのようになるでしょうか。 

柳瀬委員：「振り返りをさらに充実させる」というところを、「振り返りから新

たな問いを立てる」みたいなのがいいと思います。 
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和泉委員：すごく難しいのが、問いを立てると言われて立てるものではないと

いう、この矛盾をどう乗り越えたらいいのかというのを考えています。主体

的になってくださいと言われる時点で主体性は介入されているのではないか

なと思うので、表現の仕方が難しいと思っています。 

柳瀬委員：問いを立てるというのはそんな難しいことではなくて、何でだろう

と思うこと自体がもう問いを立てていることになるので、振り返るという中

身に問いを立てるということは恐らく入っているのですが、そこを強調して

いただけるといいかなと思います。 

教育長：分かりましたかで終わるのではなくて、勉強して新たな疑問が湧きま

したかとか、そういう問いを子供たちがどんどん見つけていくことがすごく

いいことなのだという話はしているのですけれど。この前の ChatGPT の話で

も、勉強すればするほど ChatGPT が進んでいくという中で、今が完結だ、こ

れで終わりだという学びはきっとないのだろうと。そういう時に次から次に

新しい疑問が湧いてくると、その疑問が湧いてくることを大事にしていく先

生が大切ではないかと。これで分かりましたではなくて、新たな疑問って何

だったのというような進め方がきっと大事なのかなと思うので、そういうこ

とをうまく表現できればいいわけですね。 

和泉委員：問いによって学ぶ時って、イエスノーのクエスチョンではなくて、

どのように、なぜということを問うことが大切だというのを読んだことがあ

ります。そういう問いかけを、先生や大人がしていくことが大切かと思いま

す。 

教育長：問い続ける教師というのはやはり一つのキーワードだし、フィンラン

ドの学力が高い理由は、先生が「ミクシ」という、なぜということを常に問う

のだということを言っていましたから、やはりそういう姿勢は大事にしたい

と思います。 

和泉委員：次もっとやってみたいとかいうことがないと、問いって生まれない
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ですよね。楽しいとか知りたいとか、私は ChatGPT というかテクノロジーに

関して知識が無いので、この１か月間、自分なりに調べました。いろいろな

ことがこれからは AI に代わられるだろうと言われる中でも、私なりに考えた

ことですけれど、好奇心と感性は、やはり成長の段階で人間が学び、人間に

最後に残るものというか、最後の学びの原動力になるものなのかなと思いま

した。そういう楽しさや好奇心を尊重できる教室空間だといいなと思ってい

ます。 

柳瀬委員：デカルトの方法序説でも、「我思う、故に我あり」という言葉があり

うます。あれも違うこれも違う、でもそういう問いをずっと続けていけば、

私が問うているということだけは否定できないということなのですよ。そう

いうことを人間誰しもやっているのですよね。ChatGPT でも、最終的には私が

聞いているということは、私が考えているのだという、ここがもしなくなっ

たら、もうこれは人間が考えるということを否定されてしまうということに

なります。答えはどんどん返ってくるけれど、私が聞いているということは

なくならないのだと思います。ただそのためには、一番禁物なのは、ゆとり

のない状態、焦っている状態では、それができないということです。時間に

追われている、先生自身に余裕がないと、振り返りも新しい問いも立てられ

なくなるので。 

市長：先ほどの働き方改革の話もそうですけれど、きっとこのような議論を現

場の先生が聞いたら、そんなの冗談じゃない、そんな余裕はないと恐らく言

うと思うのですけれど、じゃあそのままでいいのかというとそうではなくて、

今はできるだけ人を手厚くというのをやっていますけれど、それもまだ足り

ていない。ただ、我々が学校に問いを立てましょうという指針を示すことは、

別に自己決定の領域を侵しているとは私は思わないのですけれど。今までや

ってこなかったことを今やろうとしているので、何らかの指針が必要かと思

うのです。大きくは教育大綱がその憲法みたいなものですけれど、それにま
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つわるこういう方針の中では、少しは踏み込んで書いてもいいのかなと。逆

にそういうことをしないと、先生たちは忙しい中で、どこに向かっていいか

分からないということにもなり得るのかなと思っています。ですからこうい

う議論は大切だと思うし、問いを立ててほしいのであれば、問いを立てまし

ょうみたいなことを投げかけるのはいいのかと思います。 

柳瀬委員：問い続けるということと、学びの改善を目指すというところがやは

り引っかかるのですよね。何をもっての学びの改善というのかは、幅を持っ

ていないと、そこに飛びついちゃうような気がします。どうすればどうなる

かというところにすぐ行ってしまうと、学びの改善に向けてということにな

るのだけれど、そのためには授業をこう改善すればいいよね、と案外簡単に

思っていないでしょうか。なぜ子供たちはここで興味を持たないのだろうと

か、これに興味を持つのはどうしてだろうという、子供に対する興味とか、

そういうのは単純に授業の学びの改善っていうレベルよりは、先生が問い続

けることが大切で、単なる学びの改善ということには収まってほしくないな

と思います。 

和泉委員：何かこう直線的な印象を受けてしまうというか、改善というのは螺

旋状というか、良くなったり悪くなったりを繰り返しながらだと思うのです。 

柳瀬委員：「振り返りを行い問い続ける」でいいのではないかと思います。これ

を「学びの改善」に収めてしまわない、というのはどうでしょうか。 

倉田委員：学びが成立していればいいわけですよね。「学びの改善」というの

は、質を求めてしまっている。 

市長：我々も教育大綱の議論の中で、「良い学び」とか「悪い学び」という概念

は基本的に使っていないので、倉田委員がおっしゃるとおり、「学びが起き

る」ということが非常に重要なので、その御指摘は今までと連続性はあると

思います。 

倉田委員：学びの重要性を認識するとか、そういうことだと思います。 
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市長：柳瀬委員がおっしゃったように、「教えから学びへの取組に関しての振

り返りを行い、」その先に「問い続ける」と書くかどうかというところです

ね。ここができるようになると全然違う気がします。先生たちは忙しすぎて

全然振り返れないですからね。 

倉田委員：問い続けることは、スパイラルだと思います。 

市長：それでは、ここは「振り返りを行い、問い続ける」と書きましょう。 

次に、その下の個所で、「家庭学習においても内発的学習意欲を生かして、

学校の学びと家庭の学びの一体化に向けて、家庭学習の在り方を課としても

研究し、学校現場へ提案する。」と修正いただきました。ここは、成島委員か

ら御指摘いただいた、ドリルの議論からスタートしている部分ですかね。 

成島委員：私の子供は低学年なので、どうしても、和泉委員や柳瀬委員のお話

を聞いていると、子供が学びの意欲の塊のように聞こえるけれど、自分の子

供を見ていると決してそうではなくて、だから前回の話にあった「発達の段

階に応じて」という部分が大きいと思っています。自分で決めるにしても選

択肢が与えられないと決められない子は多いので、ドリルという選択肢も間

違ってはいないと思います。学校で補えない部分を宿題で補うというのが従

来のやり方だと思うのですけれど、そういう意味では、どうしても覚えなく

てはならない基礎の部分というのがあって、それをやるのが低学年だと思い

ます。ですから、ドリルをやるのも、ある種、学びの一体化ではあるのだよな

と思います。どうしても小学生を見ていると、どんな場面でも大人のサポー

トって少しは必要だと思うことが多くて、遊びの場面でもそうなのですけれ

ど、一言アドバイスするだけで好転するというか、そういうアドバイザー的

な立場に担任がなれればいいのだと思うのです。学校のイメージを形作るの

が校長であるならば、学級における校長先生はやはり担任の先生になると思

うので、その担任力がクラスの学びの雰囲気とかも作っていくであろうとい

う意識があります。振り返りの話もずっと聞いていて思ったのは、子供一人
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で勉強が楽しくてどんどん進めていけるということは非常にまれで、そこに

友達がいて、共有し合って、発見があって振り返りがあるというのが、学校

が集団であるというメリットだと思います。どうしても、先ほどのお話を聞

いていると個の話のような気がして、そうではなくて、集団だからこそでき

る振り返りであり、学習の楽しみ方というのは、学習がゲームのような感覚

になってくれればしめたものなのですけれども、ある程度競争心をあおるも

のが必要であったり、集団であるからこそのメリットがあると思うのです。

振り返りの部分に戻りますと、私としては、ここの部分にきっと含んでいる

のであろう「振り返り」という言葉の認識が各個人の判断でいろいろ違うの

で、それはそのままでもいいのかなと思いつつも、私は何か思っていたもの

と違うなと思いながら聞いていました。自分の中で自己完結される振り返り

ではなく、もちろん発表とかの振り返りも含む言い方だとは思うのですけれ

ど。内発的学習意欲という言葉も、やはりそれを刺激する何かがあってのも

のだと思うので。うまく言えませんが、最近授業参観を見てきた感想として

は、まだ学年が上がったばかりで落ち着きはない感じでしたけれど、自分た

ちの頃からものすごく変わったかというと、そうも感じない。パソコンと電

子黒板はあるけれど、子供も先生もそう大きく変わった印象はありませんで

した。むしろ先生が怒らなくなったなという印象は強くて、その穏やかな中

で、怒られるから頑張るのではなく、楽しいから頑張るというふうに持って

いくのがどれだけ大変かというのをすごく感じました。 

柳瀬委員：私は前回の会議の時に、このパラグラフは削除してほしいくらいの

ことを言ったつもりでした。家庭学習に介入すべきではないと。要するに、

宿題を出すということ自体が、子供たちの自由の選択を無くしているわけで、

もっとはっきりと、宿題は出さないでほしいと思うのです。学校で勉強して、

家庭に宿題を持って帰るということは、それを前提にしてまた次の授業をす

るわけですから、それは宿題をやりなさいと強制されているのと一緒ですか
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ら。だけど親の立場からすると、家で勉強してほしいという思いがすごく強

くて、宿題出してほしいという親がたくさんいるわけでしょ。 

成島委員：学校でできることというのはさっき言ったような、飛躍していくこ

とだと思うのです。疑問が生徒から上がって、それに応えることをしていた

ら、多分、単純な計算とか、漢字を覚えるということをやる時間ってないと

思うので。私は学校の授業ではそういう発展を求めていて、家ではちょっと

基礎固めするくらいで十分だと思っているところがあるので、そういうふう

になってしまうのは、学習指導要領がある以上仕方がないのかなとも思いま

すが、学校では学校だからできることをしてほしいという思いがあります。 

柳瀬委員：ドリルや漢字練習をする時間は、ちゃんと学校で取っていると思い

ます。それは家庭学習でやるものだという前提はないと。 

成島委員：プラスアルファだとは思うのですよね。 

柳瀬委員：申し訳ないけれど、気休めにやっているみたいな感じがあるとする

と、そういうのはない方が私はいいなと。 

市長：今の議論を踏まえて、先生たちの意見も聞いてみましょう。 

事務局：学び推進課です。昨年度まで現場におりまして、実際に教育大綱で学

びに対する意識は大きく変化していると思います。「教えから学び」を教員

たちはかなり意識しています。ドリルというのは決められたものを決められ

たようにやりましょうというルールが分かりやすこともあって視点が当てら

れがちなのですが、ドリル一つをやるにしても、その選択の幅は個人に応じ

ています。やっては駄目ということはないですし、必要ならば子供がそれを

選択して、必要な量をやりましょうと。ただ、それをもうクリアしている子

は、やる必要はないですから、もっと違うところでどんどん自分なりに学ん

でいけばいいというところはあります。あとは、学習の基礎基本を身に付け

るということで、発達段階も当然考慮すべきところかと思います。低学年に

ついては、勉強の仕方とか、基本的なところを押さえながら、少しずつ、学年
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が上がるに従って自分の選択肢の幅とか、学び方とかをどんどん広げていく

というイメージは、学校としてはいつも持ちながらやっているところです。 

柳瀬委員：状況によってケースバイケースで違う。一律にコントロールすると

いうことは、学校では想定していないということですね。 

事務局：一律にやりましょうという発想を持っている教員は、ほとんどいない

と認識しています。 

柳瀬委員：発達段階もあるから、小さい子供だったら親がちょっと手助けをし

ないと、というところもあるし、大きくなれば、自分でどんどん調べて勉強

するということもあり得るだろうと。そういういろいろなケースのことを、

家庭学習の在り方として研究していく、ということですかね。 

市長：私の子供は小学２年生ですけれど、ドリルは普通に宿題のような形で出

されています。そこにどういう意図があってドリルが出されているのかはち

ょっと読み取れないのですけれど、子供はやらなくてはいけないものだから、

辛くてもやるみたいに認識しています。私としては、自分で必要ないと思え

ばやらなくていいと言っていますけどね。自分で決めればいいと。自分で必

要ないと思うのであれば、先生にそう話してみたらいいのではと言っていま

す。私もこの文章を見て気になるのは、「学校の学びと家庭の学びの一体化」

というのが、家庭への介入のような感じがするのと、ちょっとした居心地の

悪さみたいなものはこの表現から感じますね。家庭の学びは何をしようとい

いのではないかというか。もちろんドリルをやるとかやらないとかいう話で

はなくて、家庭で何か素晴らしいことが学べるとしても、それと学校の学び

を一体化させるというのは、何かこう、気にはなりましたね。 

柳瀬委員：ここの表現はやはり、家庭は学校と一体化した学びを進めなくては

いけないとどうしても思ってしまう。 

成島委員：柳瀬委員の話を聞いていて思い出したのは、アメリカに引っ越した

友人は、自分の子供が学校で何をやっているのか全く分からないと言ってい
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ました。家では宿題も出ないし、教科書も持って帰って来ないから、親とし

ては内容が見えなくて不安であると。子供に学校で何をやっているのかと聞

くと、教科書は見ないで、ディベート的なお話ばかりしているということで、

そもそもの学び方が詰め込み型の日本とは全然違うという話を聞くと、自分

の考え方は凝り固まったもので、柳瀬委員がおっしゃる宿題なんてなくてい

いのだという価値観がどうしてもしっくりこないのはどうしたらいいのか

と。そういう保護者はたくさんいるのではないかと思います。 

柳瀬委員：私は子供の頃、宿題のストレスってものすごく大きかったです。や

らないと怒られるし、宿題をやっていると遊べないし。 

倉田委員：宿題という名称がネックになっているかもしれないですね。教育の

基本として、学校で学んだものを家庭生活の中にいかすとか、そういうつな

がりは当然必要だけれど、それは与えられるものではなくて、自分から課題

を見つけ出して解決していくという方向に動けば一番いいわけですが、そこ

をどのように学校で援助していくかというところで、今までは宿題という形

があったと思うのです。ですから、宿題の内容とかを見直す必要があると思

うのです。個別対応で宿題も成り立つような、自分の課題を追及できるよう

な宿題というか課題というものに変えていくことが一番理想かなと思いま

す。 

市長：一度、宿題をテーマに議論しましょうか。これは根本的な問題だと思い

ます。私は教育大綱を作っている時から宿題はいらないと言い続けています

けれど、それをそれぞれの経験から話し出すと、成島委員は成島委員の経験

から話すし、私は私の経験で話すし、それぞれの教育論みたいになってしま

うので、もう少し何かのエビデンスであったり、世界のトレンドであったり、

何かの根拠に基づく議論をすることで、つくば市の宿題の在り方みたいなの

を考えてみたいと思います。有識者でもいろいろな意見があるでしょうから、

一人だけではないかもしれませんが、そういうことを含めてやらないと、経
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験値だけの話になってしまうと、これは人の数だけ教育論があると思います

ので。 

教育長：基本的に宿題というのはなくて、家庭学習と言っています。家庭学習

は一律に課すものではないので、この漢字を 10 回ずつ書いてきなさいとドリ

ルをやらせることではないです。学校の学びと家庭の学びが一体化するとい

うのは、学校で疑問が湧いたら、それを更に家でも調べるみたいな、学びが

ずっと続いているようなことを目指していきたいと考えています。だから、

漢字を覚えていないから漢字をちゃんと書いて練習したいという子は練習し

てほしいし、そこはやはり自分で自立して考えられるようにしていきたいと

思っていますが、ただそれが学校の先生方に完全に浸透しているかというと、

まだまだなのかと思います。 

市長：それは申し訳ないですけれど、多分ギャップはありますよね。私の３年

生の子供を見ていると、漢字の宿題という認識で、何度も書かなくてはいけ

ないと感じている様子です。ただ、夏休みの宿題は劇的に減りましたよね。

教育長が言ってくれたことにより、今は夏休みの宿題というものは多分ほと

んどない。保護者のニーズとして、もっとテストを増やしてほしいとか、い

ろいろな要求をされるという話も聞きますけれど、我々は保護者向けのサー

ビスをやっているわけではないので、子供の学びや成長のために何がいいか

というのをじっくり考えたいですよね。 

教育長：基礎の定着イコール練習みたいな意識がまだ残っているのは確かで、

皆が同じようにやるというところから抜け出さなくてはいけない。 

市長：書ける漢字を 10 回書くほど苦痛なことはないですからね。夏休みの宿題

をはっきりなくしたように、家庭学習もどうするかですね。 

教育長：普通にしていたら、一律にやめようとはなかなかできないですよね。 

市長：そうですね。きっと教育局と現場にはギャップがあるし、学校の中でも

いろいろだと思います。それを一律にどこまでやれるかというところはあり
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ますが、少なくとも我々としては、家庭学習とはこういうものだからこうで

すというメッセージを、例えば保護者が先生に聞いたときに、先生たちがち

ゃんと答えられるようなサポートはした方がいいのかなと思います。そうし

ないと、保護者から何で宿題出さないのですかと聞かれた時に困ってしまう

と思うので。 

成島委員：柳瀬委員がおっしゃるような、勉強ではない学びみたいなものが昔

はきっと遊びの中にあったと思うのですけれど、今は遊びの種類が、友達と

集まるようなことができる子も少なかったり、個になっていると感じます。

動画を見るだけになってしまうとか。もっと五感を刺激するような遊びや体

験というものを得られられにくいから、習い事をさせるとか、そういうこと

になってしまうのですけれど、「昔はこうだった」が通用しない環境になっ

ているとは思います。実際、部活動も週３回くらいになっていますが、じゃ

あもっとやりたい子はどうすればいいかというと、保護者が少し無理をして

頑張って動くみたいな流れが今は少し見えていて。教員の負担を減らせばそ

の分保護者が頑張らなくてはいけないような、自分の子供のためだからいい

のですけれど、どちらかに負担のなすりつけ合いをしているように見えてし

まう構図はどうしたらいいのだろうかと感じます。 

柳瀬委員：おそらく、次の発達段階というところに関わってくると思うのです

けれど、先生と親の、今何を求めているかとか、今どういう段階なのだろう

という共通理解はすごく大事だと思います。今私が気になっているのは、動

物としての人間は、やはり成長の過程で、探索行動をするのです。探索行動

をしながら世界を手探りで探っていくということを、人間だけではなくて動

物はやるのですけれど、その部分が欠けてきてしまうと、後になってもう一

度その発達段階に戻って探索行動をするというのは、おそらく有効ではない

のですよ。幼稚園の子供は周りのものをいじったりしながら探索行動してい

るのだけれど、やはりそれをさせなくてはいけないし、それができる環境を
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作ってあげるのが大人の仕事だし、そうすると小学校に入って集団登校で勉

強して育てなさいというところから始まると、ギャップがすごく大きくて、

遊べなくなってしまう。探索行動ができない。探索していろいろなことに興

味を持った上で、知識をどんどん増やしていくという発達段階があると思う。

そこをゲームやテレビに奪われてしまうと、ある能力が欠けてきてしまうの

ですよね。それが非認知能力という話になるかもしれない。 

成島委員：宿題をやらなくなった時間の過ごし方の個人差がものすごいことに

なっているという印象があります。 

柳瀬委員：あまり早い段階で子供に探索をさせないで、これをしなさいあれを

しなさいと感覚を遮断してしまうと成長のプロセスに問題があるというか、

それを教師も親もちゃんと分かっていて、今この子にはこういうことが大事

なのではないかということを選択する必要があって、それを考える前に家庭

学習に入ってしまうと、それは順番が違うのではないのかと言いたいのです。 

市長：成島委員は、そうは言っても現実に起きていることは、結局家で時間が

できても YouTube を見ていますよということで、どこで外遊びをするのとい

う問題が解決しないと、なかなかうまくいかないということですね。 

柳瀬委員：学校も地域も親も一緒になって環境を作っていかないといけない。

親だけが育てているのではないというふうにした方がいい。 

市長：私も最近知ったのですけれど、NPO 法人放課後アフタースクールというと

ころがあって、学校を使って、学童とか関係なく、親が働いているとか働い

ていないとかは関係なく、学校で自由に過ごすという取組をしていて、すご

くいいと思ったのです。見守る人がいた上で、学校で遊ぶのです。もう既に

全国的に広まっているらしいです。最初はすごく学校が嫌がるらしいのです

が、実際に始まると、先生たちは子供たちのとても大きな変化を見ることに

なるので、喜ぶそうです。そういうことも試してみてもいいですよね。結局、

放課後に行く場所がないということじゃないですか。昔みたいに広場に集ま
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ってというのがなかなかやりづらいわけなので。部活がなくなった日は、私

の中学三年の息子は、公園でサッカーをしたりしていますけれど、なかなか

そんな場所ばかりではないし、そもそも公園がない地域もあるわけですから。

そうすると、学校で放課後遊べるというのは、身体性の獲得とかの意味でも、

デジタル機器から離れて過ごせる場所があるということは、結構大事なのか

なと思います。 

和泉委員：私の小中学校時代はそれが当たり前でした。学校に残って校庭で遊

んだり、図書室にこもったり。それはわざわざ NPO にお願いしなくても、す

ぐにできそうですよね。 

市長：昔は学校の教室にも残れたし、校庭で暗くなるまで遊んでいたけれど、

いろいろ社会情勢の変化があったわけですね。確かに、私は親として、ドリ

ルなんかやらないで少しでも遊んでいてほしいと思うし、ドリルをやるのだ

ったら YouTube でも何でも見てくれと思うのですけれど、成島委員がおっし

ゃるように、代わりになる環境を用意しないで何かをやるというのは、市と

しては片手落ちになってしまうと思うので、遊びの時間を作るというのであ

れば、遊びの場を用意することは、やはりセットとして考えないと理想論だ

けになってしまいますし、そこで非認知能力を鍛えることができれば、結果

としていろいろなものにつながってくると思うので、そういうことも考えま

しょうか。 

成島委員：一旦必ずランドセルを持って家に帰りましょうというのは、安全面

の配慮からですよね。家が遠い子は、それをやるともう学校に戻ることがで

きない。確実に親が迎えに行けるならいいとかにできないのですかね。 

市長：それこそ、デジタルツールを使ってやりようはあると思いますよね。学

校を開放して、放課後自由に居ていい、先生たちは責任取らなくてよくて、

子供が自己責任で遊びますと。 

教育長：そうは言っても、学校にいて事故にあったらそれは先生の責任ですと
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なってしまうのが今の世の中です。そこはやはり、NPO とかがしっかり安全を

確保できる体制も整えないと、先生たちも安心して開放して使っていいと言

えないと思います。 

市長：学校を子供たちの手に戻す、みたいな。取り上げたのは、社会として取り

上げてしまったということですよね。それは誰かが悪いのではなく、先生た

ちも開放してあげたくても、文句ばかり言われたらそれはとりあえず閉じよ

うとなってしまいますから。先生の立場もよく理解しなくてはいけないです

ね。先生が責任逃れしているわけではなくて、そういう社会になってしまっ

ているわけですから。 

教育長：まずは安全に家に帰しましょうという考えが、どうしても今はありま

すからね。 

柳瀬委員：遊びたいなら児童館に来てくださいという話になってしまいますけ

どね。 

市長：私の子供も、一番下の子は児童館に行っているのですけれど、特に何も

ないのが結構いいなと思っているのです。たまにイベントもありますが、基

本は漫画を読むとか、友達と話すとかで。当然デジタルツールはないので、

YouTube 見たいから帰りたいと言うこともあるのですが。 

すみません、全然時間が足りませんが、そろそろ終了の時間になります。

今日出た大きな二つのテーマとしては、家庭学習の概念をどうするかという

ことと、放課後の学校をどう捉えるかというところです。この二つはかなり

直結していて、もし放課後の学校が子供たちの手に戻れば、いろいろな問題

が解決していきそうな気もします。一度放課後 NPO 法人アフタースクールの

方を呼んで、この場で話を聞いてみてもいいかと思います。教育大綱を作る

時も、やはり外部の有識者とディスカッションすることで、いろいろ建設的

な話になっていったので、いろいろな角度から有識者を入れた議論をしてい

ってもいいのかなと思います。ただ、今日の資料は学校にも配らないといけ
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ないのですよね。 

教育長：配る必要はないですが、これを伝える必要はあるかと思います。 

市長：最後まで行けなくて申し訳ないですけれど、次回はまた１か月後くらい

に、放課後 NPO 法人アフタースクールの方を呼んでみましょうか。そこで家

庭学習とかドリルについても質問をするとかですね。確かに、校庭を開放し

てあげたい気がしますよね。それができれば全然違う気がする。いつから駄

目になったのですか。 

倉田委員：大阪の事件くらいからですよね。 

市長：それは 2001 年とか 2002 年くらいの話ですよね。我々の世代は普通に遊

んでいましたよね。 

  すみません、時間になりましたので、今日はここまでにしたいと思います。 

事務局：以上をもちまして本日の会議を終了いたします。皆様本日はお忙しい

中ありがとうございました。 

 

 

以上 
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会 議 録 

会議の名称 令和５年度(2023 年度)第２回つくば市総合教育会議 

開催日時 令和５年(2023 年)５月 22 日（月） 

午後１時から午後２時まで 

開催場所 つくば市役所５階 庁議室 

事務局（担当課） 総務部総務課 
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者 

 

 

委員 

 

五十嵐市長、森田教育長、柳瀬教育委員、倉田教育委員、 

和泉教育委員、成島教育委員 

事務局 

 

《総務課》沼尻課長、高野課長補佐、木口係長、鈴木主査 

《教育局》久保田次長、青木企画監 

《教育総務課》山岡課長、飯村課長補佐、武田係長 

《学び推進課》岡野課長 

《教育相談センター》久松参事兼教育相談センター所長 

《総合教育研究所》山田参事兼総合教育研究所長 
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公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ３名 

非公開の場合はそ

の理由 

－ 

議題 教育大綱の実現に向けた現状と今後の取組について 
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２ 議題 

   教育大綱の実現に向けた現状と今後の取組について 

３ 閉会 
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＜審議内容＞ 

事務局：本日はお忙しいところ御出席いただきありがとうございます。ただい

まから令和５年度第２回つくば市総合教育会議を開催いたします。本日の会

議は午後２時までを予定しております。 

今回は前回に引き続き、教育大綱の実現に向けた現状と今後の取組につい

て意見交換を行います。会議録の作成には、AI 議事録を使用しておりますの

で、御発言の際には必ずマイクの使用をお願いします。それでは、ここから

の進行は市長にお願いします。 

市長：前回、一か月ほど前に開催して、大きなテーマが二つありました。家庭学

習の在り方と、放課後の子供たちの居場所作りということが議論になったか

と思います。放課後の子供たちの居場所作りについては、前回お話しした放

課後 NPO アフタースクールの代表に講師にお願いをしました。今日は都合が

つかなかったのですが、来月の総合教育会議に来ていただけることになりま

した。私が電話で直接お願いをしてお話をしたのですが、学校を開放したこ

とによって、彼らもあまり想定してなかったのですが、なかなか学校の授業

の枠では活躍できない子供たちが生き生きとしたという話も出てきたりして

いて、やはり居場所を作っていくということの重要性を、多分、今つくばが

目指していることを、いい形で実践しているのではないかなと思いますので、

楽しみに聞いてみたいと思います。 

今回は、資料の修正を行いましたので、それを確認しつつ、コミュニティ・

スクールと関係する「保護者・学校・地域・行政の対話と協働の推進」につい

て議論していければと思います。 

それでは、前回からの変更箇所の確認をお願いします。 

事務局：学び推進課です。前回の会議を受けまして、修正させていただいた箇

所を確認させていただきます。お手元の資料１の２ページを御覧ください。

大項目１、「教えから学びへ」についての(6)令和５年度の学校の取組の中で、
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中黒の２行目です。「体験活動」という表記のところを、「活動」を削除しま

して、「体験」としてあります。さらに、「適切に取り入れるような取組を工

夫する」というところを削除して、「大切にする」と変更しています。これ

は、「体験活動」が「教育活動」とは別にあるような意識を持たない方が良い

という御意見を踏まえての変更となっています。続きまして３ページを御覧

ください。上から三つ目の中黒のところです。「学習活動の振り返りをさら

に充実させる」のところを「振り返りから新たな問いを立てる」に、さらに、

その文末のところについて、「学びの改善を目指す」を「問い続けることを目

指す」に変更しています。振り返りを行うことから新たな問いにつながると

いうことの意識や、問い続けることが大切であるということ、スパイラルで

あるという御意見から変更しています。また、「学びの改善」という表記は学

びの質を求めてしまっているという御指摘を踏まえたものにもなっておりま

す。教育大綱の議論の中でも、「良い学び」「悪い学び」という概念はないと

いう御指摘を踏まえまして、学びが起きることが重要との位置付けから変更

しました。変更点は以上です。 

市長：いかがでしょうか。 

和泉委員：２ページ目の体験のところで、今日は参考資料としてオレンジの冊

子を置かせていただきました。ここでの議論を先生方に発信していくという

ことでしたので、体験についてもう少し踏み込んだ、あくまでもやりなさい

ではなくて、例として示すのに良いかと思い持ってきました。これは社会福

祉協議会のボランティア運営委員会で受け取った資料ですが、市内に約 150

のボランティア組織がある中で、こういう具体的な福祉体験とかボランティ

ア活動のメニューを、すごく積極的に作っています。これを先生たちが一つ

の参考として、五感を使った学びみたいなことの参考にしてもらえるといい

のかなと思いました。体験が「何か疲れた」、「楽しかった」で終わらないよ

うにするためにはという議論をしたと思うのですが、やり方としてサービス
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ラーニングというものがあります。自分たちが住む地域の課題を自分たちで

見つけて、聞き取りを行ったり、訪問したり、その解決をどうしたらいいか

というのを話し合うという手法があります。そういう手法も、体験を通じた

学びとして有効かと思って、今日は紹介させていただきました。 

市長：ありがとうございます。これ、一般向けなのかなと思ったら違うのです

ね。子供向けにメニューを社協が作っていたのですね。恥ずかしながら初め

て聞きました。 

和泉委員：例えば、つくばスタイル科で取り入れてみてもいいかなと思いまし

た。 

市長：これは、社会福祉協議会側で、ある程度メニューを作って、運営というか

そういうのも社協がリードしてくれるということですか。 

和泉委員：学校から来てもらっているそうです。ただ、なかなか広がらないと

いうか、まだ認知度が低いようです。 

市長：これは、2021 年３月に初めてできたということですよね。 

和泉委員：カリキュラム化させたのは最近でしたが、いつ作ったのかは分かり

ません。ただ、ここのボランティア運営委員会で話をした時も、社協のスタ

ッフにただ来てもらって、例えばアイマスクみたいなのをして、目が見えな

いのはどういうことかというのを体験しても、アイマスクを付けて終わりみ

たいな、あるいは歳を取るのは嫌だなという感想で終わりとか、そういうこ

とにもなりがちなので、社会福祉協議会の方でも、もう少しそこを学びとし

てつなげるにはどうしたらいいかということを考える必要はありますねとい

う議論をしました。 

市長：教育局はこれを知っていましたか。教育局が知らないのでは、活用され

ないですよね。それは社会福祉協議会が、作ったら持ってきてもらいたいで

すね。もしかしたら受け取っているのかもしれないですが。 

柳瀬委員：福祉体験とかについてはですね、ゆとり教育の時に随分試行錯誤し
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たのですね。その頃は、いろいろな体験をしてきましたけれど、どちらかと

いうとやはり、教科学習の方を繰り返していくので、こういう時間を取る学

校の余裕がない。福祉に携わっている者から言わせていただくと、これも先

ほどの体験学習と一緒で、福祉体験という別ものがあって、それを取り入れ

ていこうという発想がどうしても出てきてしまうのですね。先ほど体験のと

ころで、体験活動という特別なものではなくて教育活動の中で体験を大事に

しましょうという発想は、同じように福祉体験でも言えて、特別な福祉体験

をすることで福祉のことを学ぶのではなくて、日頃の活動とかいろいろな社

会活動とかですね、全てのことにおいて福祉的な支援は必要ですよねという

ような、一つの概念がある。両方とも必要なのですけれど、どちらかという

と、福祉体験の別な枠組みというのが逆に特化されてしまって、特別なもの

になってしまって、それが広く一般に関心を持たれるようになってしまった。

福祉の立場からしてもちょっとそれは反省しなくてはいけないことが、そこ

にあるカリキュラム、プログラムがなかなか進展しないから、アイマスクを

付けるとかで疑似体験をするというところで終わってしまって、それから先、

高齢者とか知的障害者、精神障害者をどう理解するかとか、何か一緒に活動

できない人をどう仲間に入れるかという普通に日常に起こることについての

関心をもっと高めないといけない。 

市長：おっしゃることはよく分かります。それと同時に、そうは言っても、ある

べき姿である教育の中で、もっと福祉を実際に体験するということの視座を

向けたりすることも含めて、なかなか今入口がないということがあるので、

その導入としてきっと和泉委員は出していただいたのだと思いますけれど

も、今柳瀬委員がおっしゃったようなことを、その理想の形をやるには何が

必要でしょうか。 

柳瀬委員：学校全体がもうちょっとケアの場所にならないといけない。先ほど

市長がおっしゃったように、居場所としてどういう場所が必要かと考えたと
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きに、必ず福祉的なものが入ってくるのですね。そういう関心の持ち方が必

要なのではないかと、特別なものではないのだよという。道徳教育にも同じ

ようなことが言えるのですね。この話って、もう普通に一般の方とか皆に起

こり得ることだよねというふうに恐らく最後は展開するはずなのだと思うの

ですね。 

市長：それは、学校の先生が授業中とかにもっとそういうことを考えてもらう

ような問いかけを投げていくみたいな話ですかね。 

柳瀬委員：そうですね。そういう問いに展開していければ、福祉の方ももっと

広がっていく。 

市長：難易度が高そうですね。 

柳瀬委員：ルールメイキングの場合も、やはりルールメイキングにうまく入れ

ない子がいるよねという話が出ると、そこに立ち会うことは、感度の問題な

のですね。そういう問いをもし子供たちに投げたとすると、子供たちが考え

始める。これはもう教育技術の問題になるから、現場の先生方の力に頼ると

ころが大きいと思うのですが。 

倉田委員：学校の方でも、20 年くらい前から職場体験学習ということで、子供

の興味関心に基づいて、職場を選択して体験させていくという活動があるわ

けです。その中で、体験したものを子供同士で共有して、思いとか考え方と

か、今後どうしたいということを話し合う中で、更にお互いの興味関心を拡

大していくとか、そういうことは今でも学校でやっているので、その辺りも

結びつけて福祉のことも考えさせていくことは、一つの手段だと思います。

全員が同時に共有するとなかなか難しいので、興味関心から子供たちが入っ

て、友達に伝えていくとか、共有していくとか、そういう広げ方も一つの方

法だと私は思います。 

教育長：つくばスタイル科のカリキュラムは、福祉とかキャリア教育とか、そ

ういうものを幼い学年から中学生にかけて、全体的な考え方を広げるような
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組み立てにはなっています。最終的には柳瀬委員がおっしゃったようなとこ

ろまで広げようという組立てにはなっています。 

柳瀬委員：福祉サービスの事業所側としても、ゆとり教育の頃はまだ、事業者

の方にも少し余裕があったのです。ですからボランティアを入れたり、中学

生が来たりということがあったのですが、段々とサービス事業に特化してい

くことで、受け入れづらくなってきているのですよね。やはり責任の問題と

か、障害者と直接触れ合う時に、実際、何か問題が起こるのですね。そうした

時のケアをどうしようかということで、受け入れにくくなっている。先ほど

の学校開放の話と同じようなところで、やはり施設を開放していかなくては

いけないということで、地域に開放しているけれど、以前よりは学校との関

係が少なくなっていますよね。 

市長：学校が福祉的な機能とか居場所的な機能であるというのは、おっしゃる

とおりで、前にもこういう話をした気もしますけれど、コロナウイルスが発

生した時に、学校にはいわゆる教育的機能と福祉機能があって、オンライン

で代替できるものとできないものがあるということで、いろいろな統計デー

タとかを見ると、教育的機能はまあまあ何とかなっているけれども、福祉的

機能に関してはオンラインでは全然賄うことができなくて、コロナウイルス

の影響を受けたのは学校の福祉的機能だということは、いろいろな人が指摘

をしていますよね。それはやはり不登校の急激な増加なども含めて、いろい

ろなものが示しているのだと思います。だから福祉的な要素がそういう意味

では学校の中に本来必要で、それを子供たちが当事者として学べたりすると、

それはもう体験活動ではなくて体験であり学びなのだと思います。オランダ

に行った時に、いじめとかがあった時も、それをとにかく子供たちとの対話

で解決をしていくということを聞いて、つくばのいろいろな事例を見ている

とそんなにシンプルにはいかないのではないかなと思うこともありますけれ

ど、そういうことで早期にコミュニティとして、実際にその場で起きている
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問題を子供たちが当事者として解決していくのだということを堂々と語る先

生たちの話を聞くと、そういうこともあるのだろうなとは思います。 

どういうふうにこの体験を考えるかというところで、先生たちに常に福祉

的視点を持って問いを投げかけるように、視座を広げていくような働きかけ

ばかりをできる訳ではないですけれども、本当は教科の中でもそういう活動

が実践されていることが本来の学びの形なのだろうという、その辺りの橋渡

し的に入口として使えるものなのか、それとも、いや我々はそれ以上のもの

を目指すのかというところですね。 

和泉委員：私はそうではないというか、以前も不登校の会議で言ったことがあ

るのですが、今の学校にはまさに柳瀬委員がおっしゃったケアの倫理が欠如

していると思います。他者理解とか、いい意味での相互依存性と、水平的関

係性がないのが問題ではないかと思っていて、そういうものはいろいろな入

口がありますし、問題なのは、実際の体験からそれを自分ごとにできるかど

うかだとボランティア運営委員会でも思いました。ですので、私個人の意見

としては、入口はたくさんあった方がよくて、とにかく体を使って五感で感

じてみると。そこで、絶対的に必要なのは、時間。あとは、先生自らがやって

みるということが大きいのかと思いました。先生自らがやってみて、自分ご

とにできないなと思った時に、じゃあどうやって生徒に伝えればいいかとい

うことを感じ取れるのではないかなと思いました。 

市長：昨日、ロータリークラブの会合がありまして、そこで教育長が 20 分くら

い話してくれたのですが、日本財団のデータを出してくれて、日本の子供た

ちは様々な数値が６か国で最下位ということでした。その中に、当事者意識

みたいなデータもあったと思います。 

教育長：「自分が社会を変えられる」とか、「自分が役立つ人間である」とか、

そういうところが日本の子供たちは特に低いのですよね。 

市長：そりゃそうですよね、そういう体験をしていないのですから。ですから
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逆に、まさに学校とかで起きていることを当事者として、自分ごと化して働

きかけたり、或いは地域に出て行ってもらうということができれば、絶望的

な数値が少しはいい方向にいくのではないかと思います。本当に暗い気持ち

になりますよね。やはり日本という国家の教育が間違っていたのだろうなと、

何かが間違えていたからこんなことになっているのだと思うのですよね。つ

くばが目指しているのは、そういうことを獲得していくということなので、

どういう在り方がいいかというのはちゃんと考えていきたいですし、自分ご

ととか当事者意識とか、他者への眼差しとか、そういうものが大きなキーワ

ードになってきますよね。それはコミュニティ・スクールの分野でも関係し

てくるのかなという気もしていますので、その話もしながら、少し時間をか

けて考えていければと思います。成島委員は、この件についていかがですか。 

成島委員：今の子供たちは特に、自分が損したくないとか、苦労したくないと

いう個人的な思いが先立つイメージがありますが、自分にとってメリットが

あるから動くとかではない体験をしていないからだというのが大きいと思い

ます。最初は嫌でも継続していくうちに何かが培われていくというのは、周

りから言われても自分で経験しない限りは説得力がないのですが、その最初

の挫折を無理に続けさせるというのも難しい話ではあります。他者から感謝

されるような活動をすると自分の自信になっていくのかなという気はしてい

ます。ボランティアにしても、誰かに「ありがとう」を言われると、もうちょ

っと頑張ってみようという原動力になると思うのですが、そういう活動がち

ょっと足りていないのかなと思います。コロナ禍で仕方ないのですけれど、

地域とつながって、地域の人が自分たちの活動に対して感謝しているとか、

そういうことがもう少し増えればいいなと思います。 

市長：そうですね、地域との関わりが多分この３年間で本当に全くできなかっ

たでしょうから、それはまさに今進めているコミュニティ・スクールの話と

も関係してくると思いますので、議論は尽きないところですけれども、一旦
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この資料１の７ページ目の「保護者・学校・地域・行政の対話と協働の推進」

に進みたいと思いますが、担当課から、力点とかポイントを少し共有してい

ただけますか。 

事務局：生涯学習推進課です。今進めているコミュニティ・スクールは、教育大

綱の理念でもあります「保護者・学校・地域・行政が協力し、社会全体でこど

もの育ちの場を支える」という実現に向けて、学園ごとに導入する計画で進

めております。子供たちの学びは大綱にも示されていますように、また、こ

の総合教育会議の中でもお話があったように、学校の中だけで完結するもの

ではないと考えています。学校は学校教育、保護者は家庭教育、地域は社会

との間での学びにおいて、それぞれが主体的な役割を持って補完し合うこと

により、強固な関係を構築できるものだと考えております。コミュニティ・

スクールの概念はまさにこの理念に合致しておりまして、子供たちの学びを

支えるという大前提はございますが、それを通して、地域一人一人の大人が

社会力を身につけて、やがては地域の活性化にもつながるといったところを

踏まえて進めています。コミュニティの中で、新たな関係性が構築されます

ので、ゆくゆくは地域の発展にもつながるものだと捉えています。 

市長：これまでやってきたことも、少しおさらいしてもらっていいですか。 

事務局：昨年度、まずは吾妻学園をモデル地域として、コミュニティ・スクール

協議会の前段であります「推進会議」を開催しました。コミュニティ・スクー

ルを法に基づく協議会として設置するまでには、３段階を踏んで、順次緩や

かに導入を進める計画でおります。昨年度は吾妻学園で推進会議を３回開催

しました。今年度は法に基づく「協議会」というものを設置しています。 

今年度は、新たに８学園が推進会議の対象になっています。さらに、来年

度は６学園が推進委員会を開催できるように準備を進めています。推進会議

においては、学園ごとに構成された委員で、学園でどのような子供たちを育

てていきたいかという理念を共有し合い、学園のグランドデザインに賛同・
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承認し、それらを学校長の示す計画の下で、地域や保護者が協力し合いなが

ら、一体となって子供たちの学びを支えていくといった活動を行ってきまし

た。 

市長：コミュニティ・スクールって分かるような分からないような話で、よく

三鷹市が先進事例と言われていますけれど、三鷹市の視察はオンラインで行

ったのですか。それとも、実際に行ったのですか。 

事務局：両方で行いました。 

市長：端的に言ってはいけないのかもしれないですけれど、端的に言うと、コ

ミュニティ・スクールが導入されて、効果が出るまでには時間がかかると思

うのですけれど、効果が出た時には何が起きているのですか。 

事務局：今までは、校長先生が学園のモデルを示して、評議員制度があったの

ですけれども、あくまでも意見を聞くといったところにとどまっていました。

今回、コミュニティ・スクールを導入すると、地域や保護者といった皆が当

事者意識を持って、より積極的に学校運営に関わることができるという違い

があります。より多くの視点や角度から子供たちに接する機会が増える、幅

が広がって深みが出る、ということになります。 

市長：実際、三鷹市の地域の人たちは、当事者意識を持って学校運営をしてい

るのですか。 

事務局：視察に行った時の所感になりますが、実際に、子供たちが新たな部活

を作りたいという意見があったそうです。その時に、指導者がいないという

話になり、通常であれば、今までは学校の先生が探すとか、学校の中だけで

終わってしまっていたと思うのですけれど、三鷹市では、地域で相談できる

人がいて、すぐに適任者が見つかり、部活動の発足ができたという話があり

ました。 

市長：今の話をいろいろと総合していくと、学校の権限について、今までは社

長である校長１人で決めていたけれども、取締役会ができて、そこに地域の
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人も入るし、保護者も入るし、人事権には及ばないけれども、いろいろな方

針であったり、意思決定をしていくことが、より責任も分担されるし、みん

なでやっていくことになるというような大体の認識でいいですか。 

事務局：責任はあくまでも学校長の責任にはなりますが、支援者がすごく広が

るということになります。 

市長：でも、運営協議会は意思決定の場には加わる訳ですよね。運営協議会は

どこまで決められるのですか。 

事務局：運営協議会は合議制の機関でありまして、四つの権限があります。ま

ず、校長が作成する学校運営の基本方針を承認するということ。 

市長：そこの決定権もあるということですよね。承認するという行為は、そこ

で皆がオーソライズするというプロセスがあるということですよね。 

事務局：はい。二つ目として、学校運営について教育委員会又はまたは校長に

意見を述べることができます。三つ目として、教職員の任用に関して教育委

員会へ意見を述べることができる。四つ目として、学校評価を行うというこ

とが主な役割です。 

市長：吾妻の様子はどうですか。 

事務局：すごく順調に進んでいます。今感じていることとして、やはり地域や

学校と進めて行く中で、この３年間、やはり学校との距離というか、学校は

今何に取り組んでいるのかということを知りたいというのが地域の方々の意

見として多いです。それは吾妻だけではなくて、今現在８学園進めている中

で、４つの学園で推進会議を終えたのですけれど、４学園とも、まずお互い

を知るような話し合いをするみたいなところが、今課題として出てきていま

す。その中で、教育課程というか、学校の活動の中でいかに地域の力を借り

たいとか、何が課題なのかというのを今、お互いに知っていくような段階で

す。 

市長：一昨日、大曽根で第一回のタウンミーティングを開催したら小野議員が
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来てくれて、皆さんとにかくサポートしたいからということを皆で言い合っ

ていて、頼もしくなりましたということを言っていました。学校側からこう

いう課題があってサポートしてくださいと言えば、サポートしたい人たちは

実は周りに結構いるのかなと思います。 

現在はそういう状況があるということですが、それを踏まえて、ここに書

かれている内容等について、自由に御意見をいただければと思います。 

課題として書かれているのが、「導入に対する学校現場の抵抗感、負担感」

という、結構ストレートな表現がされていると思いますけれど、最近の様子

はどうですか。 

事務局：学園ごとに事情は異なりまして、また学園によって小中学校の数など

も様々です。そのような中で、やはり校長先生の考えもそれぞれあります。

その中で、学校運営の責任者は校長だというところを踏まえますと、やはり

コミュニティ・スクールの全容が分からないので、異物が来るのか、味方が

来るのか、というところで、それは我々の広報不足なのだろうなというのも

ありますので、きちんと伝えていくのが我々の仕事かなと感じています。 

市長：学校に乗り込んで来られていろいろ振り回されるのではないかと不安を

持っている校長先生もいるということですかね。 

事務局：そうですね。校長の立場からすると、そのように感じてしまうところ

はあると思うので、そうではないということを説明していきたいと思います。

説明して徐々に全容が見えてくると、質問を多く頂いたり、やるのであれば

素敵なものにしたいという気持ちがすごく伝わってきますので、とても良い

変化があるように思います。 

市長：イメージが分からないと、新しいことは不安でしょうからね。そこをど

う共有するかが、まずはすごく大切なのでしょうね。 

和泉委員：先月の教育委員会の定例会の時に、私が文部科学省のコミュニティ

・スクールに関する部会に参加した時の報告をしたのですが、必要な事柄が
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五つほどあって、今おっしゃったような全職員の理解と、地域へどれだけ周

知させられるかということも大事ですし、あとは地域への愛着が大事という

ことでした。埼玉県の深谷市が先行事例として挙げられていたのですが、深

谷市はものすごく地元愛が強い地域らしく、自治会も組織として残っている

らしいので、そこで地域のいろいろな人が関係してやっていますということ

でした。今の話を聞いていて少し気になったのは、学校の応援団という位置

付けだけではないのではないでしょうか。入口は、例えば美化作業の手が足

りないから地域の人に手伝ってほしいという具体的な活動から入ることで、

当事者意識を持てると思うのですが、それだけではなくて、学校を核としな

がら、第三の居場所のような、まちづくりが最終的なゴールなのかなと思い

ますので、最初に立ち上げるときは自分たちの仲間意識みたいなものをいか

に醸成できるかというのが肝になるのかなと思います。その時に、ただただ

手となり足となりではなくて、自分たちで自分たちの街を作るようなことを

楽しくできたらいいと思います。また、つくば市は学園によって状況が様々

なので、それぞれでその楽しさの共有をしていけたらいいのではないかと思

います。 

市長：まちづくりの具体的なイメージはどのようなものですか。 

和泉委員：居場所ですよね、誰が居てもいいという。三鷹市の方に来てもらっ

た時の話の資料で、関わる人の構成員というのがあるのですが、社会福祉協

議会、商店会、大学研究機関、子供クラブ、親父の会、PTA、青少年対策委員

会、住民協議会、民生委員児童委員、自治会と各種ボランティアという例示

がされています。ですので、理想のイメージ図としては、街を作って、自分の

街だなという感覚を得られるのが、やはりゴールなのかなと思います。 

柳瀬委員：「民主主義は面倒くさいものだ」というのは吉野作造の言葉ですが、

コミュニティ・スクールも同じように「面倒くさいもの」だと思うのです。だ

けどそこをやらないと、やはり地域作りや学校作りにならない。応援団は確
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かにいいし、応援団みたいになるのだけれど、応援団を集めますという時に、

多様な地域の意見がなかなか汲み上げられないとすると、協議会委員の選考

に校長は慎重にならざるを得ないというのは分かるのですが、そこにもう少

し一般の市民が入るとなると、面倒くささは増える訳ですよね。裁判員制度

ではないですけれど、地域の人が突然選ばれて、協議会委員に入るとか、い

ろいろなことが考えられる訳ですよね。最初は慎重にスタートしたとしても、

コミュニティの多様な意見が学校に反映されるということを考えると、徐々

にそういう展開が必要なのかなと思います。実際にやることは、学校のいろ

いろな手伝いをするとか、地域のまちづくりをしたり、何かイベントを開こ

うとか、そういうことを学校と一緒にやっていくとなると、健全な運営にな

っていくと想像されるのですけれど、ただ地域の課題はいろいろな課題があ

りますから、例えば過疎化が進む地域ではお年寄りの見守りをどうしようと

いう話が地域から出てきたり。登校時にごみ拾いをする小学生がお年寄りに

声をかけて安否確認しているという事例が、一時話題になったりしましたけ

れど、地域によってはそういった子供たちを通して解決していける課題があ

るのかなと思います。 

PTA といった時の「A」は「アソシエーション」だった訳ですよね。今度は

「コミュニティ」ですよね。「アソシエーション」と「コミュニティ」の違い

ということで、地縁とか血縁とか、本人の意思とか意見は関係なく地域に住

んでいるというのが「地域コミュニティ」ですよね。「アソシエーション」と

いうのは、目的を持ってつながっていて、先生と保護者の協議会という形な

のですよね。この違いが保護者にはピンとこないのではないかと思うのです。

PTA とコミュニティ・スクールの関係というのが、どうしてもまだ引っかかっ

ていて、コミュニティ・スクールでも、PTA はコミュニティの中の一つなのだ

よという意識をどう作っていけばいいのかなと思います。「役員が行けばい

いや」で終わらないように。 
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事務局：確かに、柳瀬委員がおっしゃるように、PTA と PTCA の違いは、理解さ

れにくい部分もあります。PTA が無くても、PTCA があれば取って代われるの

ではないのかという意見もあります。ただ、PTA はコミュニティ・スクールの

一部であり、コミュニティ・スクールは PTA やおやじの会、青少年団体など

いろいろな方々の合議体ですので、PTA だけを抜粋してしまうと概念が混ざ

り合ってしまうという側面もあります。 

市長：PTA をどうするかという議論もありますよね。つくば市では解散したとこ

ろはまだないですよね。 

成島委員：つくば市でも、PTA が解散している事例もあります。実際、解散した

ことで学校や先生方か困っているのかどうかという実情までは分かりません

が。 

市長：そういう事例があれば、PTA が無くなって困るのか困らないのか実態が見

えてくると思うので、検証には値する気がしますね。 

成島委員：個人的な印象になるのですが、小学校の PTA は、先生がすごく保護

者に気を遣っている印象があります。幼稚園の PTA を経験した時は、保護者

主体で考えて、先生にこんなことできますかと相談したら、一緒に頑張りま

しょうという形で計画が進むことが多かったのですけれど、小学校は何か、

先生が保護者の御機嫌を伺いながら、という印象があります。それなら先生

たちだけでやった方がもしかしたら早いのではないのかなと思うところもあ

りまして、本当に必要なのかが分かりにくい。 

市長：保護者側にも、先生の仕事を増やすのは絶対駄目という感覚もあると思

いますし、ここではとても議論し切れないと思いますが、コミュニティ・ス

クールの中で PTA にどのような立ち位置に立ってもらうかというのは、大き

なテーマだと思います。 

柳瀬委員：PTA は会費と補助金で運営されていると思いますが、コミュニティ・

スクールが何かやりましょうとなった時に、市では予算があるのですか。 
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事務局：今年度から、金額として大きくはないですが、消耗品費と郵送料を予

算化しています。 

柳瀬委員：それは運営上の事務経費ということですよね。 

事務局：活動費としては、人件費に当たる会議に参加した時の報酬と、各学校

に活動費として１万円を予算化しています。 

柳瀬委員：協議会自体は話し合いをする場で、何か事業を起こすということは

想定していないということですね。 

市長：先ほどの和泉委員のお話で、地域作りみたいな話がありましたが、今つ

くばでは周辺市街地の８市街地で協議会を作って活動しているのですけれ

ど、それとのオーバーラップはかなりあるなという感じはしました。そこで

はまさに地域作りをやろうみたいなことで、例えば上郷とか大曽根では、子

供たちを巻き込んで、子供がデザインしたキャラクターを募集したところ、

63 件集まって、そこから選ばれたデザインを成島委員がデザイン化して、と

いうすごく素敵な計画で、「大曽ねこ」というキャラクターができました。協

議会があるところは活動のイメージがそこと重なるところもあるなと感じま

すけれどね。ただ、そうなってくると学校はより忙しくなりそうだなという

感じもしていて、地域作りを学校の先生たちもやるみたいな話になると、ど

うなっていくのだろうなと思うのですが、成島委員は実際に活動されていて

どうですか。 

成島委員：皆が言うのは、子供の笑顔が地域の活力だということで、そこは間

違いないと思います。正直、昔から住んでいる人たちには、何かよく分から

ないプライドがすごくあって、同じ学区内であっても地域それぞれで「あっ

ちは違う」という意識がある。若い保護者たちにはそういうのは全く分から

ないので、本来であれば、若い保護者が子供のために学区内で動けた方が、

変な仲違いがなくいけるのではないかと思うところもあります。 

教育長：コミュニティ・スクールは、まちづくりが先なのではなくて、どういう
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子供を育てようかというのが先にあって、そのためにはこんな活動をしよう

ということで、その活動したことがまちづくりにつながるという順序なのか

なと思います。ですから、協議会でこういう子供を育てようと話し合って、

そのためにはこういうことが必要なのではないかと皆が企画をして盛り上が

っていくようになれば、一番いいのではないかと思います。 

成島委員：そうですね、コミュニティ・スクールからの発信で何か提案があっ

て、その地域の協議会が手伝うという形の方が自然かもしれない。 

市長：倉田委員はどうですか。 

倉田委員：私が思うところは、やはり学校長の考え方とか学校の方針を広める

には、コミュニティ・スクールは一番いい方法だと思います。地域の学校と

いう意識が非常に高まるというか、今まではどちらかと言うと、地域と学校

が分離していて、なかなか連携が図れないのが現状です。学校の要望を地域

に働きかけて、地域がそれに協力するような体制の方が大きかったので、そ

うではなくて、地域からも学校を見てもらって、どのように地域の子供たち

を育てていこうかという考えを皆が持っていてくれることで、学校がさらに

いいものになると思います。各学園によって、目的は違うと思うのです。そ

の辺りは、皆で理解して、どういう子供たちを育てていくかというものを全

員で協議して、納得して進めていく。そのためにはお互いどのような協力で

もしようとか、そういう人間関係とか組織を作り上げていくことがこれから

は必要なのだと思います。 

市長：ありがとうございます。そろそろ時間になりますが、この資料自体の表

現についてはよろしいですかね。 

柳瀬委員：学校の方針とか校長先生にはいろいろな考え方があるのですね。私

は前々から少し気になっているのですけれど、学校に横断幕が張ってあって、

陸上競技大会の結果とかが書かれているのですが、最近すごく立派に大きく

なってきているような感じがするのですけれど、私がひねくれているのかも
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しれないですけれど、あれを見ると「俺は駄目だった」と感じる子供もいる

のではないのかなと思うのです。本来は学校にああいう横断幕をしなくても、

地域の中で伝達する手段があったりして、それで終わればいいと思うのです

けれど、地域に発信しようという気持ちが強いと、ああいう形の横断幕にな

るのかなと思うのですが。 

市長：いつからやるようになったのでしょうね。確かに昔はあまり見なかった

ですよね。 

柳瀬委員：昔から全国大会に行ったらのぼりとかはあったと思うのですけれど、

今は地域の大会でちょっと勝ったようなものも張ってあるのですよ。その辺

りは校長先生の間で話題になったりしませんか。 

教育長：特に話題にはなっていないですけれども、お互いの頑張りを認める雰

囲気の中でそういうものが行われているのならいいでしょうけれど、その人

だけが特別扱いされるような雰囲気が学校の中にあったら、それはまずいと

思うのですよね。今御意見を頂いたので、校長たちにも聞いてみようかなと

思います。 

柳瀬委員：大多数の子供たちは「駄目だった」という意識が強くなってしまう

のではないのかなと危惧しました。 

教育長：自分の学校でこんなすごい人がいるのだと誇りに思う人もいると思う

し、いろいろな感情があるのだとは思います。大事なことは、誰もが何かあ

れば認めてもらえるという、お互いがお互いを認め合っているという中での

ものでないといけないのだと思います。 

柳瀬委員：以前は体育会系ばかりでしたけれど、今はプレゼン大会とかも出て

いますので、そういう意味ではいいのかもしれない。 

成島委員：どんな形であれ、それはいいことなのだから広めていいのではない

かという気はしますけれどね。 

市長：それを見たときの受け止め方は確かにそれぞれかもしれませんけれど、
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少なくとも意図を持ってやっているかはすごく大事ですよね。どういう意図

で掲示をするのかを考えた上で、何らかの教育的効果があるということでや

るのであれば、いいと思う。 

柳瀬委員：そうですね。これも配慮の問題だと思います。 

倉田委員：つくば市に限った訳ではなくて、他市町村でもやっていますので、

或いは学校のアピールも少しあるのかなという感じはしますね。 

柳瀬委員：あまりエスカレートしない方がいいとは思います。 

市長：ありがとうございます。そういうことも議論の一つの材料だと思います。 

今日はコミュニティ・スクールの話をしましたが、実は今朝、栗原地区

にある郵便局が、今までは上野にあったのですけれど、２キロくらい離れて、

テクノパーク桜に近いところに移転しました。それは地域の人の利便性とか

郵便局の経営を考えれば、もちろん人が多いところに行くということが必要

だったので、全体として見れば喜ばしいのだと思いますけれど、局長が挨拶

で話していたのは、経営のために、郵便局として残っていくために移転を決

断したが、地域の方々に一軒一軒挨拶に歩いたら、何しろ昭和 11 年からその

場所にあったということで、「農協も何もかも、遂に郵便局まで行ってしま

うのか」と言われるのが本当に辛かったという話をしていました。だからこ

そ、郵便局としても地域にできることを改めて考えていきたいという話をさ

れていていました。やはり地域は何らかの地域の核となるコミュニティの拠

点を求めていて、そうすると私の中では、やはり小学校しか残るものはない

のだろうなという感覚があって、子供たちがただ勉強するだけの学校ではな

くて、地域コミュニティの拠点としての学校ということを、好む好まざるに

かかわらず、それが時代の流れで統廃合してしまったところは難しいという

か、例えば秀峰筑波義務教育学校であの地域コミュニティを全て見られるか

というと不可能な話だと思いますけれども、そういう意味で小学校はまちづ

くりとかなり密接に、これからは今まで以上の役割を持ってくるのだと思い
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ます。そういう意味では、必要な投資を教育予算としてだけではなく、行政

としての投資も学校にしていくことが、結果として地域を持続可能なものに

するのだろうなと思いました。こういうことも引き続き考えながら議論をし

ていければと思います。 

次回は、冒頭にお話した通り、子供たちの放課後の居場所を作るという、

ストレートなテーマでディスカッションできると思いますので、よろしくお

願いします。 

事務局：以上をもちまして、本日の会議は終了となります。ありがとうござい

ました。 

 

 

以上 
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【教育大綱の実現に向けた取組状況と今後について】 
 
１ 「教えから学びへ」について 
(1) 令和２～３年度の取組 

   ・新型コロナウイルス感染症拡大による休校等が相次いだが、１人１台端末を効果的

に活用し学びの継続と学びの保障を図るとともに、教材の工夫や学習計画表の活用

により端末を使った主体的な学び（自ら解決方法を考え、課題解決に向かう学習）

が展開できるように促した。 
   ・学校訪問時に教育大綱の方針及び内容の周知を図り、市内教員の教育大綱に対する

理解の浸透を図った。 
   ・外部講師(ISAK)研修を行い、各校における学校経営力の向上を図り、組織マネジメ

ントによる学びへの転換を図った。 
   ・研修成果を生かして「学校マネジメントスタイル」を作成し、各校における学校経

営の指針とした。 
   ・学びのスタイル改革が進んでいる好事例から「教えから学びへスタイル」を作成

し、若手教員を中心に学びへの変革のヒントとして活用した。 
   ・学校マネジメントスタイル、教えから学びへスタイルを活用することで、学校全体

として教えから学びへの変革が着実に進んだ。 
 

(2) 令和４年度のこれまでの取組 

  ① 学校の取組 
    ・普段の授業において、主体的な学びを意識して展開している教員が多くなってい

る。 
    ・つくばスタイル科においては、従来からＰＢＬ（プロジェクト・ベースド・ラー

ニング）が推進されており、単元の大きなテーマに基づいて子どもたちが自ら問

いを立て、自ら解決方法を考え試行錯誤しながら解決するような、主体的な学び

が展開されているが、各校において単元構成等の工夫により一層の充実を図っ

た。     
 ② 学び推進課の取組 

    ・学校訪問の際に、教えから学びへの転換を学校の教職員と一緒に協議している。 
    ・教えから学びへ推進月間を設定し、学びへの転換の加速を促している。 
    ・つくばスタイル科の学習展開については、市内教員で構成するワーキングチーム

とともに様々な単元プランを考えながら一層の充実を促している。 
 ③ 外部連携 

    ・教えから学びへアンケートに関して、実施時期や質問項目など、学び推進課と

HatchEdu（旧 ISAK）が協議を重ねながら作成、実施している。 
    ・アンケート結果の分析に関して、HatchEdu からの助言をもらいながら行い、各

校にフィードバックしている。 
 
(3) 成果と課題 

  ① 成果 
    ・教えから学びへ推進月間の取組は、児童生徒の変容を見ても効果があり、継続し

て取り組んでいきたい。 
    ・学校訪問の際に、学校の先生方と教えから学びへについて協議することで、先生

方の意識を向上させることができたとともに、様々なアイディアを発掘すること

ができた。 
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② 課題 
  ・若手教員を中心に、主体的な学びにつながっている教師の学習支援像や主体的に

学んでいる児童生徒像を、まだ十分にはイメージできていない教員がいる。 
・学校の研修推進体制に関して、学び推進課の関りがもう少し必要と思われる学校

が見られる。 
 
(4) 令和４年度の今後の取組予定 

  ① 学校の取組 
    ・教えから学びへをベースに各校の課題を解決するプロジェクト「学校伴走プロジ

ェクト」をモデル校（３校）でスタートする。 
・教えから学びへを意識したモデル授業を公開し、市内教員で共有して、全ての教

員の授業力の向上を図る。 
・教えから学びへを意識した授業を動画撮影し、市内の教員で共有化することで、

特に、若手教員の授業づくりのヒントとする。 
  ② 学び推進課の取組 
    ・学校伴走プロジェクトに向けて、学校と協議しながら学校個別の課題に応じた企

画や運営方法等を考案する。 
    ・学校伴走については、学校の主体性を重視し、共有した目標に向けて学校と共に

考え共に悩み、一緒になってプロジェクトを進める。学び推進課として、学校の

思いに寄り添いながら適切な距離感で学校と共に研究を進める支え手になること

を目指す。 
    ・モデル授業動画を編集し、動画の中にその授業の良さを説明するコメントを入れ

込むことでより効果が高い動画を作成する。 
  ③ 外部連携 
    ・定期的に学び推進課と伴走する HatchEdu との打ち合わせを行い、学校伴走プロ

ジェクトの方法等に関して協議しながら進める。 
    ・学び推進課の指導主事と HatchEdu が、学校伴走プロジェクトモデル校に訪問

し、学校の実態からより良い伴走方法を見い出し、今後の学校支援のスキルを高

める。 
 
(5) アンケート結果からの分析（資料２参照） 

   ・令和３年度において、推進月間の後では主体的に学んでいる児童生徒の割合は増加

しており、推進月間実施の効果が表れている。 
   ・推進月間前の児童生徒の教えから学びへの意識に関する数値について、令和３年度と

令和４年度を比較すると、令和４年度の方が高く、昨年度から取り組んでいる教えか

ら学びへの転換が少しずつ進んでいる。 
・令和４年度の推進月間後のアンケートについて、集計が終了していないため、令和

４年度の推進月間の効果については、現時点では明らかではない。 

     

(6) 令和５年度の取組 

① 学校の取組 
  ・「学び」の基盤は体験であるという認識を持ち、教育活動の様々な場面におい

て、体験活動を大切にする適切に取り入れるような取組を工夫する。 
  ・学校の実情に応じて、家庭学習の在り方について学び推進課と共に研究し、一体

となった授業と家庭学習の学びの姿を研究する。 
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  ・全ての学校において校内研修等を充実させ、引き続き、教えから学びへの転換を

図る。 
  ・モデル校で学校伴走プロジェクトを進め、それぞれの学校の課題解決に向けた実

践を行い、その経過や成果を全学校に共有する。 
  ・主体的な学びの実現のため「振り返り」の重要性を再認識し、各学校において学

習活動における振り返りから新たな問いを立てるをさらに充実させる。また、児

童生徒だけでなく教職員に関しても教えから学びへの取り組みに関しての振り返

りを行い、問い続けること学びの改善を目指す。 
② 学び推進課の取組 

    ・「体験を通して学ぶ」ような学びを、学校訪問の際に学校職員と協議、研究した

り、指導案作成の際に助言したりする。 
    ・家庭学習においても内発的学習意欲を生かして学校の学びと家庭の学びの一体化

に向けて、家庭学習の在り方を課としても研究し、学校現場に提案する。 
・「教えから学びへ」から１歩進み、単元構成を意識した学び（単元全体を通した

主体的な問題解決型学習）を推進するために、学校訪問を活用した研究協議や助

言を充実させる。 
・学校伴走プロジェクトモデル校の実践を共有化する場を設定し、市内学校全体の

レベルアップを図る。 
③ 外部連携 

・学校伴走プロジェクトに関し、HatchEdu との連携を強化する。 
・教えから学びへアンケートの分析について、HatchEdu と共同で行う。 

 
２ 「管理から自己決定へ」について 
(1) 令和２～３年度の取組 

   ・各校において、学級会活動を活性化するなど、自治的活動の充実を図ってきた。 
   ・学級会のテーマを、普段の生活の中から自分達で見い出すなど、主体性を育む取組

の充実を図った。 
   ・係活動の充実を目指すことで、児童生徒自ら考え判断できる場を意図的に設定しな

がら自己決定できる環境整備に取り組んだ。 
   ・協働的な自己決定のために、話し合いや合意形成のスキルの育成を、学級活動や教

科学習の中で図った。 
   ・教科学習においても自己選択や自己決定の場をつくり、学校教育全体で管理から自

己決定を推進した。 
 
(2) 令和４年度のこれまでの取組 

  ① 学校の取組 
    ・学校教育全体において、自ら考え自ら判断できる状況を意図的に設定し、自己決

定することの体験を多く作り出している。 
    ・市内全校においてルールメイキングプロジェクトを実践し、端末の使い方ルール

をはじめ、学校の決まり事や約束事を自分達で考える活動を一斉に実施し、その

経過や成果を共有し、実践力を高められるようにした。 
  ② 学び推進課の取組 
    ・学校訪問を通して管理から自己決定の推進について伝達し、実践方法等について

学校と共有を図った。 
    ・ルールメイキングプロジェクトについては、NPO 法人カタリバと連携し、推進

に向けて学校を支援した。 
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  ③ 外部連携 
    ・カタリバに研修講師を依頼し、校長会のワーキングチームが中心となって、市内

全校に対してルールメイキングの実践に関する共通理解を図った。 
 
    ・児童生徒のルールメイキング場面において、直接児童生徒がカタリバから助言を

受ける機会を作り、自己決定の実践を推進した。 
 
(3) 成果と課題 

  ① 成果 
    ・各校において、自己決定場面を意図的に設定したことは、自分で考え自分で行動

できる児童生徒の育成に効果があったと考える。 
    ・ルールメイキングプロジェクトを市内全校一斉に実施したことで、自己決定場面

の重要性に向けた強いメッセージになったと考える。 
  ② 課題 
    ・各校で自己決定に向けた取組に差が見られる。学校間の差をなくし、全ての児童

生徒に自己決定できる力を育てていきたい。 
    ・管理から自己決定をより深めるためには、多様な主体が関わる、様々な視点を入

れるなど、さらに工夫が必要と考える。学校と学び推進課が、進め方や工夫につ

いて一緒に考え、学校の自己決定に向けた取組を向上させていきたい。 
 
(4) 令和４年度の今後の取組予定 

  ① 学校の取組 
    ・令和４年度前半のルールメイキングは、プレゼンテーションコンテスト発表で一

区切りとしたが、引き続き各校の状況に応じて自己決定場面を設定している。 
    ・令和４年度前半のノウハウを生かし、各校がルールメイキングの取組を自校化し

ながら工夫して実践を継続していく。 
  ② 学び推進課の取組 
    ・各校の取組から好事例を探し、その取組を市内全校で共有できるような場面の企

画を計画している。 
    ・校長会ワーキングチームと連携し、今年度の取組の振り返りを行い、校長会をと

おしてのフィードバックを計画している。 
  ③ 外部連携 
    ・カタリバ、三菱総研と連携し、児童生徒の話し合いスキルを向上させるため、対

話活動プロジェクトをモデル校１校で実践している。 
    ・対話活動プロジェクトのまとめを行うことで、モデル校以外の学校にそのノウハ

ウを広める計画をしている。 
 
(5) アンケート結果からの分析（資料２参照） 

   ・自分で考える、自分で実践する、という意識をもつ児童生徒が増えてきた。自己決

定場面の意図的設定の効果が上がってきていると考える。 
   ・自分の考えを深めたり広げたりすることができると感じている児童生徒が増え、主

体的に考えることができる児童が増えてきている。 
 
(6) 令和５年度の取組 

  ① 学校の取組 
    ・令和４年度の各校の取組の課題から、児童生徒が自ら判断できる場について考
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え、引き続き自己決定できる力の育成を目指す。 
    ・生徒指導提要の改訂内容も視野に入れながら、各校が校則、決まり事、約束事の

見直し、改善を児童生徒の力で実践する。 
    ・モデル校でカタリバの伴走を受けながら、ぞれぞれの学校の課題を子ども達が自

分達で考え自分達で解決する取組をより一層充実させる。 
    ・管理から自己決定の取組を進めるにあたっては、児童生徒、保護者、教職員とも

当事者意識を持ち、様々な場面で主体的に考える力の育成を目指す。 
    ・すべての学年が一律に取り組むのではなく発達段階に応じて取り組むテーマや方

法を工夫しながら自己決定できる力を育成する。 
  ② 学び推進課の取組 
    ・学校訪問で、管理から自己決定に関する取組の充実を求めるとともに、具体的方

法等を学校の教職員と一緒に考え、伴走しながら推進する。 
    ・特別活動だけでなく、学習場面においても自己決定できるような意識を持つこと

を学校に伝え、主体的な学びの展開と合わせて自己決定する場の充実を推進す

る。 
    ・モデル校での取組をカタリバとともに伴走し、取組状況を詳細に把握するととも

に、取組を市内全校に発信、共有し、市内学校全体のレベルアップを図る。 
  ③ 外部連携 
    ・カタリバに伴走的に支援してもらうために、ルールメイキングプロジェクトのモ

デル校を設定し、１年をとおして、必要に応じて様々な場面で助言を受け、管理

から自己決定のブラッシュアップを図る。 
    ・ルールメイキングプロジェクトのモデル校の取組を年度末に市内全校で共有する

ことで、各校の自己決定に向けた取組の参考にさせるとともに、その取組に対す

る推進意欲を刺激する。 
 
３ 「認知能力偏重から非認知能力の再認識へ」について 
(1) 令和２～３年度の取組 

   ・各校において、道徳や学級活動、体験活動を基盤に非認知能力の育成を図った。 
 ・学校訪問の際に、非認知能力の再認識及び重要性について周知し、市内全教員への

浸透を図った。 
   ・新型コロナウイルス感染症拡大当初は学校行事の中止を余儀なくされたが、様々な

工夫により行事を実施することで非認知能力の育成を図った。 
   ・リアルな体験が難しい場合でも、デジタルやオンラインを活用しながら、児童生徒

の感性を育むような取組を、各校が工夫して実践した。 
   ・児童生徒には、児童生徒同士や教員とだけでなく、スクールカウンセラーやスクー

ルソーシャルワーカー、その他学校職員との人間関係を構築する活動を充実させ、

協調性や思いやりの育成を図った。 
   ・幼児教育施設との引継ぎ会や情報交換会を活用し、遊びや生活科を通した非認知能

力の育成の重要性に関して共有し、各校、各園等それぞれが非認知能力の育成に取

り組んだ。 
 
(2) 令和４年度のこれまでの取組 

  ① 学校の取組 
    ・各教員が非認知能力の育成を意識して児童生徒の学校生活を支援し、体験活動を

中心に学校生活全体を通して非認知能力の育成の取り組んでいる。 
    ・非認知能力の育成の土台となる信頼感や協調性を育むために、教育相談を重視し
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ながら、温かい学級づくりを目指すとともに、読書活動や縦割り班活動等にも力

を入れている。 
  ② 学び推進課の取組 
    ・学校訪問をとおし、非認知能力の再認識を伝えるとともに、学校との研究協議の

中で、非認知能力の効果的な育み方などを、学校とともに考えている。 
    ・幼稚園教諭の研修会において、非認知能力の幼児期における育成の重要性を伝

え、幼児教育と小学校教育の連携した取組について助言している。 
(3) 成果と課題 

  ① 成果 
    ・学校訪問の際に非認知能力育成の重要性について繰り返し助言したことで、教職

員の非認知能力育成に関する意識はだいぶ向上している。 
    ・全国学力学習状況調査児童生徒質問紙の結果から、協力性に関しては小中学生と

も高い数値を示し、自尊感情や挑戦心も上昇のきざしがあり、普段の学校生活で

の取組の成果が見られる。 
  ② 課題 
    ・成果や能力そのものが数値として見えにくいところがあり、認識の仕方や指導に

ついて共通理解を図るのが難しいところである。 
    ・新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、体験活動などが不十分であった。

数字的な結果はわからないが、体験不足は非認知能力の育成に影響があったと推

測される。 
    ・非認知能力は遊びを含めた学校生活全体で育んでいくものと考えられ、学習、学

級活動、行事、休み時間なども含めたバランスをとった教育課程編成等が重要で

あるが、このバランスの意識を高めていく必要がある。 
 
(4) 令和４年度の今後の取組予定 

  ① 学校の取組 
    ・各校において、保幼小接続カリキュラムに関する改善や見直しを行い、カリキュ

ラムにおける非認知能力の位置付け等を検討する。 
    ・各校において、今年度の非認知能力の育成に関する振り返りを実施し、次年度に

向けた実践モデル等の検討を行う。 
  ② 学び推進課の取組 

・「幼保小の架け橋プログラム」の策定を見据えて、プログラムにおける非認知能

力の位置付け等の検討に入る。 
・幼稚園研究発表会から得られた非認知能力育成に関する知見を課内で整理し、小

学校へ共有して活用することで、非認知能力の再認識を促進する。 
 

(5) アンケート結果からの分析（資料２参照） 

   ・新型コロナウイルス感染症拡大によって体験活動等が制限されていたにも関わら

ず、非認知能力に関する数値が維持できていることは、各校での取組の成果と考え

る。 
   ・数字的には大きな差は見られないが、粘り強さ、挑戦心、協力性に関して、多少で

はあるが令和３年度の取組の効果が出ていると考える。 
 

(6) 令和５年度の取組 

  ① 学校の取組 
    ・新型コロナウイルス感染症拡大防止に留意しながら、できるだけ体験活動を実施



                                  資料１  

7 
 

し、その中で非認知能力の育成を推進する。 
    ・芸術鑑賞教室を復活させ、芸術から得られる感性を磨くなど、貴重な体験場面を

生かして非認知能力の育成を図る。 
  ② 学び推進課の取組 
    ・学校訪問をとおして、非認知能力を育成する新たな場面づくりや指導の在り方な

どについて助言することで、認知能力偏重から非認知能力の再認識への転換を促

進する。 
    ・幼稚園や保育所と小学校及び義務教育学校との連携の橋渡しを積極的に行い、保

幼小接続カリキュラムの見直し等に関して、積極的に関わる。 
 
４ 保護者・学校・地域・行政の対話と協働の推進 

コミュニティスクールの導入により、今後、地域の多くの人が学校づくりに参画し、地

域と学校が一体となり、つくば市教育大綱の理念「保護者・学校・地域・行政が協力し、

社会全体でこどもの育ちの場を支える」の実現へ向けて計画が進むものと考え、一つの大

きな柱として取り組んでいる。 
(1) コミュニティ・スクールの概要 

コミュニティ・スクールとは、学校運営協議会制度を導入している学校を指し、その 
 学校運営協議会を通して学校と保護者や地域が共に知恵を出し合い、学校運営に意見を 

反映することで、一緒に協働しながら子供たちの豊かな成長や学びを支える「地域とと

もにある学校づくり」を進めるための法律に基づいた仕組みである。 
(2) コミュニティ・スクール導入による効果 

この仕組みの導入により、子供たちの健全育成を確保するとともに、そこに関わる大 
  人の学びの充実、地域全体がその環境において一人ひとりの「善き生の実現能力」と、 

人と人がつながり「社会力」を育てることにつながる。さらに「地域の教育力」が向上 
し、地域の絆を深め、地域の「未来の担い手を育てていくこと」にもつながり、「学校 
と地域の活性化を図ること」が期待できる。 

 
(3) コミュニティ・スクール導入計画の実施状況と成果 

① 実施状況 
ア 令和２年度 
・導入計画の位置づけ 

つくば市コミュニティ・スクールは、つくば市教育大綱の理念を基に、第 3 次

つくば市教育振興基本計画、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（平成

29 年改正により学校運営協議会の設置努力義務化）、新学習指導要領（前文に

「社会に開かれた教育課程」の実現や「地域とともにある学校」への転換を目指

しと明示した）等に基づいて計画した。 
    ・ロードマップの作成 

  イ 令和３年度 
    ・学校と地域が協働して行う活動及びコミュニティ・スクールに関する意識調査の

実施（学校と学校に関わる保護者及び地域住民等対象） 
    ・上記意識調査を基に、ヒアリングを実施 
    ・校長会にて、つくば市におけるコミュニティ・スクール導入計画を説明 
    ・教育長及び教育局関係部署（教育局長、両次長、教育総務課、学び推進課、生涯

学習推進課）でコミュニティ・スクール研修会を実施 
     文部科学省ＣＳマイスター（コミュニティ・スクール推進委員）鈴木 廣志 氏

を講師として招き、教育局内でコミュニティ・スクールの研修を実施した。 
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    ・先進地視察及び情報交換会の実施 
     情報交換会については、水戸市、栃木県栃木市に現地に出向き、また山口県教育

委員会とはオンラインで行った。先進地視察については、つくば市が目指す学園

単位でのコミュニティ・スクールを実施している東京都三鷹市へ赴いた。 
    ・市内教職員を対象に、コミュニティ・スクール研修会（オンライン）を実施 
     教育局内の研修会に引き続き、文部科学省ＣＳマイスターの鈴木 廣志 氏に講

師を依頼した。また、当日の研修会の様子を録画し、後日オンデマンド配信し、

各校で研修会資料として活用していただいた。 
・モデル校の吾妻学園との打合せ及びＰＴＡや学校評議員等への説明会を実施 
・コミュニティ・スクール説明動画を作成（モデル校の保護者等へ先行的に周知） 

ウ 令和４年度 
・コミュニティ・スクール説明動画を市内各校の教職員及び保護者等へ周知依頼 
・吾妻学園（モデル校）にて、コミュニティ・スクールを先行的に導入 

   ※コミュニティ・スクール推進会議（準備委員会）を年３回計画 
・校長会でコミュニティ・スクールプロジェクトチーム（校長会、教頭会、教務主

任会から３名ずつ選出）を立ち上げ、教育局と連携協力を図った。 
・５月校長会にて、コミュニティ・スクールについての研修会を実施 
・６月コミュニティ・スクールプロジェクトチームメンバーで、コミュニティ・ス

クールを導入している牛久市から、施設分離型の義務教育学校においてコミュニ

ティ・スクールを推進している管理職を講師として招き、オンラインで研修会を

実施 
・説明会の実施 １回目：8/25（教職員、保護者、地域住民等を対象）  

２回目：2/21（教職員対象）に実施予定 
・９月 令和４年度導入準備対象の８学園へのヒアリングの実施 
・10 月 学園ごとに、コミュニティ・スクール導入準備のための打合せを実施 

      ・研修会等の実施（学校、保護者、地域住民等を対象） 
➣先進地東京都三鷹市オンライン視察を実施 

      ➣学園、学校ごとに、実情等に合わせて研修会や説明会の実施 
➣コミュニティ・スクール研修会を実施（モデル校の実践発表、ワークショップ） 

      ・各研修会や説明会、モデル校の取組等を動画作成した。 
   ② 成果 

教育局担当課による伴走支援として、ロードマップや導入マニュアル、先進地の事 
例等の資料作成や、各学園・学校や地域の実態等に応じて、コミュニティ・スクール 
についての説明会や研修会等を実施した。また、令和４年度コミュニティ・スクール 
導入準備対象の８学園に向けた、合同説明会（新型コロナウイルス感染症の感染状況 
を考慮し、各校から代表者３名程度【各校管理職及び CS 担当教員２名、保護者また

は地域住民等１名（義務教育学校は２名）】を対象。）を実施した。その結果、コミュ

ニティ・スクールを正しく理解する機会を提供したり、学校と地域で情報交換や共有

をする場を設定したりすることができた。 
そのつくば市における導入計画の取組が、文部科学省ＣＳマイスターの鈴木廣志 

    氏より「つくば市におけるコミュニティ・スクール導入計画は好事例だ」と評価し

ていただき「月刊・教職研修 2022 年７月号」にて紹介された（自治体名は載って

いないが、鈴木氏より担当者へ連絡あり。）。 
 

(4) 導入計画を通しての課題 

① 導入に対する学校現場の抵抗感、負担感 
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令和２年度から、つくば市においてコミュニティ・スクール導入について周知した 
当初、学校現場へのヒアリング等を通して、新しいことへ取り組むことの抵抗感や負 
担感を感じている場面があった。 

  ② 先進地への視察や情報交換及びモデル校の実践を通して 
先進地への視察や情報交換では、コミュニティ・スクールの導入促進上の課題の多 

くは、コミュニティ・スクールの趣旨や目的、必要性や有用性などについての理解不 
足な点に起因すると話していた。先進地の三鷹市（学園でのコミュニティ・スクール

を導入して 15 年）では、毎年、コミュニティ・スクール委員会（三鷹市での学校運

営協議会の名称）の委員に対して、コミュニティ・スクールの趣旨や目的を説明する

時間を設けている。また、モデル校の吾妻学園でも、コミュニティ・スクール推進会

議委員へコミュニティ・スクールに関して情報交換を行ってほしいと担当課へ連絡が

入り、会議とは別に打合せの時間を設けた。これらのことから、今後の導入計画にお

いても、コミュニティ・スクールに関わる全ての関係者（学校、 保護者、地域等）

が、相互の信頼関係の中でコミュニティ・スクールを正しく理解することが重要にな

ると捉えている。 
※既にコミュニティ・スクールを導入している自治体では、導入当初はすぐに効果

が出ない、また一時的に事務等の負担が増える面もあるが、中・長期的な視点で

見ると、学校・保護者・地域・行政の「連携・協働」の体制が緩やかに構築さ

れ、子供たちの学びの充実、学校を核とした地域コミュニティの活性化等が図ら

れていると報告があった。 
 

(5) 今後の取組 

これまで、コミュニティ・スクールに関わる関係者（学校・保護者・地域・行政等） 
へ、課題としてあげた学校現場の抵抗感、負担感を和らげるため、またコミュニティ・

スクールの理解を深めるために、研修会や説明会、モデル校の実践発表、ワークショッ

プ等を実施した。その研修等を通して、学校現場の意見に変容がみられた。研修後のア

ンケートでは、「本学園でどのように進めていくか不安な面、迷っていたことが吾妻学

園の発表により、道筋が見えた。」「ワークショップを通して他校の取組や悩みを共有で

きたことは大変参考になった。」「コミュニティ・スクール導入＝新しいことを始めるイ

メージが強く、やや負担感がありましたが、本日の研修会で新しいことではなく既存の

人・モノ・コトを整理していくことがスタートだと分かった。負担が増えるという気持

ちが解消された。」などの記述があった。 
今後も、コミュニティ・スクールの趣旨や目的等を理解し、導入計画を推進していけ 

るよう、研修会や説明会等の実施や、周知、広報活動等を継続して実施する。そして、

つくば市教育大綱の実現、より良い学校づくり、まちづくりを目指し、このコミュニテ

ィ・スクール導入計画を推進していく。 
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「教えから学びへアンケート（市独自）」結果   ※４件法、４．００が満点、調査人数分の平均点を表示 
 
（１）令和３年度調査（取組初年度のため、アンケート分析可能人数が少ない） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）令和４年度調査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 質    問 Ｒ3 推進月間前 
（Ｒ3．7 月実施 1,801 人） 

Ｒ３推進月間後 
（Ｒ３．１２月実施 1,782 人） 

１ 「知りたい」や「できるようになりたい」とい
う気持ちで授業に参加している。 

３．１３ ３．２３ 

２ 授業中に「なぜ？」「どうして？」という疑問を
持っている。 

２．８１ ２．９７ 

３ 問題や課題を自分の力で解決しようとしてい
る。 

３．０９ ３．２２ 

４ 自分の考えを友達やクラス全体に伝えてみてい
る。 

２．７０ ２・８８ 

５ 周りの友達の考えもよく聞きながら、より良い
答えを考えている。 

３．１６ ３．２６ 

 質    問 Ｒ4 推進月間前 
（Ｒ4.7 月実施 19,687 人） 

Ｒ４推進月間後 
（Ｒ4.12 月実施 21,178 人） 

１ 「知りたい」や「できるようになりたい」とい
う気持ちで授業に参加している。 

３．２７ ３．２８ 

２ 授業中に「なぜ？」「どうして？」という疑問を
持っている。 

２．９１ ２．９４ 

３ 問題や課題を自分の力で解決しようとしてい
る。 
 

３．２６ ３．２９ 

４ 自分の考えを友達やクラス全体に伝えてみてい
る。 
 

２．６７ ２．７１ 

５ 周りの友達の考えもよく聞きながら、より良い
答えを考えている。 

３．３４ ３．３４ 

資料２ 
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「全国学力学習状況調査児童生徒質問紙」結果   ※４件法、４．００が満点、調査人数分の平均点を表示 
 

 
 
 

  
 
 

質    問 

【６年生】 
 
2,468 人 
 
Ｒ３．４月実施  
 

【６年生】 
 
2,244 人 
 
Ｒ４．４月実施 
 

【９年生】 
 
1,912 人 
 
Ｒ３．４月実施  
 

【９年生】 
 
2,000 人 
 
Ｒ４．４月実施 
 

１ 自分でやると決めたことはやり遂
げるようにしている。 
 

 
３．１７ 

 

 
３．２０ 

 

 
３．１１ 

 
３．１3 

２ 難しいことでも、失敗を恐れない
で挑戦している。 
 

 
２．８７ 

 
２．９１ 

 
２．７２ 

 
２．７６ 

３ 友達と協力するのは楽しいと思
う。 
 
 

 
３．６２ 

 
３．６２ 

 
３．５１ 

 
３．５４ 

４ 学級活動における学級での話し合
いを生かして、今、自分が努力す
べきことを決めて取り組んでい
る。 
 

 
３．０１ 

 
３．０２ 

 
２．８１ 

 
２．８６ 

５ 学級の友達との間で話し合う活動
を通じて、自分の考えを深めた
り、広げたりすることができてい
る。 
 
※この問いのみ５件法。 
５．００が満点 

 

 
４．０７ 

 
４．０８ 

 
４．０４ 

 
４．０８ 



職 名 氏 名

市 長 五 十 嵐 立 青

教 育 長 森 田 充

教 育 委 員 会 委 員 柳 瀬 敬

教 育 委 員 会 委 員 倉 田 廣 之

教 育 委 員 会 委 員 和 泉 な お こ

教 育 委 員 会 委 員 成 島 美 穂

つくば市総合教育会議　構成員名簿
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【教育大綱の実現に向けた取組状況と今後について】 
 
１ 「教えから学びへ」について 
(1) 令和２～３年度の取組 

   ・新型コロナウイルス感染症拡大による休校等が相次いだが、１人１台端末を効果的

に活用し学びの継続と学びの保障を図るとともに、教材の工夫や学習計画表の活用

により端末を使った主体的な学び（自ら解決方法を考え、課題解決に向かう学習）

が展開できるように促した。 
   ・学校訪問時に教育大綱の方針及び内容の周知を図り、市内教員の教育大綱に対する

理解の浸透を図った。 
   ・外部講師(ISAK)研修を行い、各校における学校経営力の向上を図り、組織マネジメ

ントによる学びへの転換を図った。 
   ・研修成果を生かして「学校マネジメントスタイル」を作成し、各校における学校経

営の指針とした。 
   ・学びのスタイル改革が進んでいる好事例から「教えから学びへスタイル」を作成

し、若手教員を中心に学びへの変革のヒントとして活用した。 
   ・学校マネジメントスタイル、教えから学びへスタイルを活用することで、学校全体

として教えから学びへの変革が着実に進んだ。 
 

(2) 令和４年度のこれまでの取組 

  ① 学校の取組 
    ・普段の授業において、主体的な学びを意識して展開している教員が多くなってい

る。 
    ・つくばスタイル科においては、従来からＰＢＬ（プロジェクト・ベースド・ラー

ニング）が推進されており、単元の大きなテーマに基づいて子どもたちが自ら問

いを立て、自ら解決方法を考え試行錯誤しながら解決するような、主体的な学び

が展開されているが、各校において単元構成等の工夫により一層の充実を図っ

た。     
 ② 学び推進課の取組 

    ・学校訪問の際に、教えから学びへの転換を学校の教職員と一緒に協議している。 
    ・教えから学びへ推進月間を設定し、学びへの転換の加速を促している。 
    ・つくばスタイル科の学習展開については、市内教員で構成するワーキングチーム

とともに様々な単元プランを考えながら一層の充実を促している。 
 ③ 外部連携 

    ・教えから学びへアンケートに関して、実施時期や質問項目など、学び推進課と

HatchEdu（旧 ISAK）が協議を重ねながら作成、実施している。 
    ・アンケート結果の分析に関して、HatchEdu からの助言をもらいながら行い、各

校にフィードバックしている。 
 
(3) 成果と課題 

  ① 成果 
    ・教えから学びへ推進月間の取組は、児童生徒の変容を見ても効果があり、継続し

て取り組んでいきたい。 
    ・学校訪問の際に、学校の先生方と教えから学びへについて協議することで、先生

方の意識を向上させることができたとともに、様々なアイディアを発掘すること

ができた。 
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② 課題 
  ・若手教員を中心に、主体的な学びにつながっている教師の学習支援像や主体的に

学んでいる児童生徒像を、まだ十分にはイメージできていない教員がいる。 
・学校の研修推進体制に関して、学び推進課の関りがもう少し必要と思われる学校

が見られる。 
 
(4) 令和４年度の今後の取組予定 

  ① 学校の取組 
    ・教えから学びへをベースに各校の課題を解決するプロジェクト「学校伴走プロジ

ェクト」をモデル校（３校）でスタートする。 
・教えから学びへを意識したモデル授業を公開し、市内教員で共有して、全ての教

員の授業力の向上を図る。 
・教えから学びへを意識した授業を動画撮影し、市内の教員で共有化することで、

特に、若手教員の授業づくりのヒントとする。 
  ② 学び推進課の取組 
    ・学校伴走プロジェクトに向けて、学校と協議しながら学校個別の課題に応じた企

画や運営方法等を考案する。 
    ・学校伴走については、学校の主体性を重視し、共有した目標に向けて学校と共に

考え共に悩み、一緒になってプロジェクトを進める。学び推進課として、学校の

思いに寄り添いながら適切な距離感で学校と共に研究を進める支え手になること

を目指す。 
    ・モデル授業動画を編集し、動画の中にその授業の良さを説明するコメントを入れ

込むことでより効果が高い動画を作成する。 
  ③ 外部連携 
    ・定期的に学び推進課と伴走する HatchEdu との打ち合わせを行い、学校伴走プロ

ジェクトの方法等に関して協議しながら進める。 
    ・学び推進課の指導主事と HatchEdu が、学校伴走プロジェクトモデル校に訪問

し、学校の実態からより良い伴走方法を見い出し、今後の学校支援のスキルを高

める。 
 
(5) アンケート結果からの分析（資料２参照） 

   ・令和３年度において、推進月間の後では主体的に学んでいる児童生徒の割合は増加

しており、推進月間実施の効果が表れている。 
   ・推進月間前の児童生徒の教えから学びへの意識に関する数値について、令和３年度

と令和４年度を比較すると、令和４年度の方が高く、昨年度から取り組んでいる教

えから学びへの転換が少しずつ進んでいる。 

・令和 4年度の推進月間後のアンケートについて、集計が終了していないため、令和

4年度の推進月間の効果については、現時点では明らかではない。 

     

(6) 令和５年度の取組 

① 学校の取組 
  ・「学び」の基盤は体験活動であるという認識を持ち、教育活動の様々な場面にお

いて、体験活動を適切に取り入れるような取組を工夫する。 
  ・学校の実情に応じて、家庭学習の在り方について学び推進課と共に研究し、一体

となった授業と家庭学習の学びの姿を研究する。 
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  ・全ての学校において校内研修等を充実させ、引き続き、教えから学びへの転換を

図る。 
  ・モデル校で学校伴走プロジェクトを進め、それぞれの学校の課題解決に向けた実

践を行い、その経過や成果を全学校に共有する。 
  ・主体的な学びの実現のため「振り返り」の重要性を再認識し、各学校において学

習活動における振り返りをさらに充実させる。また、児童生徒だけでなく教職員

に関しても教えから学びへの取り組みに関しての振り返りを行い、学びの改善を

目指す。 
② 学び推進課の取組 

    ・「体験を通して学ぶ」ような学びを、学校訪問の際に学校職員と協議、研究した

り、指導案作成の際に助言したりする。 
    ・家庭学習においても内発的学習意欲を生かしてが「教え」にならないように、学

校の学びと家庭の学びの一体化に向けてついて、家庭学習の在り方を課としても

研究し、学校現場に提案する。 
・「教えから学びへ」から１歩進み、単元構成を意識した学び（単元全体を通した

主体的な問題解決型学習）を推進するために、学校訪問を活用した研究協議や助

言を充実させる。 
・学校伴走プロジェクトモデル校の実践を共有化する場を設定し、市内学校全体の

レベルアップを図る。 
③ 外部連携 

・学校伴走プロジェクトに関し、HatchEdu との連携を強化する。 
・教えから学びへアンケートの分析について、HatchEdu と共同で行う。 

 
２ 「管理から自己決定へ」について 
(1) 令和２～３年度の取組 

   ・各校において、学級会活動を活性化するなど、自治的活動の充実を図ってきた。 
   ・学級会のテーマを、普段の生活の中から自分達で見い出すなど、主体性を育む取組

の充実を図った。 
   ・係活動の充実を目指すことで、児童生徒自ら考え判断できる場を意図的に設定しな

がら自己決定できる環境整備に取り組んだ。 
   ・協働的な自己決定のために、話し合いや合意形成のスキルの育成を、学級活動や教

科学習の中で図った。 
   ・教科学習においても自己選択や自己決定の場をつくり、学校教育全体で管理から自

己決定を推進した。 
 
(2) 令和４年度のこれまでの取組 

  ① 学校の取組 
    ・学校教育全体において、自ら考え自ら判断できる状況を意図的に設定し、自己決

定することの体験を多く作り出している。 
    ・市内全校においてルールメイキングプロジェクトを実践し、端末の使い方ルール

をはじめ、学校の決まり事や約束事を自分達で考える活動を一斉に実施し、その

経過や成果を共有し、実践力を高められるようにした。 
  ② 学び推進課の取組 
    ・学校訪問を通して管理から自己決定の推進について伝達し、実践方法等について

学校と共有を図った。 
    ・ルールメイキングプロジェクトについては、NPO 法人カタリバと連携し、推進
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に向けて学校を支援した。 
  ③ 外部連携 
    ・カタリバに研修講師を依頼し、校長会のワーキングチームが中心となって、市内

全校に対してルールメイキングの実践に関する共通理解を図った。 
 
    ・児童生徒のルールメイキング場面において、直接児童生徒がカタリバから助言を

受ける機会を作り、自己決定の実践を推進した。 
 
(3) 成果と課題 

  ① 成果 
    ・各校において、自己決定場面を意図的に設定したことは、自分で考え自分で行動

できる児童生徒の育成に効果があったと考える。 
    ・ルールメイキングプロジェクトを市内全校一斉に実施したことで、自己決定場面

の重要性に向けた強いメッセージになったと考える。 
  ② 課題 
    ・各校で自己決定に向けた取組に差が見られる。学校間の差をなくし、全ての児童

生徒に自己決定できる力を育てていきたい。 
    ・管理から自己決定をより深めるためには、多様な主体が関わる、様々な視点を入

れるなど、さらに工夫が必要と考える。学校と学び推進課が、進め方や工夫につ

いて一緒に考え、学校の自己決定に向けた取組を向上させていきたい。 
 
(4) 令和４年度の今後の取組予定 

  ① 学校の取組 
    ・令和４年度前半のルールメイキングは、プレゼンテーションコンテスト発表で一

区切りとしたが、引き続き各校の状況に応じて自己決定場面を設定している。 
    ・令和４年度前半のノウハウを生かし、各校がルールメイキングの取組を自校化し

ながら工夫して実践を継続していく。 
  ② 学び推進課の取組 
    ・各校の取組から好事例を探し、その取組を市内全校で共有できるような場面の企

画を計画している。 
    ・校長会ワーキングチームと連携し、今年度の取組の振り返りを行い、校長会をと

おしてのフィードバックを計画している。 
  ③ 外部連携 
    ・カタリバ、三菱総研と連携し、児童生徒の話し合いスキルを向上させるため、対

話活動プロジェクトをモデル校１校で実践している。 
    ・対話活動プロジェクトのまとめを行うことで、モデル校以外の学校にそのノウハ

ウを広める計画をしている。 
 
(5) アンケート結果からの分析（資料２参照） 

   ・自分で考える、自分で実践する、という意識をもつ児童生徒が増えてきた。自己決

定場面の意図的設定の効果が上がってきていると考える。 
   ・自分の考えを深めたり広げたりすることができると感じている児童生徒が増え、主

体的に考えることができる児童が増えてきている。 
 
(6) 令和５年度の取組 

  ① 学校の取組 
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    ・令和４年度の各校の取組の課題から、児童生徒が自ら判断できる場について考

え、引き続き自己決定できる力の育成を目指す。 
    ・生徒指導提要の改訂内容も視野に入れながら、各校が校則、決まり事、約束事の

見直し、改善を児童生徒の力で実践する。 
    ・モデル校でカタリバの伴走を受けながら、ぞれぞれの学校の課題を子ども達が自

分達で考え自分達で解決する取組をより一層充実させる。 
    ・管理から自己決定の取組を進めるにあたっては、児童生徒、保護者、教職員とも

当事者意識を持ち、様々な場面で主体的に考える力の育成を目指す。 
    ・すべての学年が一律に取り組むのではなく発達段階に応じて取り組むテーマや方

法を工夫しながら自己決定できる力を育成する。 
  ② 学び推進課の取組 
    ・学校訪問で、管理から自己決定に関する取組の充実を求めるとともに、具体的方

法等を学校の教職員と一緒に考え、伴走しながら推進する。 
    ・特別活動だけでなく、学習場面においても自己決定できるような意識を持つこと

を学校に伝え、主体的な学びの展開と合わせて自己決定する場の充実を推進す

る。 
    ・モデル校での取組をカタリバとともに伴走し、取組状況を詳細に把握するととも

に、取組を市内全校に発信、共有し、市内学校全体のレベルアップを図る。 
  ③ 外部連携 
    ・カタリバに伴走的に支援してもらうために、ルールメイキングプロジェクトのモ

デル校を設定し、１年をとおして、必要に応じて様々な場面で助言を受け、管理

から自己決定のブラッシュアップを図る。 
    ・ルールメイキングプロジェクトのモデル校の取組を年度末に市内全校で共有する

ことで、各校の自己決定に向けた取組の参考にさせるとともに、その取組に対す

る推進意欲を刺激する。 
 
３ 「認知能力偏重から非認知能力の再認識へ」について 
(1) 令和２～３年度の取組 

   ・各校において、道徳や学級活動、体験活動を基盤に非認知能力の育成を図った。 
 ・学校訪問の際に、非認知能力の再認識及び重要性について周知し、市内全教員への

浸透を図った。 
   ・新型コロナウイルス感染症拡大当初は学校行事の中止を余儀なくされたが、様々な

工夫により行事を実施することで非認知能力の育成を図った。 
   ・リアルな体験が難しい場合でも、デジタルやオンラインを活用しながら、児童生徒

の感性を育むような取組を、各校が工夫して実践した。 
   ・児童生徒には、児童生徒同士や教員とだけでなく、スクールカウンセラーやスクー

ルソーシャルワーカー、その他学校職員との人間関係を構築する活動を充実させ、

協調性や思いやりの育成を図った。 
   ・幼児教育施設との引継ぎ会や情報交換会を活用し、遊びや生活科を通した非認知能

力の育成の重要性に関して共有し、各校、各園等それぞれが非認知能力の育成に取

り組んだ。 
 
(2) 令和４年度のこれまでの取組 

  ① 学校の取組 
    ・各教員が非認知能力の育成を意識して児童生徒の学校生活を支援し、体験活動を

中心に学校生活全体を通して非認知能力の育成の取り組んでいる。 
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    ・非認知能力の育成の土台となる信頼感や協調性を育むために、教育相談を重視し

ながら、温かい学級づくりを目指すとともに、読書活動や縦割り班活動等にも力

を入れている。 
  ② 学び推進課の取組 
    ・学校訪問をとおし、非認知能力の再認識を伝えるとともに、学校との研究協議の

中で、非認知能力の効果的な育み方などを、学校とともに考えている。 
    ・幼稚園教諭の研修会において、非認知能力の幼児期における育成の重要性を伝

え、幼児教育と小学校教育の連携した取組について助言している。 
(3) 成果と課題 

  ① 成果 
    ・学校訪問の際に非認知能力育成の重要性について繰り返し助言したことで、教職

員の非認知能力育成に関する意識はだいぶ向上している。 
    ・全国学力学習状況調査児童生徒質問紙の結果から、協力性に関しては小中学生と

も高い数値を示し、自尊感情や挑戦心も上昇のきざしがあり、普段の学校生活で

の取組の成果が見られる。 
  ② 課題 
    ・成果や能力そのものが数値として見えにくいところがあり、認識の仕方や指導に

ついて共通理解を図るのが難しいところである。 
    ・新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、体験活動などが不十分であった。

数字的な結果はわからないが、体験不足は非認知能力の育成に影響があったと推

測される。 
    ・非認知能力は遊びを含めた学校生活全体で育んでいくものと考えられ、学習、学

級活動、行事、休み時間なども含めたバランスをとった教育課程編成等が重要で

あるが、このバランスの意識を高めていく必要がある。 
 
(4) 令和４年度の今後の取組予定 

  ① 学校の取組 
    ・各校において、保幼小接続カリキュラムに関する改善や見直しを行い、カリキュ

ラムにおける非認知能力の位置付け等を検討する。 
    ・各校において、今年度の非認知能力の育成に関する振り返りを実施し、次年度に

向けた実践モデル等の検討を行う。 
  ② 学び推進課の取組 

・「幼保小の架け橋プログラム」の策定を見据えて、プログラムにおける非認知能

力の位置付け等の検討に入る。 
・幼稚園研究発表会から得られた非認知能力育成に関する知見を課内で整理し、小

学校へ共有して活用することで、非認知能力の再認識を促進する。 
 

(5) アンケート結果からの分析（資料２参照） 

   ・新型コロナウイルス感染症拡大によって体験活動等が制限されていたにも関わら

ず、非認知能力に関する数値が維持できていることは、各校での取組の成果と考え

る。 
   ・数字的には大きな差は見られないが、粘り強さ、挑戦心、協力性に関して、多少で

はあるが令和３年度の取組の効果が出ていると考える。 
 

(6) 令和５年度の取組 

  ① 学校の取組 
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    ・新型コロナウイルス感染症拡大防止に留意しながら、できるだけ体験活動を実施

し、その中で非認知能力の育成を推進する。 
    ・芸術鑑賞教室を復活させ、芸術から得られる感性を磨くなど、貴重な体験場面を

生かして非認知能力の育成を図る。 
  ② 学び推進課の取組 
    ・学校訪問をとおして、非認知能力を育成する新たな場面づくりや指導の在り方な

どについて助言することで、認知能力偏重から非認知能力の再認識への転換を促

進する。 
    ・幼稚園や保育所と小学校及び義務教育学校との連携の橋渡しを積極的に行い、保

幼小接続カリキュラムの見直し等に関して、積極的に関わる。 
 
４ 保護者・学校・地域・行政の対話と協働の推進 

コミュニティスクールの導入により、今後、地域の多くの人が学校づくりに参画し、地

域と学校が一体となり、つくば市教育大綱の理念「保護者・学校・地域・行政が協力し、

社会全体でこどもの育ちの場を支える」の実現へ向けて計画が進むものと考え、一つの大

きな柱として取り組んでいる。 
(1) コミュニティ・スクールの概要 

コミュニティ・スクールとは、学校運営協議会制度を導入している学校を指し、その 
 学校運営協議会を通して学校と保護者や地域が共に知恵を出し合い、学校運営に意見を 

反映することで、一緒に協働しながら子供たちの豊かな成長や学びを支える「地域とと

もにある学校づくり」を進めるための法律に基づいた仕組みである。 
(2) コミュニティ・スクール導入による効果 

この仕組みの導入により、子供たちの健全育成を確保するとともに、そこに関わる大 
  人の学びの充実、地域全体がその環境において一人ひとりの「善き生の実現能力」と、 

人と人がつながり「社会力」を育てることにつながる。さらに「地域の教育力」が向上 
し、地域の絆を深め、地域の「未来の担い手を育てていくこと」にもつながり、「学校 
と地域の活性化を図ること」が期待できる。 

 
(3) コミュニティ・スクール導入計画の実施状況と成果 

① 実施状況 
ア 令和２年度 
・導入計画の位置づけ 

つくば市コミュニティ・スクールは、つくば市教育大綱の理念を基に、第 3 次

つくば市教育振興基本計画、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（平成

29 年改正により学校運営協議会の設置努力義務化）、新学習指導要領（前文に

「社会に開かれた教育課程」の実現や「地域とともにある学校」への転換を目指

しと明示した）等に基づいて計画した。 
    ・ロードマップの作成 

  イ 令和３年度 
    ・学校と地域が協働して行う活動及びコミュニティ・スクールに関する意識調査の

実施（学校と学校に関わる保護者及び地域住民等対象） 
    ・上記意識調査を基に、ヒアリングを実施 
    ・校長会にて、つくば市におけるコミュニティ・スクール導入計画を説明 
    ・教育長及び教育局関係部署（教育局長、両次長、教育総務課、学び推進課、生涯

学習推進課）でコミュニティ・スクール研修会を実施 
     文部科学省ＣＳマイスター（コミュニティ・スクール推進委員）鈴木 廣志 氏
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を講師として招き、教育局内でコミュニティ・スクールの研修を実施した。 
    ・先進地視察及び情報交換会の実施 
     情報交換会については、水戸市、栃木県栃木市に現地に出向き、また山口県教育

委員会とはオンラインで行った。先進地視察については、つくば市が目指す学園

単位でのコミュニティ・スクールを実施している東京都三鷹市へ赴いた。 
    ・市内教職員を対象に、コミュニティ・スクール研修会（オンライン）を実施 
     教育局内の研修会に引き続き、文部科学省ＣＳマイスターの鈴木 廣志 氏に講

師を依頼した。また、当日の研修会の様子を録画し、後日オンデマンド配信し、

各校で研修会資料として活用していただいた。 
・モデル校の吾妻学園との打合せ及びＰＴＡや学校評議員等への説明会を実施 
・コミュニティ・スクール説明動画を作成（モデル校の保護者等へ先行的に周知） 

ウ 令和４年度 
・コミュニティ・スクール説明動画を市内各校の教職員及び保護者等へ周知依頼 
・吾妻学園（モデル校）にて、コミュニティ・スクールを先行的に導入 

   ※コミュニティ・スクール推進会議（準備委員会）を年３回計画 
・校長会でコミュニティ・スクールプロジェクトチーム（校長会、教頭会、教務主

任会から３名ずつ選出）を立ち上げ、教育局と連携協力を図った。 
・５月校長会にて、コミュニティ・スクールについての研修会を実施 
・６月コミュニティ・スクールプロジェクトチームメンバーで、コミュニティ・ス

クールを導入している牛久市から、施設分離型の義務教育学校においてコミュニ

ティ・スクールを推進している管理職を講師として招き、オンラインで研修会を

実施 
・説明会の実施 １回目：8/25（教職員、保護者、地域住民等を対象）  

２回目：2/21（教職員対象）に実施予定 
・９月 令和４年度導入準備対象の８学園へのヒアリングの実施 
・10 月 学園ごとに、コミュニティ・スクール導入準備のための打合せを実施 

      ・研修会等の実施（学校、保護者、地域住民等を対象） 
➣先進地東京都三鷹市オンライン視察を実施 

      ➣学園、学校ごとに、実情等に合わせて研修会や説明会の実施 
➣コミュニティ・スクール研修会を実施（モデル校の実践発表、ワークショップ） 

      ・各研修会や説明会、モデル校の取組等を動画作成した。 
   ② 成果 

教育局担当課による伴走支援として、ロードマップや導入マニュアル、先進地の事 
例等の資料作成や、各学園・学校や地域の実態等に応じて、コミュニティ・スクール 
についての説明会や研修会等を実施した。また、令和４年度コミュニティ・スクール 
導入準備対象の８学園に向けた、合同説明会（新型コロナウイルス感染症の感染状況 
を考慮し、各校から代表者３名程度【各校管理職及び CS 担当教員２名、保護者また

は地域住民等１名（義務教育学校は２名）】を対象。）を実施した。その結果、コミュ

ニティ・スクールを正しく理解する機会を提供したり、学校と地域で情報交換や共有

をする場を設定したりすることができた。 
そのつくば市における導入計画の取組が、文部科学省ＣＳマイスターの鈴木廣志 

    氏より「つくば市におけるコミュニティ・スクール導入計画は好事例だ」と評価し

ていただき「月刊・教職研修 2022 年７月号」にて紹介された（自治体名は載って

いないが、鈴木氏より担当者へ連絡あり。）。 
 

(4) 導入計画を通しての課題 
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① 導入に対する学校現場の抵抗感、負担感 
令和２年度から、つくば市においてコミュニティ・スクール導入について周知した 

当初、学校現場へのヒアリング等を通して、新しいことへ取り組むことの抵抗感や負 
担感を感じている場面があった。 

  ② 先進地への視察や情報交換及びモデル校の実践を通して 
先進地への視察や情報交換では、コミュニティ・スクールの導入促進上の課題の多 

くは、コミュニティ・スクールの趣旨や目的、必要性や有用性などについての理解不 
足な点に起因すると話していた。先進地の三鷹市（学園でのコミュニティ・スクール

を導入して 15 年）では、毎年、コミュニティ・スクール委員会（三鷹市での学校運

営協議会の名称）の委員に対して、コミュニティ・スクールの趣旨や目的を説明する

時間を設けている。また、モデル校の吾妻学園でも、コミュニティ・スクール推進会

議委員へコミュニティ・スクールに関して情報交換を行ってほしいと担当課へ連絡が

入り、会議とは別に打合せの時間を設けた。これらのことから、今後の導入計画にお

いても、コミュニティ・スクールに関わる全ての関係者（学校、 保護者、地域等）

が、相互の信頼関係の中でコミュニティ・スクールを正しく理解することが重要にな

ると捉えている。 
※既にコミュニティ・スクールを導入している自治体では、導入当初はすぐに効果

が出ない、また一時的に事務等の負担が増える面もあるが、中・長期的な視点で

見ると、学校・保護者・地域・行政の「連携・協働」の体制が緩やかに構築さ

れ、子供たちの学びの充実、学校を核とした地域コミュニティの活性化等が図ら

れていると報告があった。 
 

(5) 今後の取組 

これまで、コミュニティ・スクールに関わる関係者（学校・保護者・地域・行政等） 
へ、課題としてあげた学校現場の抵抗感、負担感を和らげるため、またコミュニティ・

スクールの理解を深めるために、研修会や説明会、モデル校の実践発表、ワークショッ

プ等を実施した。その研修等を通して、学校現場の意見に変容がみられた。研修後のア

ンケートでは、「本学園でどのように進めていくか不安な面、迷っていたことが吾妻学

園の発表により、道筋が見えた。」「ワークショップを通して他校の取組や悩みを共有で

きたことは大変参考になった。」「コミュニティ・スクール導入＝新しいことを始めるイ

メージが強く、やや負担感がありましたが、本日の研修会で新しいことではなく既存の

人・モノ・コトを整理していくことがスタートだと分かった。負担が増えるという気持

ちが解消された。」などの記述があった。 
今後も、コミュニティ・スクールの趣旨や目的等を理解し、導入計画を推進していけ 

るよう、研修会や説明会等の実施や、周知、広報活動等を継続して実施する。そして、

つくば市教育大綱の実現、より良い学校づくり、まちづくりを目指し、このコミュニテ

ィ・スクール導入計画を推進していく。 
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「教えから学びへアンケート（市独自）」結果   ※４件法、４．００が満点、調査人数分の平均点を表示 
 
（１）令和３年度調査（取組初年度のため、アンケート分析可能人数が少ない） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）令和４年度調査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 質    問 Ｒ3 推進月間前 
（Ｒ3．7 月実施 1,801 人） 

Ｒ３推進月間後 
（Ｒ３．１２月実施 1,782 人） 

１ 「知りたい」や「できるようになりたい」とい
う気持ちで授業に参加している。 

３．１３ ３．２３ 

２ 授業中に「なぜ？」「どうして？」という疑問を
持っている。 

２．８１ ２．９７ 

３ 問題や課題を自分の力で解決しようとしてい
る。 

３．０９ ３．２２ 

４ 自分の考えを友達やクラス全体に伝えてみてい
る。 

２．７０ ２・８８ 

５ 周りの友達の考えもよく聞きながら、より良い
答えを考えている。 

３．１６ ３．２６ 

 質    問 Ｒ4 推進月間前 
（Ｒ4.7 月実施 19,687 人） 

Ｒ４推進月間後 
（Ｒ4.12 月実施 21,178 人） 

１ 「知りたい」や「できるようになりたい」とい
う気持ちで授業に参加している。 

３．２７ ３．２８ 

２ 授業中に「なぜ？」「どうして？」という疑問を
持っている。 

２．９１ ２．９４ 

３ 問題や課題を自分の力で解決しようとしてい
る。 
 

３．２６ ３．２９ 

４ 自分の考えを友達やクラス全体に伝えてみてい
る。 
 

２．６７ ２．７１ 

５ 周りの友達の考えもよく聞きながら、より良い
答えを考えている。 

３．３４ ３．３４ 

資料２ 
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「全国学力学習状況調査児童生徒質問紙」結果   ※４件法、４．００が満点、調査人数分の平均点を表示 
 

 
 
 

  
 
 

質    問 

【６年生】 
 
2,468 人 
 
Ｒ３．４月実施  
 

【６年生】 
 
2,244 人 
 
Ｒ４．４月実施 
 

【９年生】 
 
1,912 人 
 
Ｒ３．４月実施  
 

【９年生】 
 
2,000 人 
 
Ｒ４．４月実施 
 

１ 自分でやると決めたことはやり遂
げるようにしている。 
 

 
３．１７ 

 

 
３．２０ 

 

 
３．１１ 

 
３．１3 

２ 難しいことでも、失敗を恐れない
で挑戦している。 
 

 
２．８７ 

 
２．９１ 

 
２．７２ 

 
２．７６ 

３ 友達と協力するのは楽しいと思
う。 
 
 

 
３．６２ 

 
３．６２ 

 
３．５１ 

 
３．５４ 

４ 学級活動における学級での話し合
いを生かして、今、自分が努力す
べきことを決めて取り組んでい
る。 
 

 
３．０１ 

 
３．０２ 

 
２．８１ 

 
２．８６ 

５ 学級の友達との間で話し合う活動
を通じて、自分の考えを深めた
り、広げたりすることができてい
る。 
 
※この問いのみ５件法。 
５．００が満点 

 

 
４．０７ 

 
４．０８ 

 
４．０４ 

 
４．０８ 
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会 議 録 

会議の名称 令和５年度(2023 年度)第３回つくば市総合教育会議 

開催日時 令和５年(2023 年)６月 21 日（水） 

午後２時 30 分から午後４時 35 分まで 

開催場所 つくば市役所５階 庁議室 

事務局（担当課） 総務部総務課 

 

 

 

出 

席 

者 

 

 

委員 

 

五十嵐市長、森田教育長、柳瀬教育委員、倉田教育委員、 

和泉教育委員、成島教育委員 

講師 放課後 NPO アフタースクール 

代表理事 平岩 国泰 氏 

事務局 

 

《総務部》塚本部長、山田次長 

《総務課》沼尻課長、高野課長補佐、木口係長、鈴木主査、

和田主任 

《教育局》吉沼局長、坂田次長、久保田次長、青木企画監 

《教育総務課》山岡課長、飯村課長補佐、武田係長 

《学び推進課》岡野課長 

《教育相談センター》久松参事兼教育相談センター所長 

《総合教育研究所》山田参事兼総合教育研究所長 

《生涯学習推進課》澤頭課長、色川課長補佐、飯島係長、 

渡邉社会教育主事 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ４名 

非公開の場合はそ

の理由 

－ 

議題 平岩国泰氏による講演及び意見交換 

会 １ 開会  
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議

次

第 

２ 市長挨拶 

３ 講演 

 (1) 講師：放課後NPOアフタースクール 

      代表理事 平岩 国泰 氏 

   演題：放課後からの教育改革 

４ 意見交換 

５ 閉会 

 

＜審議内容＞ 

事務局：本日はお忙しいところ御出席いただきありがとうございます。ただい

まから令和５年度第３回つくば市総合教育会議を開催いたします。開催に当

たりまして、市長から挨拶申し上げます。 

市長：今年度第３回目ですけれども、今年度の第１回の時にテーマとして出た

のが、学校を子供たちの手に取り戻したほうがいいよという話をしました。

それは、決して先生たちが取り上げたのではなくて、社会が取り上げてしま

ったのだよねという話をしました。要するに、我々が子供の頃、放課後は自

由に遊んでいました。放課後に家にも帰らずに、皆で遊んでいろいろなこと

を学び、校舎の中にも平気で居たりしました。けれども、何かあったときに

学校にクレームが入ったり、トラブルになれば学校の責任だと言われたり、

先生どうしてくれるのですかみたいなことを、やはり社会として言い始めて

しまって、その声がどんどん大きくなると、先生方だって開けたくても開け

られなくなってくるという状況があったのだと思います。でも、やはりそれ

は違うよねと。社会皆でもう一度、子供たちが学校で過ごせるようにする必

要があるのではないかという問題意識のところで、今日は放課後 NPO アフタ

ースクール代表理事の平岩国泰様にお越しいただきました。以前も少し話を
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しましたけれども、他の自治体で、まさに学校を使って放課後の様々な活動

をされている方であり、控室で少しお話をしたのですけれど、学校の理事長

もやられていて、学校法人新渡戸文化学園の理事長も務めていらっしゃいま

す。新渡戸稲造が初代校長の学校ということで、大変なことになっていらっ

しゃいますけれど、教育分野でも様々な知見があり、放課後の新しい過ごし

方をまさに興している方です。私も先日、NHK で放映されたニュースを見まし

たが、非常に興味深かったですし、今日、クローズアップ現代でも放映され

るということを聞いていますので、ぜひこれも皆さんで共有できればと思っ

ていますが、まずは平岩さんから普段の取組を、お時間はお任せしますので、

お話いただいて、お話が終わったらまたいつものように質疑やディスカッシ

ョンをしていきたいと思います。今日は４時半までということで、２時間あ

りますのでしっかりと議論ができると思います。それでは、平岩さん、よろ

しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

市長：ありがとうございました。元々、平岩さんのことは、私が一緒にやったご

きげんファームの伊藤が同じタイミングで登壇したそうで、本当に素晴らし

い人がいるから、ぜひつくば市でも何かみたいな話があったことがきっかけ

だったのですが、想像を遥かに超えていましたね。どうぞ皆さん自由に質問

や意見、感じたことなどお願いします。 

倉田委員：教育委員の倉田と申します。本日はありがとうございます。お話を

聞いていて、私も全くその通りだと思っています。今は社会力とよく言われ

【講演】 

講師：放課後 NPO アフタースクール 

代表理事 平岩 国泰 氏 

演題：放課後からの教育改革 
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ますが、やはり体験の重要性というのは私もつくづく思っています。今の子

供たちは体験不足というのが少しあるのではないか、そのためには、先ほど

おっしゃった３つの間、つまりは時間、空間、仲間が必要だと思うのですが、

それがなくなっている現状があると私も思うのです。そういうところから学

ぶ機会があって、子供たちは育つのかなとつくづく思っています。ですから、

そういう場が今後はものすごく重要視されていくのではないのかと。そのた

めには、子供たちではどうしようもないので、大人たちがどのように設定し

てあげるかとか、提供してあげるかとか、そういうことをやらないと、子供

たちにはちょっと難しいのかなと思います。そういう意味では、放課後の活

用というのは、なるほどと思いました。私たちの頃は、黙ってでも学校や集

会所に集まって、そこで皆で考えて何をしようかとか、こういう遊びをしよ

うとか、それで次の日が楽しみになって人間関係を築いていました。異学年

交流も当然にあったし、大人とのつながりもそこでいろいろできたりしたの

ですよね。だからそういう考える場というか、そういうのが今はなくなって

いて、今の子供たちはかわいそうなのかなと思います。だからそういう場を

作り上げていくことを、大人が子供を支援していかないと難しいと、つくづ

く感じました。ありがとうございました。 

平岩氏：ありがとうございます。今おっしゃっていただいた体験の重要性とい

うのは本当に感じます。最近の事件などを見ていると、先の想像ができなか

ったのかなということがあります。我々はいろいろな体験をしてきた中で失

敗をして、ヒヤリとするような体験を少しはしていて、いろいろな先の想像

がつくというのは体験から来ているのかなと思うと、本当に放課後の体験っ

て重要だなと思っています。昔の日本は、どんな家庭でも等しく体験ができ

たという素晴らしい放課後だったと思うのですけれど、今は経済格差が反映

してしまったり、両親が働いているか働いていないかなどが影響したりして

います。自然発生で昭和の放課後を再現するのはちょっと難しいので、昭和
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の放課後にあった良さを令和の時代にどう実現するかというのを、私たちが

やっているのかなと思って活動しております。 

柳瀬委員：教育委員の柳瀬と申します。とても素晴らしいなと思って、これが

実現しているということに驚きました。つくば市も恐らくこれで動き始める

のではないかなと思うのですが、ちょっとすごく現実的なことをお伺いしま

す。プレイパークなんかでは、やはり本人の自己責任ということで、一筆書

かせたりしますよね。誰でも利用していいよといった時に、やはりそういう

ものがあるのかということと、学校ですから、学校の保険の対象になるのか

ということ。また、先生たちも自分の判断で参加したりすることもあるので

しょうか。 

平岩氏：自己責任というよりは、アフタースクールという運営の中でやってお

り、我々の方で責任のある部分は背負ってやっておりますので、完全な子供

の自己責任ということではないです。ただ、放課後の活動ですので、多少の

けがはもちろん日常的には少しありますので、その辺りは保護者の方にはよ

く理解をしていただいてという形にはなります。安全管理は十分にしますが、

その中でも転んだとかそういうのはありますよというのは、御理解いただい

ている感じです。保険はアフタースクール用で入る形で、こちらで起こった

事故等は基本的に先生方に負担をおかけすることはなく、運営団体側で責任

を取ります。先生の参画については、楽しそうな企画があると先生も遊びに

来ることがあります。例えば面白そうな音楽の企画があると、音楽の先生が

嬉しそうにいらっしゃるとかですね、あとはちょっと難しい子たちが、放課

後に良くなっていくケースがすごく多くて、何が起きているのかを先生が見

に来ます。クラスで実はすごく困った子と言われているような子が放課後に

結構いい顔をして活動しているのを見て、すごく安心して戻られたりするケ

ースもあります。先生とのコミュニケーションはいろいろな形でやっており

まして、学校の中にいる良さもあって、お互いに信頼関係ができるのですよ
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ね。学校の外で学童をやっていると、どうしても関係性が築けないので頼れ

ないと思うのですけれども、お互いに頼れる部分も出てきます。我々が放課

後に起きたことを毎日レポートに書いて先生にお届けしたり、定期的な会議

を持っていたりもするのですよね。そういう形で学校の教育目標に我々も貢

献したいので、そういうのをお手伝いしながらやっているという感じですね。 

柳瀬委員：アフタースクールのスタッフが現地にいて、その責任管理のところ

とか、市民先生とのコーディネートとかを、具体的にやっている訳ですね。 

平岩氏：そうですね、アフタースクールになるとそこにスタッフが入って、運

営をしていくということです。 

柳瀬委員：やはり裏側でしっかり支えているということですね。ありがとうご

ざいます。 

市長：学校のせいにされないということですよね。なんで先生が見てくれなか

ったのかとか、校長先生が責められるとか、そういう体制にはなっていない

ということですよね。 

平岩氏：そうです。そこが一つ肝だなと思っておりまして、やはり地域のボラ

ンティアさんでやってもらうというのは、とてもいいことだと思うのですけ

れども、責任が取れないような感じがすると、どんどん学校の方に責任がい

ってしまいます。そうすると、先生たちは学校を開放したくないという話に

なってしまいます。ちゃんと運営できる団体であれば、むしろ学校は楽にな

りますし、手伝いをしてくれる人たちが増えるので、ちゃんとした運営団体

がしっかり回すということは肝だと思います。 

柳瀬委員：規模によるとは思いますが、どれくらいのスタッフが配置されるの

ですか。 

平岩氏：毎日子供が何人来るかというのをベースに考えるのですけれど、概ね

子供 10 人に大人１人がいるようにという計算をします。アフタースクールに

なると学童の時よりは一般的には子供の数は増えまして、多いと大体毎日全
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校生徒の３分の１くらいが来ます。少なくても２割から３割の間くらい。で

すので、例えば１学年２クラスで、学年 60 人、全体で 360 人の学校があると

すると、毎日 120 人くらい来るような状態になります。そうするとスタッフ

を 10 から 12 人くらい毎日置いておきましょうという感じになります。社員

を朝からずっと 12 人置く訳にはいきませんので、社員は３人くらいで残りの

８人から９人は、午後から来てくださるアルバイトの方、といった配置にし

ています。ですので、さきほどのように活動場所が理科室、体育館とかいろ

いろ分かれた時も、基本的にはそこに大人が１人ずついるように配置をして

いきます。 

成島委員：教育委員の成島です。小学２年生と小学４年生の子供がおりまして、

このような場所があったら、親としても嬉しいなと思いながらお聞きしてい

ました。実際、私は家にいることが多くて、自分の家が学童のように知らな

い子がよく来るということになりがちなのですが、子供たちが遊んでいる笑

顔を見ると、まあいいかと思えるのですが、やはりそういうところにつなが

れない子供もたくさんいるし、何せつくば市がちょっと広いので、一旦帰っ

てからまた集まるというのが難しいので、そのまま放課後の学校を使えると

いうのはとてもいいなと思いました。少し気になったのは、帰る時で、今は

集団下校という形を取っているのですけれど、アフタースクールに通う子供

たちは学童保育のように親が迎えに来るという形になるのでしょうか。 

平岩氏：一定時間までは子供だけで帰っていいという時間を作っていますが、

一定時間以降は基本的にはお迎えが必要としています。例えば６時を過ぎた

ら必ずお迎えをお願いしますということにして、５時から６時の間は、子供

たちだけで帰る時は集団下校をしていて、５時の便、５時半の便、６時の便

みたいな形で決めています。一定の場所までは大人が一緒に送り迎えをする

こともありまして、集団下校をして、あるポイントまでは大人が一緒に行っ

て、そこから先は子供だけで、というケースもあります。 
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成島委員：選択して好きな時間だけいられる感じなのですね。 

平岩氏：そうですね。そこも良いところで、利用に関しても毎日来る子もいま

すし、月に１回だけ来る子もいますし、そういう形でどの家庭にも自由に常

にアフタースクールが開かれているというのが、良いところかなと思います。 

和泉委員：御講演いただきありがとうございました。私は、放課後は今どきの

忙しい子供たちにとってほぼ唯一の自由の時間だと感じています。なぜかと

いうと、週末はいろいろと予定が入っていたりしますので、自己選択・自己

決定できる時間が、貴重なこの放課後の時間なのではないかなと思っていま

す。お話をお聞きしながら、素晴らしいなと思う一方で、このパンフレット

の６ページを見ると、実に多様なプログラムがあります。これはリクエスト

にも答えますと書いてあるのですけれど、これらのプログラムはどういう経

緯でここに提示するに至ったのかを確認したいです。 

平岩氏：パンフレットのイメージ図はフルパッケージみたいな感じなのですけ

れど、通常アフタースクールの中ではいろいろな活動が同時に行われていま

す。例えばグラウンドではサッカーをやっている一方で、部屋の中で自由に

過ごすという選択をしている子もいますし、本を読みたい子は本を読んで、

自由遊びをしている子もいたりします。理科室に行くとサイエンスのプログ

ラムをやっていて、それに参加したい子は参加をしているので、同時並行で

数か所の中から子供が自由に選んで活動している形です。 

和泉委員：そうすると、このパンフレットに載っている、インテリアとか音楽

のプログラムは、スタッフが学校の状況に合わせて立案してきたものですか。 

平岩氏：スタッフが立案というよりは、子供や保護者がこんなことをやりたい

ということを形にしていくようなケースが多くて、習い事みたいなことを学

校でやっているようなケースもあれば、そこまではいかないけれども、好き

な活動を皆で、例えば工作を中心に活動するとかいろいろな組合せでやって

いる感じです。 
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和泉委員：分かりました。なぜお聞きしたかというと、こんなに準備されてし

まうと、子供は自己選択をするけれども、自己選択に至るまでの、自分は何

をやりたいのかなと、ぼーっとする時間って結構大事ではないかと思ってい

て、つまり、問いを自分で立てていくようなことだと思うのですけれど、そ

れが奪われてしまっているのかなという印象を持ったのです。今までの NPO

の活動の結果として美しく、キラキラと素敵に提示されているのですけれど、

多分、始める時は、いきなりこういうパッケージ化されたものがありますよ

という提示をしてしまうと、本当の自己選択ができるのかな、その選択に至

るまでのプロセスを奪ってしまうのではないかという懸念をしていました。

放課後の時間は習い事ではないと私は思っていて、行ってもいいし行かなく

てもいいし、自分が何しようか親の意見を聞かなくてもいいし、学校にいつ

までも居たければ居てもいいという、究極の自由だと思うのです。そこをど

ういうふうに確保できるのかなというのを考えながら聞いていました。あと

は、この市民先生ってまさにコミュニティ・スクールのメンバーではないの

かと私はすごく感じました。こういうことをやってみたい、子供たちと関わ

りたいという人たちはたくさんいるはずで、その取っかかりとして、平岩さ

んたちにいろいろ教わりながらやってみる。例えば放課後に限定してコミュ

ニティ・スクールをやってみるというのも一案なのかなと思いました。 

平岩氏：前半の視点は重要なポイントで、我々がパッケージを持ち込んでアフ

タースクールできました、ということでは全くなくて、本当にゼロから子供

たちと作っていくような感覚が近いと思います。パンフレットですのでずら

っと並んだ感じに見えると思うのですけれど、当然それが全ての学校に入っ

ている訳ではなくて、全ての学校の集合体がそのパンフレットです。地域の、

例えば将棋好きな方が定期的に遊びに来てくれたりします。ただ、いわゆる

習い事と呼ばれるものを全く否定している訳でもなくて、毎週サッカーをや

りたいという子も当然いますので、そういう子たちのためにはサッカーが学
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校でできるようになっています。学習系をやってほしいとか、必ず宿題をや

らせてくださいと保護者の方から望まれることがあります。気持ちは分かる

のですが、我々の場合は、必ずこれをやりなさいというのは、まさに自己決

定を奪うようなところもあると思うので、宿題をする空間やスペースはもち

ろん作りますし、やりたい子はやってほしいし、そこの支援はしますけれど、

やりなさいとは言いませんし、丸付けをしてバツの部分を直させるようなこ

とはしませんというスタンスでやっています。ですので、生まれてきたもの

についてはやったらいいと思うし、結果それで保護者の方が習い事をできて

いるなと思って満足してくれて、週末をゆっくりさせてくれるということは

とてもいいことかなと思っています。学童に通っていると習い事ができなく

て、帰ってからすごく遅い時間に通ったり、あるいは週末に３つ４つ習い事

を並べてしまうケースがすごく多くて、月曜日から日曜日まで一日も予定の

ない日がないというのは本当に疲れるだろうなと思うのです。１週間に何日

かは全く予定のない日を作ってほしいと私はよく言うのですけれども、そう

いう意味でも、いろいろな活動はとにかくしますけれど、初めからパッケー

ジで用意されている訳ではないというのが、一つの答えです。それから、コ

ミュニティ・スクールの話はまさにそうで、市民先生を探す時にはコミュニ

ティ・スクールのメンバーの方に相談したり、民生委員の方にも相談するケ

ースが多くて、それから年々市民先生も増えていく感じです。我々は地域の

方といろいろな良い出会いがあって、学校の先生から紹介してくださいなん

て言われることもあります。先生たちも忙しくて探している余裕もないです

し、放課後で接点ができている人だと安心できるということもあるので、放

課後は地域の入口になるというのはまさに御指摘のとおりではないかなと思

ってお聞きしました。 

和泉委員：コミュニティ・スクールの取っ掛かりとしていいのかなと思った一

方で、地域の人の主体性が奪われないかとも懸念しました。いろいろなこと
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を NPO のスタッフにお任せすれば大丈夫、とならないように、足場掛け的な

関わり方をしていただけると、地域の人もただのお客さんにならないで、自

分たちで作っていこうということにつながるのかなと考えていました。 

平岩氏：本当その通りだと思います。先ほどの、今まで学童をやっていたけれ

どアフタースクールになりましたというケースで、それに近い話がありまし

た。南あわじ市さんの時は、東京から団体が来て、アフタースクールに変わ

ると地域の今までの良さがなくなるのではないかと不安を持たれたことがあ

りました。我々は地域の力を借りてアフタースクールを運営するという感じ

になりますので、決してそこで損なわれるものはなかったと思っていますし、

むしろたくさんの方が関われるようになったという喜びの声も頂きました。

それまでは自分たちが一から運営までやることが辛かったのだけれど、アフ

タースクールの人たちがベースの運営はしてくれるから、そこにいろいろな

地域活動をすることで力を合わせればいいのだねという声の方が多いかなと

は思うので、そういう意味では、地域の方にもウィンウィンになれるように

というのは、いつも考えて活動しています。 

和泉委員：つくば市ではこども育成課が児童館を使って放課後の活動をいろい

ろと活発にやっていて、私も交流広場に何回か関わったことがあります。児

童クラブは宿題をやっておやつもあるような空間なのですが、私が関わって

いる交流広場は、ただ来てただ帰る、という場所で、あそこに溢れている子

供たちのエネルギーを見ると、何かほっとするのですよね。４時くらいまで

学校の教室の中で頑張ってきた反動がそこに表れているのかなと思うと、本

当にいろいろやらせてあげたいなと思う一方で、その場でよく聞くのは、や

はり狭いとか、外で遊びたいという子供の声をよく聞きます。ですので、小

学校を利活用できるというのは選択肢の一つとして非常に有効かと思いまし

た。 

市長：放課後の子供教室という制度があって、今つくば市ではあまりできてい
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ないのですが、無料で先生が外部から来て、そこに子供たちが集まるような

場所があります。市内の学校でも月１くらい開催されているのですが、アフ

タースクールの特徴は、その子供教室という制度と学童を組み合わせている

というところが、すごく良くできている仕組みだなと思いながら、先日の NHK

の番組を拝見しました。金額も差をつけていて、親の就労に関係なしで５時

までは 3,500 円、その先は 5,000 円と、非常に緻密に設計されていて、まさ

に和泉委員がおっしゃったようにエネルギーが溜まった子供たちは、そっち

で発散できているのかなと感じました。 

和泉委員：子供ファーストのためには、干渉にならない大人の関わり方がもの

すごく問われるし、そこのさじ加減が難しいと思います。今日はこれがある

よ、あれがあるよとやってしまうのではなく、準備の段階から、例えば跳び

箱をやりたいという子がいたら、じゃあ跳び箱をやるにはどうすればいいか

という関わり方をしないと、先ほど言った自己選択するプロセスを踏まずに

終わってしまうと思うのです。そこはやはり難しいのかなと思いました。絵

を描きたい子に対して全部大人がやってしまわない。大人がただ見守る、待

つというすごく難しいところが肝要なのだろうと思いました。 

平岩氏：全くその通りだと思います。先日の NHK の放送では体操の様子が映さ

れましたが、あれは比較的習い事然としているといいますか、申し込んでも

らって、毎週決まった子がきているという形になっています。一方で、家庭

科室で自由に過ごすと決めた子供たちは、自分たちでおうちごっこをすると

決めていたりします。もちろん絵を描くにしても、アートのプログラムとし

て用意する場合は先生がガイドラインを示す場合もあるし、全く自由に描く

場合もあるという感じで、要は両方のバランスかなと思っています。どちら

のニーズがあるとしても、私たちの考え方のベースとしては、子供たちの主

体、自己選択とかにあると思っています。スキルを上げるために習い事っぽ

くやりたいというニーズもあるので、そういう意味では、そこは取り入れな
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がらやっているという感じです。 

市長：教育長から、いかがでしょうか。 

教育長：御講演ありがとうございました。平岩さんはなぜこういうことを始め

たのかなと、昨日 YouTube とかいろいろ拝見しました。そうすると、始めは

我が子のために何ができるかというところからスタートしたということを知

って、何か嬉しくなりましたね。私も先生方に、今は誰もが幸せを実感でき

る学校作りをしましょうと、日本財団の９か国調査も非常に気になって先生

たちにも示して、こんな現状でいいのかということを示しています。幸せの

学校作りのポイントは、やはり学びたいことが学べる、そして多様性が認め

られる、自分で決められるという、そういうことをキーワードにしようとい

うことで今はやっているのですけれど、まさにそれが放課後の中で実践され

ているのかなと思いました。私はやはり教育長として学校も居場所であって

ほしいし、そこで子供たちが幸せや楽しさを感じてほしいと思っています。

そういう時に放課後がこのように幸せに感じられたら、学校が好きになり、

放課後が好きになり、それによってまた学校が好きになるという好循環がで

きて、本当にすごいなと思いながら聞いていました。立場上、これを進める

ためにはどうしたらいいのかなということを考えながら聞いていたのです

が、やはり気になったのはプログラムの選定ってどうされているのかなとい

うこと。それから、学童との共存というところで、学童が納得の上でできる

のかと。学童そのものをなくして放課後アフタースクールにするという方法

もあるでしょうけれども、共存するという方法もあり、その時に難しさはな

いのか。それから、先生方が教育委員会と何時間も協議しましたというふう

にありましたけれども、私たちだけで本当に説得できるのかどうかというこ

ともあり、そういう時にお力を貸しいただければということ。それから、今

までやってきた中で難しい点といいますか、苦労してきたところがあれば教

えていただきたいなと思います。もう一つは、市民先生の見つけ方と、これ
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はボランティアでいいのかどうかとか、そういうところも教えていただけれ

ばと思います。 

平岩氏：最初のプログラムの選定のところは先ほどの議論がそうかなと思いま

す。次に学童との共存ですね。今日紹介したのは学童の機能があるアフター

スクールを紹介したのですけれど、そうでない、放課後教室を充実させる形

でのアフタースクールというのも私たちは引き受けております。東京都台東

区でやっているのはそのパターンですけれど、学童は学校外にあるので、そ

れはそれでそのままやってもらっていて、そちらが溢れてしまうのも含めて、

放課後子供教室としてのアフタースクールもあり、どの子でも来られる形で

毎日やるというパターンもあります。そうすると共存する形にもなりますし、

１、２年生の間は学童を中心に過ごすのだけれど、３年生以上になってくる

とアフタースクールを中心に過ごすという子も多いです。もう一つ、東京都

千代田区では学童と放課後子供教室を校内で別々に設置するのですけれど、

我々が運営団体として一つでやっているパターンもあります。全部一緒にし

たのを一体型と呼んでいますが、千代田区のような併存型、あとは放課後子

供教室と別々にしてやるというパターン。いろいろありますので、その辺り

は何とかなるかなと思っています。それから、先生へ説明する際の協力につ

いては、もちろんぜひと思っておりまして、逆に言うと先生たちの信頼がな

いと成り立たないことですので、私たちの理念であったり、いろんな人たち

が実際に活動していることを、顔を合わせて進めていくことは大事かなと思

っています。確かに最初は、難しさからスタートすることが多いのですけれ

ど、やはり何と言っても我々は校内におりますので、段々とコミュニケーシ

ョンを取りながら信頼関係が生まれていくことが多いです。学校外にいると

どうしても、先生たちと一緒にできないケースが多いと思うのですけれど、

校内にいるといろいろ協力関係が生まれていきます。信頼関係を積み上げて

いくことが一番重要で、私たちには私たちで学校をサポートできることもあ
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ります。新型コロナの時は典型的に手を合わせた訳なのですけれども、学校

の方が閉まってしまうと私たちが朝から開けることになり、対応していくこ

とになりました。台風とか災害の時もそういう対応をとることがありまして、

朝から学校に行くことが難しい天候とか、そういう時にもどうしても働きに

行かなくてはいけないという方がいると、アフタースクールを急遽朝から対

応させていただいて、どうしてもという方だけお預かりすることもあります。

そういう時はスタッフも通勤の心配がありますので、前日から学校の近くで

泊まらせてもらって、必ず朝から開けられるような対応をすることもありま

す。もう一つ、これは一つの学校だけのケースですけれど、１学期の初めは

学校の先生たちがすごく忙しくて、新年度がスタートして何日かですぐクラ

ス開きをすることになるのですけれど、春休みを伸ばしたいというニーズを

持った学校がありました。その間に先生たちがゆっくりちゃんと話して準備

をしたいのですと。それで春休みのアフタースクールの期間をちょっとだけ

延ばしてくださいと言われた学校があって、それはお引き受けをして、我々

が頑張りますのでその間に先生たちはチームビルディングをしてください

と。その学校は、夏休みのアフタースクールは先生たちが１日１人ずつ来ま

すよと言ってくれて、そうすると先生たちはすごく良かったと言ってくれま

した。子供たちの夏休みの顔が見られたし、本当は子供たちに伴走したくて

先生になったようなものだったから、普段クラスでは叱らなくてはいけない

ことが多いけれど、本当に楽しかったなんて言ってくれました。そのような

ことも含めて、協力関係がいろいろなところでできてきます。私たちは先生

が授業で最初に教えるということを大事に考えていて、例えば、星座のこと

などを先にアフタースクールではなるべくやらないようにしようと思ってい

ます。やはり授業で初めて聞いた感動があると思いますので。ただし、それ

をもっと深めたいとなった時、もっと時間が欲しいという時に、放課後に生

物の探求をしている子とかの姿はとてもいいなと思います。そういう協力関
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係を積み上げていく中で、難しさになるのは、校長先生が変わったりすると

それらが一からになってしまうようなケースはあるなと思っています。最後

に、市民先生の見つけ方というところでは、実は本当に人づてが多くて、こ

んな時代ですけれどインターネットでどうこうということはほとんどなく

て、やはり人づてが私たちも安心できるというところがあります。とはいえ、

私たちもそういう人たちには一筆いただいていて、例えば、当たり前ですけ

れど子供に体罰をしませんよねとか、最近は写真を撮って SNS へ上げてしま

うみたいな心配もありますので、そういうのは絶対にしないでくださいとい

うのをしっかり握って、守りを固めながらやっています。ボランティアのケ

ースと、交通費程度の１日 1,000 円程度をお支払いするケースとの両方があ

りますが、少しはお支払いするのが一番いいかなとは思っています。全くゼ

ロだとこちらもお願いしますばかりになってしまうのですが、こちらも普段

からお願い事は多いので、少しお支払いするのが長続きする秘訣かなと思っ

ています。 

教育長：この前の会議で宿題と家庭学習の違いという話も出ましたが、私は家

での学習はこれをやりなさいと課すものではなくて、自分で勉強したいもの

を勉強する、それが家庭学習だと思っています。そういう学習環境をフォロ

ーしていただけるのであれば、非常にいいなと思います。 

市長：今日はこども育成課も来てくれていますので、せっかくですから聞きた

いこととか、どうですか。 

こども育成課：放課後 NPO アフタースクールさんとは、昨年、住友生命保険相

互会社を通じて、茎崎第三小学校で太鼓の体験プロジェクトを開いていただ

いていた御縁があります。つくば市には児童クラブとは別に、各小学校に児

童館があり、そこは児童クラブ員ではない一般児童が放課後の居場所として

利用しているのですが、今年度についても、子供たちの意見を聞いて、今後

どういうイベントをお願いしたいか検討していきたいと考えています。大変
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人気があり抽選で決定するようなので、昨年茎崎第三小学校で当選した時は

大喜びで実施していました。大変魅力的なプログラムですので、今後も一緒

にできればと考えております。お伺いしたいのは、我々も放課後子供教室を

学校の施設をお借りして、無料でイベントを開催しているのですけれども、

例えば学校の水道を壊してしまったとかガラスを割ってしまったとか、そう

いう時のトラブル対応はどのように対応しているのでしょうか。 

平岩氏：住友生命保険相互会社の件は全国 50 か所に毎年訪問しておりまして、

多くのオファーを頂いているので抽選とさせていただいておりますが、企業

の力を借りるソーシャルデザインという事業の中で導入したものです。質問

いただいた施設との共存については、ここは悩みの一つでありますが、放課

後は放課後の保険に入っておりますので、我々の方で何か壊してしまったと

かがあれば、もちろん我々の方で直して対応するということになります。た

だ前提としては、施設をお借りしているからにはきちんと使って、使う前よ

り綺麗にして返そうとよく言っているのですけれども、そういう気持ちで使

っています。やはりベースになるのは信頼関係かなと思うので、我々が綺麗

に使って綺麗に戻して、万が一何かあれば、我々の方で補償させていただい

ています。 

市長：今までの話をお聞きしていると、関わり方は自治体ごとに相当柔軟にカ

スタマイズされているような印象を受けましたが、そういう認識で大体合っ

ていますか。 

平岩氏：その通りです。 

市長：教育大綱とかも見てくださったようで嬉しいですけれども、管理から自

己決定とか、認知能力の偏重から非認知能力の再認識みたいなことが、まさ

に実践をされていると思いましたし、私が一番思ったのは、親のための、預

けるための施設ではなく、子供が本当に自由に、そして楽しみながら学んで

いくという、子供の権利ってこういうことなのだろうなということをすごく
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感じました。これはやはり、北欧の人たちなどに聞くと、少子化対策のため

に保育所を造るとかではなくて、子供のために必要なものを整えるというこ

とが徹底されていると思うのですけれど、それをまさに実践されているのだ

ろうなということすごく感じましたし、私も教育長と一緒にオランダのイエ

ナプランを見てきましたが、異学年との学びという意味でも平岩さんがおっ

しゃったように、上の子が下の子に教えるという行為を通じて自分も育って

いくみたいな、いろいろな要素がものすごく詰まっているだろうなというこ

とを感じました。和泉委員がおっしゃることは、実は私も最初にパンフレッ

トを見た時は同じようなことは感じました。ただ、いろいろな選択肢がある

中で、習い事寄りのものあれば、本当にただゆるゆると過ごすような場所も

両方あるということなので、放課後アフタースクールはもう一つの学びの場

所であり、子供たちが安心して居られる場所にもなっているだろうなという

ことはすごく感じました。当然、行政の場合はプロセスがありますので、す

ぐに平岩さんのところでぜひお願いしますということは難しいですけれど、

公正なプロセスを経た上で、もしご一緒できる機会があればいいなというこ

とを感じました。皆様の所感もおおよそそういうところで合っていますでし

ょうか。 

柳瀬委員：先ほど、台東区のお話がありましたが、台東区の児童館に関わった

ことがありまして、その時も子供たちはものすごく遊ぶのですよね。遊びの

伝統ができていて、野外まで体験したいということでつくば市まで来ていろ

いろな遊びをしていました。やはり学校を使うと、どうしても学校寄りに近

づいていって、きちんとプログラムする、管理しなくてはということで、校

庭に穴を掘ったりとか、そういう遊びはちょっとまだ制約がかかるのかなと

思うのです。私は校庭が大事だと思っていて、隙間がいっぱいあるじゃない

ですか。子供たちは隙間に居たがると思うのですけれど、きちんとプログラ

ムしてしまうと、そこまでちゃんと目が届いているのかと、そこまで子供た
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ちのケアをするためには、相当スタッフのスキルが高くないとできないなと

思うのですが、その辺りはどうですか。 

平岩氏：スタッフには学びとか研修を続けているつもりです。私たちのような

仕事をやりたいと思ってくれる人たちは結構いらっしゃるというのが私たち

の認識です。子供に関わるって本当に素晴らしい仕事だなと思いますし、学

校の先生にはならなかったけれど、子供には関わりたいという方は結構いら

っしゃるという印象です。きちんとそういう方を見つけて育てることができ

れば、人材の確保も十分できるのではないかと思っています。余白という言

葉をよく使うのですけれど、やはり子供たちの学校生活にはあまり余白がな

い感じがしますので、積極的にこういう箱を造って、さっきおっしゃってい

ただいたぼーっとする時間も大事ですし、昼寝したって構わないと思います

し、そういう余白を作るためにこの放課後の時間を使っていると思います。 

市長：先ほど不登校のお話がありましたけれども、つくば市も今、校内フリー

スクールを順次整備していて、今年は全中学校と大きい小学校には入ってい

て、来年には全ての小学校入るのですけれど、ある意味、放課後は校内フリ

ースクールみたいになっているような認識でいいですかね。 

平岩氏：見た感じの雰囲気とかムードは、そういう感じだと思います。 

市長：自由に、何もやらなくてもいいということですね。 

平岩氏：そうです。 

教育長：昼間は学校に来なくて、放課後だけ来るような子もいますか。 

平岩氏：月曜日から土曜日までアフタースクールをやっている学校で、金曜日

までは学校に行っていないのだけれど土曜日のアフタースクールだけ来ると

いう子がいます。そこで子供たちとの関わり合いもできますし、先生たちに

とっても完全に家に引きこもってしまうとなかなか接点がないのですが、私

たちが土曜日の様子を報告していますので、それはそれで良いと思っていま

す。そういうことを経てまた学校に戻って来るケースもありますし、あるい
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はクラスでうまくいかなかったことが放課後でいろいろリセットされていく

ということもありますので、未然防止という観点もあるのかなと思います。 

倉田委員：私が感じたのは、やはり学校との連携がものすごく大切だというこ

とです。学校かアフタースクールどちらかに任せてしまうのではなくて、お

互いに協力して、子供たちを認めるというか、そういうことが一番重要なこ

とだと感じました。お互いに協力して、一人の子供をいろいろな方向から見

て援助するということができると思うので、責任の所在とかではなく、お互

いに協力しながら子供たちに提供していくということが重要かなとつくづく

感じました。 

平岩氏：そうですね。同じ子供を協力してそれぞれの目線から見てあげるとい

うところで、同じ子供なのだから、というのはよく校長先生がおっしゃって

くれることですね。学校の先生たちは本当に忙しいですので、社会にいる人

たちが、いかに学校や保護者に力を差し上げられるかという、その時間とし

て放課後を使っているという感じです。 

成島委員：恐らく、このプロジェクトを見て反対する保護者ってほぼいないの

ではないかと思います。むしろ、もっと早く始めてくれれば良かったのにと

いう声が多いのではないでしょうか。いろいろな形があるとは思うのですけ

れど、一番の魅力は学校を比較的、月々の価格を抑えて利用できるところだ

とは思うので、小規模でもいいから始まるといいなというのが一人の親とし

ての印象ですし、個人としては、今私が家で子供たちを見守っていることが

お給料になるのであればぜひ、という印象なので、そういう意味でも始まっ

てくれたらありがたいなと思いました。 

和泉委員：話を聞いているときに私も不登校支援のことがずっと頭にあって、

去年１年間の議論の中でも、とにかく今は不登校の原因が余りに多様で、と

にかく選択肢を増やすことが大事ではないかということを話してきたという

意味でも、これはすごく大きな選択肢の一つになるなと思いますし、放課後
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デイに通っている発達支援の子供たち、もしかしたらあの子たちもここであ

れば行きたいなと思うかもしれないと思いました。あとは家庭の経済的な理

由による体験格差の解消にもなるのかなと思いました。 

平岩氏：そうですね、生活保護とかの家庭さんには無償でという措置もありま

す。 

和泉委員：やはり小中学校は無償で通える場所ではあると思いますし、そうい

う意味で体験格差を縮小させるためにもいいと思いました。本当にしつこく

て申し訳ないですが、やはり大人やスタッフが子供の権利条約をきちんと理

解して、どれだけ尊重できるかというところが本当に大切だと思います。私

たちはどうしてもついつい並ばせてしまうとか、何かやらないのかと言って

しまうとか、結構怖い無自覚なものがあるのではないかと思っています。や

はり放課後は脱学校化の時間だと思っていますので、すごく期待しています。 

市長：今日はあまり発達に課題がある子供たちの話題がなかったですけれど、

実際にはそういう子供たちも来ていますか。 

平岩氏：来ています。最初の方は支援が必要で、ある程度マンツーマン的につ

けていく必要がある時期もありますが、段々と離れていけるケースが多いで

す。やはりご家庭だけで見るのはものすごく厳しい子もそれなりにいらっし

ゃって、学校の教室はもちろん先生たちが居てくれるのですけれど、なかな

かそこでも活躍できないケースが多い。そうすると放課後でそういう子たち

が活躍したり、ちょっとでもいいところを見つけていったりすると、段々と

良くなってくるところがあるので、そこは力を発揮できている領域かなと思

っています。 

市長：教育長、どうでしょう。仮にこれをどこかで１か所でもやるとしたら、そ

れは校長先生が乗り気かどうかがスタートになりますか。 

教育長：これを正しく理解したら、きっとどの校長もやりたいと思います。で

すから、きちんと説明ができて、良さを共有できるか、そこにかかっている
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と思います。 

柳瀬委員：コミュニティ・スクールの話し合いの中で話題にするということも

ありますか。 

教育長：それもありますよね。本当に密接に関係していると思います。 

柳瀬委員：コミュニティ・スクールの先駆けになっている吾妻学園の方で、ど

うでしょうかね。保護者から要望があって、市民先生がどんどん手を挙げて

ということであれば、つながると思います。 

市長：それでは、そろそろ時間になりますので、よろしいでしょうか。皆様、全

体としては前向きに捉えてくださっているということなので、一旦、私と教

育局、それからこども育成課も入れて少し議論をして、平岩さんたちにもい

ろいろ御相談や御指導いただければと思います。また総合教育会議でも共有

させていただきます。最後に、平岩さんからひと言お願いします。 

平岩氏：本当に長時間にわたってお話を聞いていただきありがとうございまし

た。今日の夜はクローズアップ現代の放映がありますので、参考までに見て

いただければと思います。少なくとも今日皆様に共有できたのは、放課後の

時間ってやはり大事だなとか、子供たちが自分で決めるとか余白の時間が大

事だなとか、今は学校や保護者だけで頑張っている状態ですので、社会全体

で支えていくことが大事だなと、その辺が伝わったのであれば本当に今日は

来て良かったと思いますし、我々にお手伝いできることがあれば喜んで参り

ますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。本日はありがとうござい

ました。 

事務局：ありがとうございました。以上をもちまして本日の会議は終了となり

ます。本日はお忙しい中ありがとうございました。 

 

 

以上 
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放課後からの教育改革

平岩 国泰

つくば市総合教育会議



⾃⼰紹介
放課後ＮＰＯアフタースクール代表理事
新渡⼾⽂化学園理事⻑
渋⾕区教育委員

・現在、49歳
・学⽣、野球に熱中、慶応義塾⼤学経済学部卒業
・22歳、株式会社丸井グループへ就職
・30歳、⻑⼥誕⽣、放課後ＮＰＯの活動開始
・35歳、放課後ＮＰＯアフタースクールを法⼈化
・37歳、会社を卒業し、教育に専念
・39歳、⽂部科学省中央教育審議会委員
・43歳、渋⾕区教育委員
・45歳、新渡⼾⽂化学園理事⻑

学校も放課後も
公⽴も私⽴も

現場も教員委員会も

2



私たちの問題意識



4

⽇本の学⼒は⾼い

（出典）国⽴教育政策研究所資料

⽣徒の学習到達度調査（PISA2018）



5

⽇本の18歳は、幼く⾃⼰有⽤感が低い

（出典）⽇本財団「18歳意識調査」第20回 テーマ：「国や社会に対する意識」（9カ国調査）

⼦どもを⼦ども扱いしすぎること
社会との接続がないことは
⽇本の学校教育の致命的な⽋点



6

いじめは過去最多

学年別
⼩2：10.1万件
⼩1：9.6万件
⼩3：9.5万件

＜出典＞⽂部科学省



7

不登校も過去最多

不登校の⼩中学⽣は21年度に24万4940⼈と過去最多を更新
前年度からの増え幅も24・9%と過去最多 ＜出典＞⽂部科学省



8

⼩学校の暴⼒⾏為も過去最多

⼩学校の暴⼒⾏為が近年急増（8年前の5倍に）
⼩学校では⽣徒間暴⼒が前年⽐1.2倍に

⼩1〜３が
拡⼤傾向

＜出典＞⽂部科学省



9（出典）内閣府総合科学技術・イノベーション会議教育・⼈材育成ワーキンググループ（第2回）資料

学校の先⽣の役割が肥⼤化



10

職員室は多様性に⽋けています

2020年度公⽴校教員採⽤試験（出典）内閣府総合科学技術・イノベーション会議教育・⼈材育成ワーキンググループ（第2回）資料



放課後を取り巻く環境



失われた３つの間

時間
とにかく忙しい
子どもたち

空間
子どもが襲われる
事件が相次ぎ、街から
子どもが消えた

仲間
「ひとりで家で」が中心

アポなしでは
友だちと遊べない

放課後がなくなった？
12



事件は放課後に起きている

13
(出典) 警察⽩書より作成
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20年で学童保育利⽤者は3.5倍に（学童保育数は2.4倍に）

14（出典）厚⽣労働省
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利⽤者︓139万⼈
施設数︓2.7万ヶ所



（出典）厚⽣労働省
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▼保育園と学童保育の待機児童数⽐較

待機児童から待機学童へ



放課後環境の変化（外遊び）

(出典)ｼﾁｽﾞﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ「『⼦供の時間感覚』35年の推移」より作成

▼外で遊ぶ時間の変化

この30年で外で遊ぶ時間はほぼ半減

2時間11分

1時間47分

1時間12分

1981年

2001年

2016年
約半減

外で遊ぶ時間



放課後環境の変化（友⼈）

（出典）児童の放課後活動の国際⽐較, 2012

1⼈で過ごす⼦も多い
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▼1週間のうち放課後1⼈で過ごした⽇数



（出典）総務省「平成28年社会⽣活基本調査」を基に作成

経済格差が体験格差に

18



保護者を悩ませる「⼩1の壁」「⼩4の壁」

⼩1の壁とは…
⼦どもが⼩学校⼊学後、仕事と家庭の両⽴が困難になる
社会問題。⼩学⽣の⼦どもを預かる学童保育の不⾜など、
放課後の過ごし⽅が主な要因。
（参考：⼩4の壁）…
学童保育が⼩3までで4年⽣以降の居場所を失う社会問題。
都⼼では多くが学習塾に吸収。最近「⼩3の壁」に低下。

⼦育てにおいて
「⼩１の壁」が最⼤の課題！

という声も

19



20
（出典）内閣府資料、ユニセフ⼦どもの幸福度調査 （2020年度）

⼦どもの精神的幸福度は厳しい状況
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⾃分⾃⾝に満⾜している
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スウェーデン（n=1051)

フランス（n=1060)

ドイツ（n=1049)

イギリス（n=1051)

アメリカ（n=1063)

韓国（n=1064)

⽇本（n=1134)

諸外国⽐較

そう思う どちらかと⾔えばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない

（出典）内閣府、我が国と諸外国の若者の意識に関する調査 （2018年度）

⽇本の⼦どもは⾃⼰肯定感が低い
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⾃分を肯定的に評価する感情

（出典）東京都教職員研修センター、⾃尊感情や⾃⼰肯定感に関する研究（2008年度）

⼩学⽣の
6年間が

⼤切です！！

⾃⼰肯定感は⼩3と中1で⼤きく下がる傾向



若者の居場所が減っている

（出典）内閣府『令和3年版⼦ども・若者⽩書（概要版）』をもとに作成

＊2019年度のデータ／⼩数点以下は四捨五⼊／15〜29歳対象（n=6000)

次の場所は、今のあなたにとって居場所
（ほっとできる場所、居⼼地の良い場所など）

になっていますか
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若者の居場所が減っている

次の場所は、今のあなたにとって居場所
（ほっとできる場所、居⼼地の良い場所など）

になっていますか

（出典）内閣府『令和3年版⼦供・若者⽩書（概要版）』をもとに作成
*15〜29歳対象（n=6000)

24



居場所があると希望が増える

居場所の数と
⾃⼰肯定感・将来への希望の関係

（出典）内閣府『令和3年版⼦供・若者⽩書（概要版）』をもとに作成
*2019年度のデータ/⼩数点以下は四捨五⼊/１５〜２９歳対象（n=6000)
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⼦どもたち・放課後の課題と⽅向性
⼦どもの幸福度が低い

（⾃⼰肯定感は⼩学校の6年間で底まで低下）

放課後の居場所が質・量共に不⾜
（三間の不⾜・ゲーム動画依存・経済格差＝体験格差・⼩1の壁）

学校・家庭に依存した状態から
社会全体を巻き込んだ⼦育てへ

学校・家庭で全てを背負うのは限界
（教員の多忙〜なり⼿不⾜、孤育て家庭）



放課後の価値



学校にいる時間（年）

1,200
時間

1,600
時間

放課後の時間（⼩学校低学年）

放課後や⻑期休み（年）

（出典）全国学童保育連絡協議会



放課後の価値



放課後と学校の違い

（出典）全国学童保育連絡協議会

変化の激しい新時代に求められる⼒は
放課後に培われる

学校
①

計画された学びを
しっかりと⼀⻫に⾏う

②
状況変化よりは

予定通り実⾏が⼤切
③

安定したメンバーの
もとに落ち着いて学ぶ

④
正解を出す

⼤⼈は35⼈に1⼈

放課後
①

⾃分の過ごし⽅を
⾃分で決める

②
状況は変化が⼤きく

それに合わせて過ごす
③

多様なメンバー
異学年とも遊ぶ

④
納得解を探す

⼤⼈は10〜20⼈に1⼈

⼈間の強みを
発揮する領域AIが得意な領域
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放課後は⼦どもたちの幸せと圧倒的に相性が良い

（出典）NewsPicks：慶応義塾⼤学前野隆司教授「幸せのメカニズムより」

選択肢があり
⾃⼰決定できる時間！

⾃分らしく
それぞれで良い時間！

正解/不正解なく
やってみようの時間！

いいね、できたね、
よくきたね、の時間！

幸せの4因⼦



放課後の価値
放課後は⻑い

（学校より学校外が⻑い）

放課後は成⻑のゴールデンタイム
（ゴールデンエイジ、⾝体・脳科学の視点からも）

放課後は⼦どもたちの幸せと相性が良い！！

学校では難しい6つの価値
（⾃由、挑戦、夢中、多様、社会、仲間）



放課後NPOの活動



組織のビジョン



アフタースクール

⼩学校施設を活⽤した
アフタースクールを21校開校

開 発

⾃治体と協働した
⽇本全国の放課後活性化⽀援

ソーシャルデザイン

企業と連携した教育活動を全国に
200社以上と協働

・2009年法⼈設⽴（代表理事：平岩 国泰）
・スタッフ数330名（常勤スタッフ95名）
・東京都⼥性活躍推進⼤賞、東京ライフ・ワーク・バランス認定企業
・グッドデザイン賞4回 キッズデザイン賞5回受賞



アフタースクール

⼩学校施設を活⽤した
アフタースクールを21校開校

開 発

⾃治体と協働した
⽇本全国の放課後活性化⽀援

ソーシャルデザイン

企業と連携した教育活動を全国に
200社以上と協働



アメリカのアフタースクールをモデルに

学校施設を活⽤、ＮＰＯが運営
・ミッションは「⼦どものドロップアウト防⽌」
・学校施設を活⽤し、市⺠先⽣の複数のプログラムが同時進⾏
・市が資⾦投⼊、社会インフラとして成⽴



アフタースクールの３つの特徴

①学校で開催 ②いつでも誰でも ③市⺠の参画

合言葉「TVゲームより楽しく、塾より学べる」

アフタースクールとは



学校活⽤のメリット

①安⼼・安全

②場所資源

③低コスト

移動の⼿間がなく、安全性が⾼い、耐震設備も安⼼

⼦どもたちの多様な活動を叶える場がある＝3密防⽌
（グラウンド、体育館、理科室、家庭科室、図⼯室etc）

家賃負担が無く、運営費をコストダウン

④仲間

⑤スピード

家庭の状況を問わず、多くの仲間と過ごせる場

物件探し・内装などの⼿間がなく、即開校可能

⽇本全国にある学校施設を使い切ることが放課後対策の⼀丁⽬⼀番地！



（出典）株式会社⽇本総合研究所「平成２９年度⼦ども・⼦育て⽀援推進調査研究事業総合的な放課後児童対策のあり⽅に関する調査研究報告書」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000520480.pdf

保護者のニーズは「学校活⽤×豊富なプログラム」

放課後に利⽤したい施設

保護者の放課後ニーズ
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⼦どもたち主体の放課後

41



市⺠の参画

42

アフタースクールには市⺠先⽣がいます



⼦どもたちが選択し、主体的に活動

43



⼦どもたちの⼼の変化

44

（赤字がアフタースクールの子ども・保護者）

自分の得意な
ことがある

91％
（一般63%）

自分に
自信がある

61％
（一般30%）

新しいことに
挑戦したい

80％
（一般49%）

親

安心して
仕事が出来る

78％
（一般35%）

学校が
好きである

76％
（一般70%）

友達が
たくさんいる

80％
（一般40%）

学校
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「放課後に自分を好きになる」



アフタースクール

小学校施設を活用した
アフタースクールを21校開校

開 発

自治体と協働した
日本全国の放課後活性化支援

ソーシャルデザイン

企業と連携した教育活動を全国に
200社以上と協働



現在の⽴ち位置

47

ロードマップ 「アフタースクール、全国で！」

①「学校を活用したアフタースクール」を作る

②「理想のアフタースクールモデル」を作る

③「アフタースクールモデル」を全国に伝播する

イマココ

黎明期

活動開始

⽴上期 拡⼤期 充実期 伝導期
2004 2009 2014 2016 2020

法人立上げ
開校（協働）

開校（直営） 学校数拡大
理想モデル確立

モデル校運営
全国への拡大



放課後⽀援メニュー

①直接運営
⼀体型

放課後⼦ども教室
モデル校運営

③放課後
活動充実⽀援

プログラム
市⺠先⽣

コーディネート etc

④⼈材育成
研修

基本安全管理
マインドセット
⼦ども対応 etc

②新規
⽴上げ⽀援

アフタースクール化
新規開校⽀援

etc
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全国の放課後を豊かにする開発チーム

（千葉市）
放課後⼦供教室活性化

（南あわじ市）
アフタースクール展開

（三鷹市）
放課後活性化
（港区）

重度障害児⽀援
（世⽥⾕区）

⼩学校総合学習⽀援

（芦屋市）
放課後プログラム提供

（鎌倉市）
放課後活性化（津島市）

放課後活性化

（泉⼤津市）
放課後活性化

（川崎市）
学校を核とした地域づくり



南あわじ市の事例

学童保育→アフタースクール化
（2019年〜順次）

市⺠先⽣の公募

市内全15校を学童保育からアフタースクールへ転換
市⺠先⽣も⼤活躍

将棋を教える
市⺠先⽣

50

④⼈材育成研修②新規⽴上げ⽀援 ×



アフタースクール

⼩学校施設を活⽤した
アフタースクールを21校開校

開 発

⾃治体と協働した
⽇本全国の放課後活性化⽀援

ソーシャルデザイン

企業と連携した教育活動を全国に
200社以上と協働



ソーシャルデザイン

52

企業の資源×私たちの活動ノウハウ
全国の子どもたちに生きた教育が行き渡る



53

企業協働プロジェクト

ソニーグループの技術を
⽣かした8つの教育プロ
グラムを開発
教育格差縮⼩を⽬指し、
全国に出張授業

⽇本全国︓年50カ所
本物の体験を提供

最強の野菜ジュースレシ
ピを開発。⾷育の学校授
業にも

視覚に障がいのある社員
先⽣と⼀緒に、⼦どもた
ちに「⾒る」ことの⼤切
さを学ぶ機会を提供



その他のパートナー企業

54

＆ MORE︕︕



今までの実績

55

アフタースクール
開校数

21校

プログラム数

500
種類

連携企業数

300
社

市民先生数

10,000
人

累計参加子ども数

100
万人



社会変⾰に向けて



岸⽥総理との⾞座対話
（2022.10.11）



放課後の課題

58

「孤育て」による⼩１の壁・⼩４の壁
・地域とのつながりがない保護者が多数
・放課後の課題により、仕事と家庭の両⽴が困難

経済格差が体験格差に
・家庭の収⼊により、⼦どもの体験に格差が発⽣
・学校活⽤で格差が突破できるが、縦割り弊害もあり学校活⽤は進みが遅い

放課後の居場所がない
・放課後に起きる事件、時間・空間・仲間の消失、ゲーム・動画への依存
・学童保育は量だけでなく、質の⾯でも進化の余地が⼤きい



岸⽥⾸相の発⾔

59

2023年頭記者会⾒

「異次元の少⼦化対策に挑戦し、⼤胆に検討を進める」
①児童⼿当などの経済的⽀援の強化
②学童保育など⼦育て家庭を対象にしたサービスの拡充
③働き⽅改⾰の推進と制度充実

2022.10.11 岸⽥⾸相⾞座についての報道

岸⽥総理⼤⾂は、11⽇午後NPO法⼈を訪れ、⾞座で意⾒を交わしました。
岸⽥総理⼤⾂は、
⼦どもの貧困の解消に取り組む⾃治体向けの交付⾦の上限額を⼤きく引き上げること、
⼦どもの居場所づくりのモデル事業を新たに創設することを、
今⽉まとめる総合経済対策に盛り込む⽅針を明らかにしました。



⼩倉⼤⾂への答申
（2022.11.2）

外遊びを推進する会と協働



⼤⾂申し⼊れ当⽇の様⼦

61

6名の⼩学⽣が参加



⼦どもたちの主張
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⼦どもたちの主張
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政府・自治体向けメッセージのまとめ
（子どもたちの声含む）

「友達と⾃由に遊びたい！」という⼦どもの声叶えたい
（外遊びできる、家庭の事情を問わない、⼦どもの意志を叶える居場所）

「学童保育増」を越えた放課後づくり
（学童の限界…施設不⾜・⼦ども分断・⼩3まで、全ての⼦に豊かな放課後を）

「学校活⽤×地域協働」の放課後づくり
をデザインしたい



エピソード



ある男の⼦のエピソード

66

少年のお⺟さまからお⼿紙

あの頃彼は自分に自信がなく、元気を失いがちでした。勉強も運動も苦手で、不器用で幼く、友人も少ないので楽しくない学校生活を送っていました。

そんな時にアフタースクールのチラシを見つけました。息子は料理に興味があった上、講師も日本料理店をなさっている方と伺って、申し込みました。

市民先生の教えてくださる日本料理は、とても美味しかったそうです。だしの取り方から教えていただき、本来の味の美味しさに気がついたそうです。

数回重ねると息子は、先生の指示通りに調理器具や調味料をテキパキと出せるようになり、本当にお店の厨房で働いているような感覚を味わったよ
うす。男の子が少なかったこともあり、「弟子」のように可愛がっていただきました。

学校生活に楽しみがなく、不器用で自信を失っていた息子は、先生に信頼されて嬉しかったそうです。自信がつきました。

料理教室を体験し、視野が大きく広がりました。息子のできる面を私も気づくことができました。息子自身のものの見方も変わり、学校生活でのスト
レスも軽くなり、同級生とのかかわりもとても良くなりました。偏食もいつの間にか直りました。

中三になった今では、私がいない時に一人で台所を仕切り、家族に料理を食べさせてくれるので大変助かっています。将来は、料理の方に進むこと
も考えているそうです。

アフタースクールに出会えたことが息子を笑顔にし、目を輝かせてくれました。アフタースクールの方たちに支えられて、ここまで健やかに成長できた
気もします。
子どもに自信がつき、笑顔を見せてくれることで、私も元気になれました。
このような機会を与えられたことに大変感謝をしています。
ありがとうございました。

「君がいないと困る」



この時起きたこと
好きなものに出会った！
（学校では⾒つからない領域）

居場所ができた！
（ありのままを受け⽌め、伴⾛し、必要としてくれる⼈）

放課後×市⺠参画で
⼦ども・保護者・学校の⽀援ができる

保護者と共有できた！
（⼈と⽐べずに、⾃分のいいところを⾒てくれる）
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「親でも先生でもない
市民だからできることがある」



これからの放課後



⼦ども関連の動き

こども基本法 ＆ こども家庭庁

2023年4⽉1⽇始動！！
70

（出典）⽇本財団・こども家庭庁



こどもまんなか機運の⾼まり

こども家庭庁

⼦どもの声を聴く取り組みが各地で起きた！！

⽇本財団
こども1万⼈意識調査

NHK
君の声が聴きたい

71
（出典）こども家庭庁・⽇本財団・NHK



⼦どもの権利条約

72
（出典）仙台市HP



キーワードは居場所

73

こども家庭庁：⼤切にしたい視点
“いちばん⼤事にしたいことはあなたがそこに居たいと感じるか”

（出典）こども家庭庁



地域

メイン拠点
アフタースクール
・学校施設活用
・いつでも誰でも参加
・地域の市民先生

サテライト拠点

未来型こども食堂
（オンラインスクール）

＋
（フリースクール）

＋
（放課後食堂）

＋
（学習支援）

× ×
公園

スポーツ・習い事

図書館・児童館

「全ての⼦に居場所と出番を！」
学校にも学校外にも多彩な⼦どもたちの居場所がある地域

74
市⺠×企業×⾏政×社会全体からの応援



放課後に⼦育ての課題が集中しつつある
・保育園から⼩学校へ、⼩1の壁が最⼤の課題に、格差も放課後に発⽣

放課後から教育改⾰を！！
〜学校×家庭×地域の三位⼀体の教育〜

放課後は⼦どもの幸せと相性が良い
・学校・家庭の強い味⽅になれる、地域・社会の⼒を巻き込める

放課後は市区町村⾏政による⾃由度が⾼い
・学校よりも変化の速度がある、企業や研究施設も放課後に⼊りやすい

今⽇のまとめ



課題対応のパートナーに
・不登校・発達課題・インクルーシブ・感染症を学校と協働して対応

保護者・地域対応のパートナーに
・保護者の⾝近な相談相⼿、地域⼈材の⼊⼝となる

探究学習のパートナーに
・学校できっかけを得て、放課後に探究

学校活⽤の放課後づくりは、学校に強い味⽅を増やす



国内有数の150の研究施設
・放課後は⼦どもたちの探究に最適な時間

ヴィジョナリーな教育⼤綱
・⼦どもの「幸せ」を最上位に、学校と放課後のタッグで実現に近づく

地域愛のある素晴らしい⼈資源
・教職員、研究者、保護者、⾷に関わる⼈etcが増加中！

つくば市の素晴らしい資源をいかして！
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「社会で⼦どもを育てる」
⽇本中が⼦どもたちを応援する社会をデザインする

いつか⽇本が「世界⼀⼦どもが幸せな国」と⾔われますように



みんなで頑張ります！！つくば市の放課後を
ゴールデンタイムに！
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会 議 録 

会議の名称 令和５年度(2023 年度)第４回つくば市総合教育会議 

開催日時 令和５年(2023 年)７月 20 日（木） 

午後２時 45 分から午後４時まで 

開催場所 つくば市役所５階 庁議室 

事務局（担当課） 総務部総務課 
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者 

 

 

委員 

 

五十嵐市長、森田教育長、柳瀬教育委員、倉田教育委員、 

和泉教育委員、成島教育委員 

事務局 

 

《総務部》山田次長 

《総務課》沼尻課長、高野課長補佐、木口係長、鈴木主査 

《教育局》吉沼局長、坂田次長、久保田次長、青木企画監 

《教育総務課》山岡課長、飯村課長補佐、谷沢主任 

《学び推進課》岡野課長 

《教育相談センター》久松参事兼教育相談センター所長 

《総合教育研究所》山田参事兼総合教育研究所長 

《生涯学習推進課》澤頭課長、色川課長補佐、飯島係長、 

渡邉社会教育主事 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ２名 

非公開の場合はそ

の理由 

－ 

議題 学校における芸術文化に関する取組について 

会

議

次

第 

１ 開会  

２ 議題 

  学校における芸術文化に関する取組について 

３ 閉会 
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＜審議内容＞ 

事務局：本日はお忙しいところ御出席いただきありがとうございます。ただい

まから令和５年度第４回つくば市総合教育会議を開催いたします。本日の会

議は午後４時までを予定しております。今回は、学校における芸術文化に関

する取組について意見交換を行います。なお、会議録の作成には、AI 議事録

を使用しておりますので、御発言の際には必ずマイクの使用をお願いいたし

ます。それではここからの進行は市長にお願いいたします。 

市長：お集まりいただきありがとうございます。前回は放課後 NPO アフタース

クールの平岩さんをお呼びして、「放課後からの教育改革」ということで、非

常に有意義な話を聴けたと思いますが、これについては庁内で、どういう形

で居場所作りをしていけるかというのを具体的に考えていきたいと思ってい

ます。それから、これまでの会議で家庭学習の在り方も議論になっています

が、有識者の方もお忙しく、10 月になる予定です。家庭学習について知見の

ある方を呼んで、それを踏まえて議論したいと考えています。今日は、この

会議でも度々話題になっている、学校における芸術文化の在り方について議

論したいと思っています。来年度はしっかりと予算も含めて充実させていく

ということは話しており、担当課でいろいろと考えてくれているものがある

ので、それを一つのたたき台にして、現実的にどういうことができるかとか、

もっとこういうことをするべきなのではないかとか、そういう話をできれば

と思っていますので、よろしくお願いします。それでは、教育総務課から簡

単に資料の説明をお願いします。 

事務局：教育総務課の山岡です。よろしくお願いいたします。まず資料１につ

いて説明させていただきます。「豊かな心育成事業」とありますが、こちらは

児童生徒の情操を深め、豊かな人間性を育み、社会力を育成することを目的

として、学園単位で芸術鑑賞を行う際の支援を行うとともに、６年生を対象
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に劇団四季の観劇を行っている事業です。令和４年度の実績は資料の表にあ

るとおりです。これは毎年予算を取っておりますが、希望制になっておりま

して、希望があった学園に対して全体の予算を均等に配分して、各学校で団

体等を招く形になっています。もう一つの大きな事業として、劇団四季の観

劇事業があります。ここ数年は新型コロナウイルスの影響により、令和２年

度は中止、令和３年度及び令和４年度はオンライン配信により、学校で観劇

しています。資料の裏面に移りまして、教育総務課で予算を持っている事業

のほかに、学校独自で文化庁の補助制度を利用して、芸術家の派遣事業や学

校巡回事業として劇団、オーケストラを呼んだりする事業も行っております。

令和４年度の実績が、こちらに記載したとおりです。また、令和５年度の申

請状況についても記載しています。その他、芸術鑑賞体験を目的として、学

校独自で校外学習として陶芸体験や美術館等に行くような機会も設けていま

す。資料１は、現状として学校で芸術に触れる機会というのはこのようなも

のがあるということをお示ししています。資料２は、今後新たに芸術文化の

鑑賞をより充実させていくために、新規の事業として教育総務課で考えてい

る案を掲載しています。支援の対象をどこにするかということで、三つに分

けております。学校対象というのは、これまでは学園単位だったものを学校

ごとに予算をつけていくということで考えています。クラス対象というのは、

学校よりもっと狭い範囲で、より講師と児童の触れ合いを深めるため、より

少人数で実施することを考えています。個人対象については、児童生徒一人

一人にクーポンなどを配布して各家庭で芸術鑑賞を行っていただくもので

す。特に学校対象については、これまでは学園単位だったものを、市内の児

童生徒全員が１年に１度は芸術文化に触れる機会を設けることができるよう

に企画したものとなっています。これまでは予算が少なかったこともあり、

なかなか呼びたくても呼べない団体等がありましたので、50 万円くらいあれ

ばある程度の団体が呼べるのではないかと考え、１校当たり 50 万円として試
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算しています。クラス対象については、対象とするクラスは学校で決めてい

ただくことを想定しており、予算額としては現在最もクラス数が多い小学校

２年生の 92 クラスで、１クラス当たり 20 万円として試算しています。個人

対象については、全児童生徒数約 22,400 人に 1,000 円を配分する予算設計と

しています。それぞれで想定される課題と成果については、記載したとおり

です。以上簡単ですが、よろしくお願いいたします。 

市長：ありがとうございます。皆様いろいろな知見があると思いますので、何

か思うところをまず聞いた上で、我々はどこを目指すのかということを議論

し、個別の事業に落とし込んでいくというプロセスがあるべきかと思います。

柳瀬委員、いかがでしょうか。 

柳瀬委員：いろいろあるのですけれど、まず芸術文化活動の推進ということは、

やはり教育大綱を見ていく上で、非認知能力を皆で認め合おうというところ

で、体験が大事だという話も出ました。その流れで芸術文化というのが非常

に大事な分野だということで、今日の会議があると理解しています。最初に、

「文化芸術」と「芸術文化」という言い方について改めて確認したいと思い

ます。国が「文化芸術」による成長戦略を打ち出したのがおおよそ 2000 年以

降です。それまでは「文化芸術」という言い方はあまりしていませんでした。

なぜ「文化芸術」という言い方をしたかというと、「芸術文化」と言うと、古

典芸能とか伝統芸能、それから生け花とか茶道とか、そういう文化が入って

こなかったのです。そういう狭い範囲の文化的なものを大事にしてきちんと

位置付けたいということで、「文化芸術」と言い始めたのです。それまでは

「芸術文化」というと、やはり芸術というのは創造的なものだという認識が

あったため、古典芸能が別になっていたのです。文化庁も、芸術と古典芸能、

つまり能や歌舞伎というのを並列していたのです。それをいちいち付け加え

るのは大変なので、「文化芸術」という言葉で包括しようとしたのです。です

ので、ここで言う文化というのはすごく狭い意味での文化なのです。あらゆ
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るものが文化なのですけれど、その中の古典芸能とか伝統芸能を文化と表現

したのです。それに対して文化庁では、やはり「芸術文化」というのは残して

ほしいということで、「芸術文化」という言い方をいまだに踏襲している場

面も多いです。文化庁の補助事業では、芸術分野と古典芸能というのを分け

て並列していて、「文化芸術」と大きくまとめていません。逆に「芸術文化」

と言った時に、芸術を小さく捉えるのではなくて、広く捉えていくと。古典

芸能や伝統芸能、茶道や華道なども芸術として認めていくこともできますよ

ねという、芸術の概念を広げていこうという一つの運動もあるのです。文化

を小さく捉えるのと、芸術を大きく捉えるという二つの流れがあって、今並

立している感じだと思います。国が言っているのは「文化芸術」で進めてい

こうということで、つくば市も「文化芸術課」がある訳です。その文化という

のは広い意味の文化ではなくて、狭い意味での文化を表現しているというこ

とです。「芸術文化」というのは、芸術を中心にした文化ということで、芸術

がメインです。だけど、その芸術を狭い芸術にしないで、あらゆる創造的な

活動、例えばアニメや漫画も含めて、いろいろな分野をアートに認めていこ

うという大きなスタンスで「芸術文化」と言っている流れもあるということ

です。第３期のつくば市教育振興基本計画では、新しく芸術文化活動の推進

ということを入れた方がいいのではないかということで、21 ページに入れて

もらいました。豊かな心の育成の中には道徳教育や人権教育、情操教育、そ

して芸術文化活動の推進、読書活動、いじめ防止をする取組という大きな項

目がありますけれども、そういうものが括られている事業ということです。

今までは豊かな心というのは、小中連携の事業として位置付けられていまし

た。小中連携は非常に大事だと思いますし、それに対していろいろな事業を

するのはいいけれども、やはり芸術文化は独立してやった方がいいと思いま

す。小中連携だと年齢の幅が大きくて、１年生から 12 年生（※後日「９年生」

と訂正）まで一緒に鑑賞するとなると、何をやっていいか分からない。恐ら
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く、それなら６年生で劇団四季を見るということが大きな事業として入って

きたと思うのですが、やはり 12 年間（※後日「９年間」と訂正）で１回鑑賞

するだけでは物足りなくて、年齢や発達段階に応じていろいろなものを体験

してほしいと思います。ですので、資料に書いていただいた、全ての児童生

徒が１年間に１回は鑑賞や体験をする機会を作るということが大きな目標に

なると思います。私は、予算が１人当たり幾らになるのかを計算してきたの

ですけれど、少ない時は 100 円に満たない。豊かな心育成の予算が、児童生

徒１人当たり 100 円前後なのです。子供が演劇やコンサートを鑑賞するには、

最低 1,000 円は必要だと思います。これを下限として考えると、１人 1,000

円かける人数というのがおおよその予算規模になるのではないかと思いま

す。市内の児童生徒が 23,000 人くらいですから、2,300 万円くらいの予算が

あれば、児童生徒が１年間に１回は何らかの鑑賞なり体験をするという目標

に近づくのではないかと思います。各学校が今までの少ない予算の中でも工

夫していろいろな活動をしているのを見ると、やはり先生たちは考えている

なと思います。けれども予算が少ない中で苦労されているのも分かるので、

もう少し予算があれば劇団を呼ぶとかコンサートをやるということができま

す。その時に概念を広げて、美術の領域も入った方がいいと思います。茶道

とか伝統芸能も含めて、学校でいろいろな工夫をして、うちはこういうこと

をやりましたということを共有できれば、すごく活性化すると思います。そ

ういったことを考えていますが、教育総務課としてはいかがでしょうか。 

事務局：ありがとうございます。改めてこれまでの事業を振り返ると、やはり

予算の面で難しいところがあり、呼びたい団体が呼べないという話は学校か

らも意見として頂くことがありました。小中連携については、一定の目標は

達成したと考えられますので、今後は各学校で１年に一度は体験ができる機

会を、学校の特色や発達段階に応じて何回かに分けて実施する機会を設けら

れればと考えていますので、この場でいろいろなアイデアやヒントを頂けれ
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ば、この事業を具現化していく中で参考にさせていただきたいと思っていま

す。 

市長：成島委員から、いかがですか。 

成島委員：保護者からの視点で見ていたのですけれど、大穂学園の中で希望し

たのは吉沼小学校だけだったのかなとか、逆に希望を出さなかったところに

はどういう実情があったのだろうかと気になりました。そういうことは聞い

ていますか。 

事務局：学校行事との兼ね合いで時間を取るのが難しいということもありまし

た。また、学園単位とは言いましても、複数の学校にまたがり人数が多くな

るので、やはりそこは順番でということで、例えば大穂学園の中ではこの年

は吉沼小学校の順番だったとか、そういう工夫をしているところもあると思

われます。 

成島委員：ありがとうございます。そういうことであれば、新しく学校対象の

予算になることでそういった不平等さがなくなるのではないかと大きく期待

したいです。私が小学生の頃は、２年に１回くらいは体育館で鑑賞教室があ

ったような記憶があり、それが今でもすごく印象深いので、ぜひ鑑賞はやっ

ていただきたいなと思います。劇団四季にしても、やはりオンラインはもっ

たいないなと思うので、ぜひ肌で感じる体験を進めていただけたらと思いま

す。 

市長：和泉委員、いかがですか。 

和泉委員：令和４年より前はどうだったのかということが気になりました。こ

れから芸術文化を拡充して増強させたいということだと思いますけれど、新

型コロナウイルスの期間はかなり変則的だったと思うので、それ以前と比較

して何が課題だったのかということを知りたいです。 

事務局：コロナ前と比較しても、おおよそ希望する数は同じくらいで推移して

います。今年度については 17 学園のうち 15 学園は希望しています。コロナ
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前の具体的な数字はすぐに出てこなくて申し訳ありませんが、数字の変化は

それほどなく、13 前後を推移しています。 

和泉委員：ありがとうございます。それであれば、やはり少ないと思いますし、

平等性もどうなのかなと私も思いました。以前の総合教育会議で、体験の重

要性とともに体験格差が広がっているという話もあったと思いますが、そう

いう意味で、公教育で芸術文化に注力する必要性はすごく感じますし、私自

身もこういうものに幼い頃から親しんできたことで、今も関心を持ち続けて

いると思いながら資料を見ていました。一方で、芸術文化の予算の急な拡充

というのも難しいと思いますので、例えば普段の音楽の授業で何かしら取り

入れていくとか、教科教育の中で芸術文化に触れるような取組も同時にして

いけばいいと思いました。大型バスに乗ってどこかに行くことだけが芸術文

化事業ではないと思います。そうすると、学園単位で考えるよりもそれぞれ

の学校、学年で検討していくアプローチがあってもいいと思いました。 

市長：倉田委員、いかがですか。 

倉田委員：私が考えているのは、子供の興味関心を中心にということ、発達段

階を考慮して２学年単位くらいでということ、あとは学校教育目標や学校の

実態に即して課題解決に向けて実施してもいいのかなと思います。加えて、

鑑賞や体験、創作活動の両方を経験させたいと思っています。ただ、一番の

ネックは予算です。講師を呼ぶのにはけっこうお金がかかります。人材を見

つけて交渉することは学校でできるし、音楽や美術の教科の中でも、講師を

呼ぶことはあります。予算をどれだけ用意してもらえるかによって、企画が

決まってくるのかなと思います。 

市長：教育長、いかがですか。 

教育長：資料には書いていないのですが、多くの学校では茶道体験教室や着物

体験教室といった体験活動を行っていて、そういったことは全ての学校で推

進していきたいと考えています。教育局内で協議した時に出た意見としては、
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豊かな心育成事業では、学年が絞られるということと移動の難しさがあると

いうことです。そういう中で、学園内交流というのはある程度意味を果たし

たのではないかということで、１年に１回は必ず芸術鑑賞することを保障す

るのがいいのではないかと考えてこの三つの案を作りました。各学校がある

程度の予算の中で企画して実施するというやり方がいいかのではないかと思

っています。私も小学生の頃はめったに映画は見られなかったけれど、学校

で映画が見られるとか、劇が見られるというのはすごく嬉しかったし、印象

に残っています。私が校長になった時も、大曽根小学校で PTA の予算を使っ

て子供たちに劇を見せたのですが、すごく子供たちは喜んでいた様子でした

ので、そういう企画がいいのではないかなと思っています。 

市長：今日は文化芸術課の職員が来ていますので、教育とか子供に関わる部分

で実施しているものがあれば御紹介いただけますか。 

文化芸術課：文化芸術課の矢口と申します。文化振興財団という団体がありま

して、そちらの事業で文化芸術鑑賞事業などを実施しています。その中でア

ウトリーチ事業というものがありまして、各学校の希望を募るのですが、昨

年は３校でした。音楽や影絵などのプログラムがあり、若手のアーティスト

を育てるという意味も含んでいるのですが、申し込みのあった学校に財団が

出向いて直接触れ合う機会を設けるということをしています。学校へアーテ

ィストを呼んだ後に、大きい会場で劇やコンサートを実施しているので、子

供たちに興味を持ってもらいたいという目的で、アウトリーチ事業をここ何

年か実施しているところです。小さい頃から芸術に触れるというのは非常に

大事なことですので、今後も続けたいと財団とも話をしています。 

市長：ありがとうございます。恐らくいくつかの論点があって、私なりに思っ

ているところも含めて話をすると、前提として今までは余りにも予算が少な

くて何もできなかったということがあります。体験格差のことなどを考えれ

ば、やはり公教育の中で一流のものに触れる機会が重要であるというのは、
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共通の認識だと思います。一方で、それだけでは違うのではないかなとも思

っています。文化庁の調査で、鑑賞を日頃からしている人と、実際に芸術活

動を日頃からしている人の幸福度とかを比較したデータがありました。もち

ろん、何もしていない人よりは鑑賞している人の方がいいのですが、それよ

りも実際に芸術活動を実践している人の方が、はるかに人生の生きがいとか

満足度とかが明確に高いのです。文化庁が相当な数のデータを集めて、芸術

活動を日頃からしている人は統計的に見ても幸せだという調査結果を出した

のです。そういうことを考えると、体験からさらに芸術の実践というところ

につなげていくことを目指したいなと思っています。私も劇団四季は素晴ら

しいと思いますけれども、それを見て芸術を学びましたというのは、それ自

体の価値を否定はしないですけれど、ちょっと片手落ちなのではないかと思

っています。一方で、希望する学校が少ないのはなぜかというと、学校が忙

し過ぎて、先生からするとこういうのって負担でしかない訳ですよね。その

構造がある限り、理想論だけ言っても難しくて、継続的なものにならない。

どう継続的にするかというと、先ほど和泉委員もおっしゃっていましたが、

教科教育の中で実践するとかですね。お金はかかるのですけれど、これは街

のアートシーンを考える上でも重要ではないかと思っています。アーティス

トは基本的には収入源が無くて、ほんの一握りしかアートだけでは食べてい

けない訳です。でも、市がこういうところに積極的に予算を投じることで、

学校が各アーティストへ依頼して、ただ見たり聴いたりするだけではなくて

実際に体験してみて、そこでアーティストに収入が入ることで新たな循環を

生み出す可能性はあると思っています。日本はアートに対する公的な予算の

投資が圧倒的に少ないというのは言われて久しいですし、日本は国家予算の

0.1％に対してフランスは１％なんて話も出されます。確かに、先日もパリに

行きましたけれど、誰と話してもアートの話になるのです。アートとは関係

のないスタートアップや労働者協同組合の話をしても、アーティストみたい
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な人たちが出てくる訳です。それくらいアーティストという職業が成立して

いるし、皆が価値を感じているということを考えると、市としては本腰を入

れたいと思っています。私は柳瀬委員がおっしゃった、広い意味でのアート

という考えに近くて、来年は芸術文化課に変えてもいいかなとも思いました

けれど、そこは相談しましょう。クリエイティブな活動を子供たちが見るこ

とは大事ですし、実際に肌で振動を感じることも大事だと思いますが、先生

たちが大変な中でそれを継続して実践するためにはどうしたらいいだろうか

ということはまだ分からないです。その要素は STEAM 教育でももちろんあっ

て、理科で学んだことを活用して作品に色をつけてみたり、工作をしたりと

いうことはありますが、やはりアートがもっと評価されないといけないと思

っています。それは個人的な考えではなく、文化庁が行った調査でも、芸術

活動を実践している人は幸せということです。つくば市の最上位目標は子供

たちが幸せな人生を送るということなので、その目標にもかなうのではない

かと思っています。今日の資料に示されている予算はスタートラインだと思

っています。今までが少な過ぎたのだから、これはやらなくてはいけないと

思っています。 

柳瀬委員：ケネディ大統領が、ニューフロンティア政策と言って、公共事業の

中に芸術を取り入れました。何が起こったかと言うと、マンハッタンとかあ

ちらこちらの公園に美術作品ができたのですよね。政策として公共事業の中

にアートを入れることにしたので、お金が流れました。割と評判が良くて、

ヨーロッパに比べてアメリカは文化的に遅れていると言われていたのをケネ

ディ大統領は一気に持ち上げたと言われています。また、イギリスのブレア

首相はアーティストが働ける場をたくさん作ろうということで、福祉施設に

アーティストが就職できるような政策を始めました。福祉施設にアーティス

トが入って障害者と地域をつなぐ、いわゆるコミュニティアートというのを

どんどん増やしました。私も現地に行って見せてもらったことがありますが、
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学校と障害者施設が一緒になってアート週間ということで、教室でいろいろ

なものを１週間くらい作って楽しむということをやっていて、現地の人もブ

レア首相の政策の影響だと言っていました。そういうインセンティブがあれ

ば、いろいろな形でできるのではないかと思います。学校のすごく良いとこ

ろは、芸術に関心がある人もない人も、無関心層も含めてターゲットにでき

るということです。文化芸術課が言った財団の事業というのは、一部の関心

のある人たちのための事業が多い。アウトリーチ事業の予算はどこから出て

いますか。 

文化芸術課：市から拠出している予算もありますが、事業自体は財団の事業で

す。 

柳瀬委員：多分、財団はアウトリーチだけのために招へいしていないと思いま

す。公演とセットでアウトリーチをやっていると思います。つまり、財団の

持ち出しでアウトリーチ事業をやっていて、学校はほとんど負担がなかった

のではないかと思います。もし、財団が呼びたいアーティストがいて、子供

たちにも良いからアウトリーチしたいと言った時に、学校が予算を持ってい

れば話がまとまる訳です。そうすると、今まで呼べなかったけれどアウトリ

ーチもあるなら公演できるという劇団とか音楽とかが増えると思うのです。

そうすると財団の方もすごく活性化します。資料には学校巡回事業でオーケ

ストラと書いてありますけれど、オーケストラを普通に呼ぶと 1,000 万円は

かかります。これは規模とかはどれくらいだったのですか。 

事務局：秀峰筑波義務教育学校は、中部フィルハーモニーをお呼びしたという

ことです。 

柳瀬委員：中部フィルハーモニーが丸ごと来たら多分 1,000 万円かかると思う

ので、何人か来たということだと思います。何が言いたいかというと、財団

の方でちゃんとオーケストラを呼べますというのも大事かと思います。これ

は教育局ではなく文化芸術課の話になってしまいますが、最近は全然ノバホ
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ールでオーケストラがないじゃないですか。以前、国際音楽祭をやった時は

オーケストラが来ていました。先ほど中部フィルハーモニーとおっしゃいま

したが、元々は小牧市オーケストラです。小牧市が出資してオーケストラを

作って、それが今は NPO 法人になって運営しています。多分行政から支援が

入っていて、文化庁も応援して全国巡回をやるということで成り立っている

地方のプロのオーケストラです。 

市長：フルオーケストラで来る訳ではなく、小楽団を編成してとかだとは思い

ます。今の柳瀬委員の話は、財団と連携してタイミングが合えば学校に来て

もらって、何か体験などもさせてもらうワークショップみたいなこともあり

得るし、それを単発で呼ぶことはできないけれど、財団が持っているリスト

と合わせて学校が希望すれば、そういうオプションが出てくるということで

すね。教育として、そこから先はもちろん個人の自己決定になるのですが、

どういう道があるといいのでしょうね。例えば、オーケストラを聴いて素晴

らしく感動しました、音楽やってみたくなりましたとなった先は学校の範囲

外なのか、それとも公教育でもう少し継続的にやっていくことができるのか。

トップクラスの話じゃなくても、１年間かけて芸術活動をしていくとか、ど

ういう姿がいいのでしょうか。 

柳瀬委員：私の知り合いが、劇団四季を見た前後に子供たちにどういうケアを

したかということを調査しました。感想を聞きましたとか、子供たちが演劇

をやりたいといい始めたとかという話が出てくるかなと思ったら、事前事後

のケアがほとんどなかったのです。やはり、演劇を見ることだけになってし

まったらつまらないですよね。今回もいろいろなことをやるのですけれど、

学校行事だけではなく、何かうまくいかしてくれるともっと効果的になると

思います。 

倉田委員：子供が興味関心を持ったことに対して、学校の文化行事で何か作っ

てみようとか、コンテストに応募しようとか、そういうふうに教師がレール
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を引いてあげるということではないけれども、そういう道があるということ

を知らせて調整するということが一つかなと思います。グループで興味を持

つようなことがあればクラブを立ち上げるとか、個人の場合は個人で興味が

継続できるような道筋を紹介してあげるとか、そういう方法が今のところ一

番の近道かなと思います。 

柳瀬委員：倉田委員の御意見はよく分かりますが、私は教育的観点で、子供た

ちが普段見ないようなものを見るということも大事だと思います。一時期ダ

ンスが流行った時に、子供たちはダンスに興味があるからやるのだけれど、

どこの学校でも皆同じダンスをしていたりするのですよ。子供たちからした

ら、かっこいいから真似したいのだろうけど、そういう時に日本舞踊とかを

見せたりすると、子供たちにはそういう発想がない訳です。そこがアートの

醍醐味というか、面白いところかなと思うのです。 

倉田委員：想像できないものを刺激として与えるというのは大切で、私も陶芸

家や染物の先生を呼んで創作活動をしたことがありました。見たことや経験

したことがないことを体験することで興味関心が湧いてくるということはあ

ると思います。 

柳瀬委員：今日来ている文化芸術課の職員は、前職が美術の先生ということで

すので、話を聞いてみたいです。陶芸の話だと、教科書的に言ったら、こうい

うのを作りなさいとなると思うのですが、私だったら絶対に縄文土器を作り

たいです。そういうことが美術の授業でできなくなっているのではないかと

思います。 

文化芸術課：そもそも、美術や図画工作の授業が段々と少なくなってきている

というのが現状です。その時間の中で作品を仕上げることが難しくなってき

ています。昔は割と大きな作品を作っていたのですが、数時間で仕上がるよ

うな作品に変わってきています。割と自由度が高くなっているといいますか、

大きさの自由、材料の自由、絵とか版画とか、分野にとらわれない制作とい
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うのが、今の教科書では多くなってきているかなと感じます。 

市長：文科省が美術や図工、音楽の時間を減らすというのは、それは逆だろう

思いますね。 

倉田委員：私もそれは反対です。なんで時間数を減らしたのか、納得いかない

です。私は小学校でエッチングをやらせたり、墨で自由に喜びや悲しみを表

現したりとか、とにかく創作活動で子供たちに少しでも刺激を与えられるよ

うに意識していました。 

市長：これまでの議論を踏まえて、いろいろな問題意識に応えていくにはどう

いう施策が必要だと思いますか。 

文化芸術課：予算に関わる話になってしまいますが、文化芸術課では文化芸術

推進基本計画の改定を考えており、その中でもやはり専門的な人材が必要だ

という話が出ています。学校にお任せして芸術家を呼ぶということに関して

も、先生たちが忙しい中でいろいろ調べて、希望するアーティストを呼べる

かと言うとなかなか難しいかなと思います。そういうコーディネートをする

専門的な人がいて、芸術家のリストがあるとか、そういうものが確立してい

れば、相談しながらより良い芸術に触れられるのではないかと思います。 

市長：市役所として、キュレーターなのかコーディネーターのか分かりません

が、専門人材がいて、その人が学校から相談を受けたら、学校のニーズにコ

ンシェルジュ的に答えて、じゃあこういう人がいいのではないかと提案でき

るような存在というイメージですかね。どういう人材がつくば市にいるので

しょうか。 

柳瀬委員：プログラムオフィサーやアートマネージメントという領域は、今は

美術大学では必ずあって、人材はたくさんいます。ただ、就職先がないだけ

なのです。だから、そういう人を文化芸術課か財団に入れるというのは良い

と思います。それを作ることをプラットフォームと言っています。文化芸術

の振興計画を作った時の三本柱は、新しい拠点と、新しい補助制度、それか



様式第１号 

- 16 - 

 

らプラットフォームだったのです。プラットフォームを作る良いきっかけだ

と思うので、ぜひプラットフォームを作ってください。それから、教育総務

課もこの事業を始めるとすると、やはり１人くらいは専門の人材がいないと

回せないと思います。 

市長：教育総務課だけではこの事業を抱えきれないだろうから、文化芸術課で

専門性の高いチームができて、そこにつないでいくみたいに流れていけばい

いですかね。教育総務課にも専門の人がいた方がいいですか。 

事務局：こちらで検討している時も、そういうコーディネートをする人がいな

いと、事業を回すのは難しいのではないかという意見は出ていました。 

教育長：あとは、誰を呼ぼうかということが難しい。 

柳瀬委員：恐らく、予算があると分かれば劇団なり事務所なりが営業に来ると

思います。先生方は不安に思うかもしれないけれど、これはいろいろな力を

借りる良いチャンスだと思います。 

市長：成島委員は、今も絵画教室をやっているのですか。 

成島委員：絵画というよりは、ほとんど図工になっています。教室は子供の心

の開放の時間だと思っていて、おおよそのやることは決めていますが、完成

は何となくです。先週は蛍光絵の具を使って、ブラックライトを当ててみよ

うということをやって、今週はその体験をいかしてお化け屋敷を作ろうと考

えています。とりあえず大量の段ボールを用意し、ガムテープを購入し、今

日はどうなるかなと思いながら始める感じです。月３回で、４年以上続けて

通ってくれている子もいて、毎年同じにはできないから少しずつ内容を変え

ながら、材料を用意するけれど、それをやりたくない子も絶対に現れるから、

その時に路線変更できるようなものも常に２、３個用意していますが、これ

は本当に大変です。この作業をクラス担任の先生がやるのは不可能だと思い

ます。また、専科の先生をつけて規模の大きいことを自由にやろうとすると、

材料費もそれなりにかかります。そして、学校でもったいないと思うのは、
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作品を作っても持ち帰って終わり、みたいになることが多いということです。

発表会とか、プチ文化祭みたいなことができればいいなと思います。今度、

地元の地域活性協議会ではギャラリーをやりたいと考えています。今はなく

なってしまいましたが、廃業したガソリンスタンドに子供の作品を展示して

みようと計画していたりして、地域との関わりにもつなげていけると思って

います。作品さえあれば、何かしら飾る場所は探せます。でも、そういうこと

をやるのは少しアーティストの領域からは外れている気もしています。アー

ティストの知り合いはたくさんいますが、皆個性的で、個人主義的な方も多

いし、むしろそういう方だからこそ集中して自分の世界に入っていける方も

多くて、コミュニケーション能力に長けているかというのはまた別の領域だ

と思います。 

市長：そうですね。キュレーターやコーディネーターとアーティストが両立す

るケースはあまりないですよね。 

成島委員：ましてや教育に関わるとなると、ある程度子供に耐性がないと難し

いという側面もあります。牛久の方で、美術の展示会みたいなものに作家と

して参加しているのですが、子供の体験を誰がやりますかとなると誰も手を

挙げないとか。普段から子供と接している人でないとなかなかイメージが湧

かなかったり、子供の突拍子もない行動に対応できないということがありま

す。次第に慣れていくとかはあると思いますが、どういう人材を選ぶかが非

常に難しいと思います。むしろ寡黙な職人スタイルの画家や作家と一緒にな

るのも新鮮かもしれないですけれど、子供たちが発散する活動であるならば、

子供慣れした先生が臨機応変に対応してくれる方がありがたいかなと思いま

す。私の過去の経験だと、ドラム缶にただ立って撮影されるだけという経験

もあるのですが、それでアート活動に参加したことになると言われても、自

分は何をしたのだろうとよく分からずに終わってしまうこともありました。 

柳瀬委員：今の話はすごくよく分かります。先ほどイギリスのコミュニティア
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ートの話をしましたが、あれは後で批判がすごかったのです。アーティスト

の誰しもが子供や障害者に対応できる訳ではなく、いろいろなハレーション

が起こったらしいです。筑波大学の芸術系はどちらかと言うとファインアー

トの路線を進んでいるみたいで、あまりコミュニティアートとして外には出

てこないですよね。 

成島委員：いわゆるアカデミックと言われる分野ですね。意外と、幼児教育で

やるような誰でもできるアートが大人でも楽しかったりします。例えば、染

色とか、指で絵を描いてみるとか、変わった絵の具を使うとか。いつもの図

工とは違う、ちょっと特殊なことをやる時間があれば楽しいと思います。 

柳瀬委員：音楽でも、クラシックをやってきた人が学校に行って子供たちと何

かしてくださいと言っても、何をやっていいか分からないとなるのです。と

ころがジャズやフリージャズをやってきた人たちは、学校に入って大騒ぎす

るのが得意だったりする。混ぜるというか、いろいろな事件を起こすという

のはアーティストの得意な分野ではあります。作品だけ持ち込んでも何か事

件が起きるかもしれないですね。 

成島委員：芸術の時間は、普段発言したら否定されるようなことであっても、

この時間は OK みたいな時間であってほしいです。お下品な言葉でも面白いね

と拾いながら、否定されない場であるとか、上手い下手ではなく、面白いと

いう部分でつながれたらいいと思います。やはり鑑賞が一番フェアな気はし

ていて、鑑賞の前後に検証が必要かと言うと、私は特にいらないと思ってい

ます。その時に綺麗と感じた、その感覚こそが大事だと思います。その感覚

がいろいろな分野でたくさん触れる機会さえあれば、いつかどこかに結びつ

くであろうと思います。ですので、学校単位でやるとしたら、鑑賞が一番イ

メージしやすいですね。 

市長：確かに、その瞬間の綺麗さを感じる体験がたくさんあればいいけれど、

それが年に１回だと少ないですよね。成島委員がおっしゃったように、アー



様式第１号 

- 19 - 

 

トは一つの自己表現であり、心の開放だということはすごく共感します。授

業中は皆いい子でいないといけない訳ですから、ありのままの自分を開放す

る経験ってなかなかないですよね。五感を使って自分を表現して、作品を作

ったり身体活動として表現するということが非認知能力にもつながっていく

のではないかと思いますし、そういうことをしていると、先ほど言った文化

庁の調査のように幸福度が高まっていくのだろうなと感じます。 

時間が迫ってまいりましたが、一つ言えることとしては、やはり学校対象

として学校に考えてもらって鑑賞なりをするということが、スタートライン

としては一番近そうですかね。 

柳瀬委員：全ての児童生徒と言う場合には、不登校の子供たちのことも考えな

くてはいけません。そういう機会は文化芸術課か財団が作ってあげないとい

けないかなと思います。それをぜひよろしくお願いします。 

教育長：私も学校での鑑賞をやった方がいいと思っています。今まで無関心だ

ったことに触れるというのはすごく大事なことで、実際にアニーのテストを

受けた子とか、宝塚の学校に行くことを目指している子もいます。小規模校

のプランとして考えているのは、教育課程を調整して教科の時間を少し削っ

て、午後は探求や芸術活動、体育活動など、自分がやりたいことをやる時間

を作りたいと考えています。その時に誰が指導するのかと考えると、先ほど

のように芸術家の収入源がないということも踏まえると、芸術家の拠点みた

いなものを市が作り、芸術家たちの生活を保障しながら、子供たちの芸術活

動を助けてくれるような仕組みはできないものかと思います。 

柳瀬委員：例えば、吹奏楽部の指導員はいない訳ですよね。所属が問題になる

とは思いますが、例えば総合教育研究所に所属していろいろな仕事をしなが

ら、吹奏楽部の部活の支援にも行くみたいな、そういう人を教育局で抱える

というのは難しいですかね。 

市長：今計画している芸術拠点が完成するのはいつでしょう。 
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文化芸術課：令和８年度です。 

市長：ちょっと先ですね。やはり、アーティストが継続的に関われる体制を作

るのは、学校の先生としては大変だと思うのですよね。 

成島委員：コーディネートから全てを学校単位に任せるとなると、結局また今

と同じようにやれるところとやれないところの差が出てしまうのではないか

と思います。 

市長：やはり、まずは文化芸術課にアーティストをコーディネートできる知見

のある人がいた方がいいですね。イメージとしては、何人くらい欲しいです

か。 

文化芸術課：２人くらいでしょうか。 

市長：まずは２人くらいを市で雇用して、アーティストとのネットワークなど

の体制を整える。アーティストたちのリストを作って、例えば市の事業に継

続的に協力できるかなどの希望を聞いて、それが市としての直接雇用になる

かどうかは少し先の話なので分からないですけれど、授業や部活の支援にも

入っていけるようなイメージですかね。もちろん、子供との関わり方とか最

低限のことは学んでもらいつつ、全体像としてはアーティストがアーティス

トとして生きていくことも選択肢となりやすい社会になっていくことを目指

しながら制度設計していきたいですね。来年度はこの資料で示されている学

校対象事業をやりつつ、文化芸術課の方でコーディネーターを探すという辺

りがスタート地点ですかね。柳瀬委員が課題として挙げてくださった不登校

の子たちについては、どういうイメージですか。 

柳瀬委員：私が考えていたのは、各学校で参加できなかった子に対して、財団

で子供向けの演劇とかがあった時に優先的に見られるようにしてあげると

か、それくらいのことです。 

市長：最後に、和泉委員から何かありますか。 

和泉委員：今日の議論を聞いていて自分なりに考えたのは、マトリックスにし
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てみると、まずは一つ目の軸として「見るアート」と「自分がやるアート」が

あって、もう一つの軸は「学校教育におけるアート」と「街全体におけるアー

ト」という軸が立てられるのかなと思いました。学校の見るアートには今ま

での芸術鑑賞が該当するでしょうし、学校の自分でやるアートには図工や美

術、音楽の時間の充実化が該当すると思います。あとは、街が大切になると

思いました。日常的に芸術に触れる機会がないことには、学校の図工の時間

だけで終わりになってしまいます。そうならないためには、日常的に小規模

でいいから芸術に触れる機会があるといいと思います。フランスに住んでい

た時を思い返すと、夏至の日に街中のいたるところで演奏しているのです。

また、アヴィニョンという街では１か月間の演劇祭があります。街ぐるみで

行われていて、そこに居るだけで楽しいのですけれど、あれもやる人と見る

人が一緒になっていたなと思い出しました。今から芸術文化を考えていく時

に、そういうイメージ図があると全てが連動するのではないかと思いました。 

市長：ありがとうございます。今日は時間になりましたので、ここまでにした

いと思います。頂いた御意見を踏まえて、この予算は確保していくというこ

とと、後は文化芸術課と話をしていきたいと思います。また議論していきま

しょう。ありがとうございました。 
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資料１

【事業目的】

　児童生徒の情操を深め、豊かな人間性を育み、社会力を育成することを目的に、学園単位での芸術鑑賞や

６年生全員を対象とした劇団四季による観劇を実施する事業。

学園間交流、異学年交流の機会となり、児童生徒にとってはプロの技術に触れる機会となっている。

【令和４年度の事業実績】

学園名 日付 対象者

大穂学園 1月23日
児童生徒166名

（吉沼小全児童）

豊里学園 11月25日

児童生徒494名
（今鹿島小全児童）
（豊里中7.8年）
(上郷小5年生)

吾妻学園 12月5日
児童生徒647名

（吾妻小全児童）
（吾妻中8年生）

桜学園 1月11日
児童生徒165名

（桜中学校7年生）
（栗原小学校6年生）

竹園学園 3月9日、10日
児童生徒233名

（竹園学園6年生）

桜並木学園 2月17日
児童生徒360名

（並木小学校全児
童）

輝翔学園 10月14日、21日
児童生徒953名

（輝翔学園全校生
徒）

高山学園 11月15日

児童生徒240名
（真瀬小・島名小の
６年生と高山中7、8

年生）

光輝学園 10月12日
児童生徒388名

（5年生、8年生）

高崎学園 12月13日
児童生徒544名

（茎崎第一小全児
童）

春日学園 11月28日
児童生徒251名

（春日学園4年生・8
年生）

みどりの学園 11月30日
児童生徒1,976名
（全校生徒）

市内小学校
義務教育学校
前期課程（6年生）

12月5日～９日
（一部の学校は
新型コロナウイ
ルス感染症の影
響で1月に実施）

児童生徒2,337名

劇団四季観劇事業は、児童がトップレベルの演劇を鑑賞することができる機会であり、「物語に共感して劇に入

り込めた」などの感想が寄せられている。

今後児童数増加に伴い会場の収容人数を超えた場合には、現行日程での事業実施ができなくなる可能性がある。

〇各学園において実施した事業（劇団四季事業を除き各学園に約18万円を配分：実績は下表のとおり）

事業内容

タップダンスグループ　TAP　DOのステージ鑑賞

日本舞踊のステージ鑑賞
（今鹿島小学校体育館で実施、オンラインで他校と繋いで鑑賞）

管弦楽団演奏（吾妻小体育館で実施）

大洗高校マーチングバンド部の演奏（桜中体育館で実施）

ツインボーカルデュオ「森と林」による、歌やトークを交えたミニ
ライブ（各校体育館で実施）

演劇「宝島」（茎崎第一小学校体育館で実施）

演劇「ふしぎな箱」「オカピぼうやのちいさなぼうけん」
（並木小体育館で実施）

紛争や災害地域で出会った人々をオリジナルの音楽と大画面の映
像、語りを交えて表現するステージ演奏
（市民ホールとよさとで実施、高山中はオンライン鑑賞）

アボリジニーアートコーディネーター　内田氏の講演
（葛城小学校で実施、オンラインで他校と繋いで聴講）

大洗高校マーチングバンド部の演奏（体育館で実施・一部オンライ
ン鑑賞）

〇劇団四季観劇事業

劇団四季の観劇事業（オンライン配信）
「人間になりたがった猫」

音楽デュオ「ノブタク」の演奏（谷田部中学校、谷田部小学校体育
館で実施）

ツインボーカルデュオ「森と林」による、歌やトークを交え
たミニライブ（体育館で実施）

豊かな心育成事業
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【令和４年度の事業実績】

学校名等 日付 対象者

要小学校 11月4日 全校児童　110名

高崎中学校 12月19日 1年生　105名

茎崎学園で開催 11月11日
４年生、５年生、６
年生、７年生　計250

名

学校名 日付 対象者
秀峰筑波義務教

育学校
10月4日 全校児童　1,103名

沼崎小学校 12月20日 全校児童　406名

並木小学校 10月25日
全校児童　342名、当
日保護者も参観可能
とし約100名参加した

桜南小学校 6月28日 全校児童　344名

東小学校 11月17日 全校児童　453名

葛城小学校 2月24日 全校児童　497名

松代小学校 1月31日
４年生、5年生、6年

生　243名

【令和５年度の申請状況】

〇芸術家の派遣事業：２校（吾妻中学校、吾妻小学校）

〇学校巡回事業（申請調整中）：８校（並木小学校、葛城小学校、松代小学校、上郷小学校、沼崎小学校、

         今鹿島小学校、東小学校、秀峰筑波義務教育学校）

【令和４年度の実績】

〇体験施設

・陶芸体験（大津晃窯）

・笠間芸術の森公園

・世界のガラス館（猪苗代町）

・茨城県近代美術館

・笠間工芸の丘

・ミュージアムパーク　茨城県自然博物館

・陶芸体験（桧佐陶工房　ひさとうこうぼう）

鑑賞を中心とした小編成オーケストラプログラム、クラシックを中
心とした世界オーケストラ名曲の鑑賞、各楽器の紹介とソロ演奏鑑
賞、様々な楽器の奏法解説と体験活動を行った。

〇学校巡回事業

オーケストラ

劇団による演劇

オーケストラ

劇団による演劇

伝統芸能　歌舞伎・能楽

沖縄伝統組踊

郷⼟芸能（なまはげ、早㇠⼥、⿅踊、加勢⿃）をモチーフにした、

体験型のデジタルアート

事業内容

〇芸術家の派遣事業

事業内容

音楽、演劇の要素を取り入れたワークショップを遊びを通じて行な
い、参加型の音楽劇を上演していただいた。

必要な体力・精神力・所作について学び、基礎打法について、参加
者全員で演奏を実際に体験。和太鼓の種類や大きさによる音色の違
いや、叩き方によって音色が色々と変わり、様々な表現が音で表さ
れている様子を感じ取る。指導者の演技を見た。

芸術鑑賞体験を目的とした校外学習

文化芸術による子供育成推進事業【文化庁】
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芸術文化鑑賞・体験新規事業（案）

学校対象 クラス対象 個人対象

目的・概要

市内の児童生徒全員が1年に1度は芸術文化に
触れる機会を設けることを目的に、学校単位で、

児童生徒の発達段階に応じて自由に企画して実

施する。

講師と児童のふれあいを深めるため、学校対

象に比べて少人数で事業を実施する。任意の

学年を対象に、クラス単位で自由に企画して

実施する。

芸術鑑賞等のためのクーポン（教育バウ

チャー）を配布し、各家庭で芸術鑑賞等をす

る

学校における

事務

講師とのスケジュール調整・運営（学校の実情

に応じて、管理職や音楽・美術等の先生が連携

して行う）

講師とのスケジュール調整・運営（主にクラ

ス担任が行う）

・クーポン配布

・クーポン利用状況の把握

担当課における

事務

・講師や団体のリスト化等の情報提供

・契約事務

・講師や団体のリスト化等の情報提供

・契約事務

・対象施設等との提携

・本人確認の仕組みづくりやクーポン利用方

法などの制度設計

予算規模
2,700万円

（50万円×54校）

1,840万円

（20万円×92クラス）

例：最大の学級数である小学2年生で試算

2,240万円

（1,000円×22,400人：全児童生徒数）

想定される

課題と成果

・54校すべてに講師や団体とのマッチングが
可能か不透明

・学校全体の行事として実施することができる

ため、児童生徒全員が芸術文化に触れる機会を

提供できる

・全クラスに講師や団体とのマッチングが可

能か不透明

・児童生徒全員が芸術文化に触れ合う機会を

提供できない

・学校対象と比較して少人数とすることで講

師と児童がよりふれあいを深めることができ

る

・各家庭の裁量となるため、全員が芸術に触

れる機会がもうけられるかが不透明

・対象施設をより多く、バランスよく提携で

きるかが懸念される

・各々が興味のある芸術文化に触れられる反

面、興味があるものしか触れられない可能性

がある

資料2
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